
土砂災害防止に関する基礎調査マニュアル

（案） 

（共通編） 

平成 27年 3月（改訂） 

岩手県県土整備部砂防災害課 



はじめに 

 平成11年6月29日、集中豪雨により広島市を中心とした29渓流において土石流が発生し、

人命・家屋財産に大きな被害が生じた。広島市周辺では、近年の都市化にともない山麓部で

宅地開発が盛んに行われていた背景があり、急勾配斜面を階段状に整地した宅地や谷出口を

造成して建てた家屋などに被害が集中した。 

 広島の事例のみならず、わが国では急峻な山地と海岸に挟まれたわずかな面積に多数の人

口が集中するという土地利用がなされており、近年の人口増加、都市の拡大により都市周辺

の山麓部において無秩序な宅地開発や要配慮者利用施設の建設などが行われる傾向にある。 

 広島災害を契機として、あらかじめ土砂災害のおそれが判明している区域に対する宅地開

発の抑制を求める声が高まり、平成 12 年 4 月には国会で「土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）」が策定され、翌年の平成 13 年 4 月よ

り施行された。これにより土砂災害警戒区域等の設定と区域内での開発抑制、警戒避難体制

の整備を柱とした土砂災害対策が全国で行われることとなった。 

 このような背景をもとに、岩手県では土砂災害防止法の基礎調査を推進することになって

いる。そこで、ここでは、各現象共通の具体的な調査方法や内容等を整理し、「土砂災害防

止に関する基礎調査マニュアル（案）（共通編）」（以下「マニュアル（案）」という）と

してまとめた。 

このマニュアル（案）は、「土砂災害防止に関する基礎調査の手引き（急傾斜地の崩壊

編）」（以下「手引き」という）を参考に岩手県県土整備部砂防課が作成したものであり、

岩手県における土砂災害に関する基礎調査の標準的な内容と手順を示したものである。 

なお、ここに示すマニュアル（案）は、基礎調査を行う者の技術力や主観に左右されず、

法律に基づき、できるだけ客観的かつ再現性を確保した区域設定のための標準的な調査方法

をまとめたものであるが、調査技術等の向上にあわせて適宜改訂を行うものとする。 

 本マニュアル（案）（共通編）が岩手県の土砂災害軽減に向けた取り組みに資することが

できれば幸いである。 

 平成27年3月

岩 手 県 県 土 整 備 部 砂 防 災 害 課 



土砂災害防止法基礎調査マニュアル（案）の位置付け 

本マニュアル（案）は、土砂災害防止法基礎調査の技術的基準を示したものである。 

〔解説〕

土砂災害防止に関する基礎調査マニュアル（案）は、岩手県が実施する土砂災害防止法

基礎調査に用いるものであり、土砂災害の３現象（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）の

基礎調査について、全般的事項ならびに共通事項について「第１編 共通編」、各現象にお

ける調査方法等について「第２編 急傾斜地の崩壊編」「第３編 土石流編」、「第４編 地

滑り編」、その他の資料等について「巻末資料」に示したものである。 

なお、土砂災害防止法で扱う急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りは自然現象であって不確

定要素が多い。例えば、本マニュアル（案）では土質定数等は一般値を示しているが、

個々の箇所においてはかなりのばらつきを有する。したがって、個別箇所の特性を十分把

握できている場合においては、本マニュアルの記述に縛られるものではない。 

また、災害事例分析や科学技術の進歩により、新たな知見やより高い精度の数値等が得

られた場合は、本マニュアルを適宜見直すことも必要である。 
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I. 調査対象 
1. 基礎調査の目的

都道府県知事は、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りによる土砂災害から国民の生命及び身体

を保護するため、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以

下「土砂災害防止法」という）に基づく基礎調査を実施する必要がある。 

基礎調査は、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地（原因地）に関する地形、地質、過去の

災害履歴を調査するとともに、土砂の予想到達範囲、土砂災害の発生のおそれがある土地の利

用状況等の調査を行い、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定、警戒区域内にお

ける警戒避難体制の整備、特別警戒区域における土石等の移動により建築物に作用する力の算

定等、この法律を施行する上で不可欠のデータを収集するためおおむね 5 年ごとに行われるも

のである。 

法律第一条に示される「土砂災害が発生するおそれがある土地」と「著しい土砂災害が発生

するおそれのある土地」とは、以下に記す土地である。 

ア 土砂災害が発生するおそれがある土地 

（以下「危害のおそれがある土地」） 

「危害のおそれがある土地」とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命また

は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地、のことをいう。 

＜法 律＞ 

（目 的） 

第一条 この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生す

るおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図ると

ともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制

限し、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めるほか、重大な土砂災害の急迫した

危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、土砂災害の防止のた

めの対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

＜法 律＞

（定 義）

第二条 この法律において、「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊（傾斜度が三十度以上であ

る土地が崩壊する自然現象をいう。）、土石流（山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の

土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。第二十七条第一項において同じ。）

若しくは地滑り（土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動す

る自然現象をいう。同項において同じ。）（以下「急傾斜地の崩壊等」と総称する。）又

は河道閉塞による湛水（土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をい

う。第七条第一項及び第二十七条第一項において同じ。）を発生原因として国民の生命又

は身体に生ずる被害をいう。 



共-2

知事は、この危害のおそれがある土地の区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を

特に整備するべき土地の区域を「土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」という）として指定

することができる。 

イ 著しい土砂災害が発生するおそれがある土地 

（以下「著しい危害のおそれがある土地」） 

「著しい危害のおそれがある土地」とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損

壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地、の

ことをいう。 

知事は、この著しい危害のおそれがある土地の区域で、一定の開発行為の制限および居室を

有する建築物の構造を規制すべき土地の区域を「土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区

域」という）として指定することができる。 
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2. 基礎調査の対象

基礎調査の対象は、土砂災害（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）が発生した場合に、住民

等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地（以下「危害のおそれのある

土地」という）、危害のおそれのある土地のうち、建築物に破壊が生じ住民等の生命又は身体

に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地（以下「著しい危害のおそれのある土

地」という）とする。 

なお、斜面の深層崩壊、山体の崩壊、想定をはるかに超える規模の土石流等については、予

知・予測が困難であることから、基礎調査では技術的に可能である表層崩壊等による土砂災害

を対象とする。すなわち、本法で対照とする土砂災害は、蓄積された科学的知見により災害発

生前に土砂移動現象による危険な土地の区域の設定が可能なものであり、急傾斜地の崩壊は通

常想定し得る崖崩れ災害である表層崩壊を指す。土石流は、渓流周辺の山腹斜面の表層崩壊に

起因した土石等が流動化して土石流となるタイプを指す。したがって、以下のタイプの現象は

予知予見することが困難であることや、通常は予防事業では対応せず結果について対応してい

るものであることから、対象外現象となる。 

・ 急傾斜地の深層崩壊 

・ 山体崩壊 

・ 岩盤の崩落 

・ 大規模な土石流 

・ 火山噴火 

・ 人為的な斜面崩壊 

・ 盛土の地滑り 

＜急傾斜地の崩壊＞ 

①急傾斜地の定義

傾斜度が30°以上である土地の区域であって、高さが５ｍ以上のもの。

②危害のおそれのある土地の定義

次に掲げる土地の区域のうち急傾斜地の上端と下端の右端の点を通る鉛直面と左端の点を通

る鉛直面で挟まれる土地の区域 

ⅰ）急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって、当該上端からの水平距

離が10ｍ以内のもの 

ⅱ）急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって、当該下端からの水平距

離が当該急傾斜地の高さに相当する距離の２倍（当該距離の２倍が50ｍを超える場合に

あっては、50ｍ）以内のもの（急傾斜地の崩壊が発生した場合において、地形の状況に

より明らかに土石等が到達しないと認められる土地の区域を除く。） 
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③著しい危害のおそれのある土地

ⅰ）その土地の区域内に建築物が存するとした場合に、急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動

により、当該建築物の地上部分に作用すると想定される力の大きさ（当該急傾斜地の高

さ及び傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離等に応じて国土交通

大臣が定める方法により算出した数値とする。）が、通常の居室を有する建築物が土石

等の移動に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ず

ることなく耐えることのできる力の大きさ（当該急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動に

より力が当該通常の建築物の地上部分に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通

大臣が定める方法により算出した数値とする。）を上回る土地の区域。 

ⅱ）その土地の区域内に建築物が存するとした場合に、急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積

により、当該建築物の地上部分に作用すると想定される力の大きさ（当該急傾斜地の高

さ及び傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離等に応じて国土交通

大臣が定める方法により算出した数値とする。）が、通常の居室を有する建築物が土石

等の堆積に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ず

ることなく耐えることのできる力の大きさ（当該急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積に

より力が当該通常の建築物の地上部分に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通

大臣が定める方法により算出した数値とする。）を上回る土地の区域。 

＜土石流＞ 

① 土石流の発生のおそれのある渓流の定義

谷出口・扇頂部から上流の渓流面積が 5km2 以下で谷型の地形を呈す渓流及び、土石流又は

土砂流の履歴がある渓流とする。 

② 土石流により土砂災害の危害をもたらされると予想される土地の定義

後述する基準地点から下流の土地において、地盤勾配が 2°以上の土地とする。ただし、地

形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域は除くものとする｡ 

③ 危害のおそれのある土地の定義

土石流により土砂災害の危害をもたらされると予想される土地において、住民等の生命又は

身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地とする。 

④ 著しい危害のおそれのある土地の定義

土石流により土砂災害の危害をもたらされると予想される土地において、建築物に損壊が生

じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地とする。 
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＜地滑り＞ 

① 地滑りの定義

地滑りとは、土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然

現象であり、次に掲げる土地の区域をいう。 

・地滑り区域（地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域を地滑り区域） 

・地滑り区域に隣接する一定の土地の区域 

② 危害のおそれのある土地の定義

危害のおそれのある土地とは、地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域及びそ

れらの区域の末端（特定境界線）から地滑り区域の長さに相当する距離の範囲内の区域（最大

250ｍ）である。 

③ 著しい危害のおそれのある土地

著しい危害のおそれのある土地とは、「危害のおそれのある土地」のうち、地滑り地塊の滑

りに伴って生じた土石等の移動による力が建築物に作用した時から 30 分が経過した時におい

て建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物の耐力を上回る土地の区域で、地滑り区域の

末端（特定境界線）から最大で60mの土地の区域とする。 
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3. 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

都道府県知事は急傾斜地の崩壊等の発生により住民等の生命又は身体に危害を生じるおそれ

がある区域を「土砂災害警戒区域(通称；イエローゾーン)」に、特に著しい危害を生じるおそ

れがある区域を「土砂災害特別警戒区域(通称；レッドゾーン)」にそれぞれ指定し、公示する

ことができるとされている。 

土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の規定を以下に示す。 

(1) 土砂災害警戒区域(通称；イエローゾーン) 

（土砂災害警戒区域） 

第七条 都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民

等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域に

おける土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令

で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」という。）とし

て指定することができる。 

２ 前項に規定する指定（以下この条において「指定」という。）は、第二条に規定する

土砂災害の発生原因ごとに、指定の区域及びその発生原因となる自然現象の種類を定め

てするものとする。 

３ 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の

意見を聴かなければならない。 

４ 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並

びに指定の区域及び土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を公示しなければならな

い。 

５ 都道府県知事は、前項に規定する公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定め

るところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載し

た図書を送付しなければならない。 

６ 前三項の規定は、指定の解除について準用する 
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(2) 土砂災害特別警戒区域(通称；レッドゾーン) 

（土砂災害特別警戒区域） 

第九条 都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生し

た場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある

と認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室（建築基準法（昭和二十五年

法律第二百一号）第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。）を有する建築物の構

造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害特別警

戒区域（以下「特別警戒区域」という。）として指定することができる。 

自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項（土砂災害の発生を防止

するために行う建築物の構造の規制に必要な事項として政令で定めるものに限る。）を定

めてするものとする。 

３ 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意

見を聴かなければならない。 

４ 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並び

に指定の区域、土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び第二項に規定する政令で定

める事項を公示しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項に規定する公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定める

ところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定による公示された事項を記載した図

書を送付しなければならない。 

６ 指定は、第四項に規定する公示によってその効力を生ずる。 

７ 関係のある市町村の長は、第五項の図書を当該市町村の事務所において、一般の縦覧に

供しなければならない。 

８ 都道府県知事は、土砂災害の防止に関する工事の実施等により、特別警戒区域の全部又

は一部について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特別警戒区域の全部又は一

部について指定を解除するものとする。 

９ 第三項から第六項までの規定は、前項に規定する解除について準用する。 

２  前項に規定する指定（以下この条において「指定」という。）は、第二条に規定する土

砂災害の発生原因ごとに、指定の区域並びにその発生原因となる自然現象の種類及び当該
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図Ⅰ-1-1 土砂災害警戒区域等指定のイメージ図 

土石流 

 山腹が崩壊して生じ

た土石等又は渓流の土

石等が水と一体となっ

て流下する自然現象 

急傾斜地の崩壊

 傾斜度が 30 度以

上である土地が崩壊

する自然現象 

地滑り 

 土地の一部が地下水

等に起因して滑る自然

現象又はこれに伴って

移動する自然現象 
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II. 調査方法
1. 基礎調査の流れ

岩手県では既往箇所に対して事前調査を実施していることから、基礎調査は以下に示す流れ

に沿って実施する。 

図Ⅱ-1-1 基礎調査実施フロー（急傾斜地の崩壊） 

③’地形・地質現地調査

ＳＴＡＲＴ

ＥＮＤ

④’対策施設の現地調
査

⑤現地調査（机上調査結果の確認・崩壊跡地形の有無等）

机上調査
（事前調査）

現地調査

机上調査

机上・現地調査

②調査対象箇所の抽出

区域設定のための調査

⑮区域設定調書（案）の作成

⑫警戒避難体制に関する
調査

⑬関係諸法令の指定状況調査
⑭宅地開発の状況及び建築
の動向調査

①土砂災害履歴の調査

⑥’土石等の土質定数の選定

⑨土地利用状況調査 ⑩世帯数及び人家戸数調査 ⑪公共施設等の状況調査

　危害のおそれのある土地等の調査　

⑦危害のおそれのある土地の設定

⑧著しい危害のおそれのある土地の設定

危害のおそれのある土地等の設定

④対策施設の机上調査③地形・地質机上調査

区域設定事前調査

⑥土石等の土質定数の机上調査
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図Ⅱ-1-2 基礎調査実施フロー（土石流） 

③’地形・地質現地調査

ＳＴＡＲＴ

ＥＮＤ

④’対策施設の現地調
査

⑤現地調査（基準地点及び主流路の決定、土砂量調査等）

机上調査
（事前調査）

現地調査

机上調査

机上・現地調査

②調査対象箇所の抽出

区域設定のための調査

⑮区域設定調書（案）の作成

⑫警戒避難体制に関する
調査

⑬関係諸法令の指定状況調査
⑭宅地開発の状況及び建築
の動向調査

①土砂災害履歴の調査

⑥’土石等の土質定数の選定、
土石流により流下する土石等の量の算定

⑨土地利用状況調査 ⑩世帯数及び人家戸数調査 ⑪公共施設等の状況調査

　危害のおそれのある土地等の調査　

⑦危害のおそれのある土地の設定

⑧著しい危害のおそれのある土地の設定

危害のおそれのある土地等の設定

④対策施設の机上調査③地形・地質机上調査

区域設定事前調査

⑥土石等の土質定数の机上調査
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図Ⅱ-1-3 基礎調査実施フロー（地滑り）

_①調査対象箇所の抽出

ＥＮＤ

(6) 区域設定のための現地調査

(1) 調査対象箇所の抽出

地形調査

地滑り区域の設定

(23) 区域設定調書（案）の作成

危害のおそれのある土地等の調査

(17) 土地利用状況調査

(20) 警戒避難体制に関する調

査

(18)世帯数及び人家戸数調査

(21) 関係諸法令の指定状況調

査

(19) 公共施設等の状況調査

(2) 地形調査（机上調査）

(5) 区域の仮設定

ＳＴＡＲＴ

(22) 宅地開発の状況及び

建築の動向調査

机上調査

現地調査

机上調査

机上・現地調査

とりまとめ

(14) 危害のおそれのある土地の設定

(15) 著しい危害のおそれのある土地の設定

(16) 明らかに土石等が到達しないと認められる土地の検討

(4) 関連情報の整理

（ブロック周辺等状況把握）

(8) 地滑りブロック妥当性の検討

危害のおそれのある土地等の

区域の設定

(3) 地形調査（机上調査）結果の整理

（ブロック地形等状況把握）

(9) 地滑りブロックのランク区分 (10) 地滑りブロックの統合

(11) 地質調査 (12) 対策施設状況調査
(13) 過去の災害履歴に関

する調査

机上調査

机上・現地調査

(7) 地滑りブロックの形状・末端位置・方向・すべり面の設定
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1.1 土砂災害履歴の調査 

過去に発生した土砂災害履歴を文献等既往資料より把握する。 

1.2 調査対象箇所の抽出 

＜急傾斜地の崩壊＞ 

傾斜度が 30°以上である土地の区域であって、高さが 5m 以上のものを急傾斜地として抽出

する。調査対象範囲は、現況の土地利用状況や開発計画等の社会条件を考慮して選定する。 

急傾斜地の崩壊のおそれがある土地及び急傾斜地の崩壊により被害の生ずるおそれのある範

囲については、平成 11～13 年度に急傾斜地崩壊危険箇所等点検調査（以下「点検調査」とい

う）が実施されているため、その調査結果を参考にする。 

点検調査は「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」（以下「点検要領」という）に基づいて調

査が行われているが、今回のマニュアル（案）と定義等で若干の相違点が見られる。表Ⅱ-1-1

に点検要領とマニュアル（案）の相違点をまとめた。 

表Ⅱ-1-1 名称定義等の相違点 

マニュアル（案） 点検要領 

名 称 社会条件の定義 名 称 社会条件の定義 

急傾斜地崩壊危

険箇所Ⅰ 

被害想定区域内に人家戸数 5

戸以上または公共的建物（災

害時要援護者関連施設を含

む）がある急傾斜地 
人家等のある急

傾斜地 

急傾斜地の崩壊により住

民等の生命又は身体に危

害が生ずるおそれがある

土地に人家等が存在する

箇所 急傾斜地崩壊危

険箇所Ⅱ 

被害想定区域内の人家戸数が

1戸以上5戸未満の急傾斜地 

人家等のない急

傾斜地 

急傾斜地の崩壊により住

民等の生命又は身体に危

害が生ずるおそれがある

土地に現状では人家等は

存在しないが、将来的に

人家等の立地が予想され

る箇所 

急傾斜地崩壊危

険箇所に準ずる

斜面Ⅲ 

 被害想定区域内に現状で人

家はないが、将来的に人家等

の立地が予想される急傾斜地 

＜土石流＞ 

土石流の発生のおそれのある渓流及び、土石流により土砂災害の危害をもたらされると予想

される土地を抽出する。 

調査対象範囲は、現況の土地利用状況や開発計画等の社会条件を考慮して選定する。 

渓流の抽出作業は、土砂災害履歴の有無を把握したうえで縮尺 1/25,000 の地形図を用いて

谷型地形の判定を行い、谷出口・扇頂部等から上流の渓流面積が 5km2以下の渓流を調査対象と

する。 

土石流の発生のおそれのある渓流及び、土石流により土砂災害の危害をもたらされると予想



共-13

される土地は、「土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領（案）3」」（以下、「調査要

領（案）」という）に基づく調査が実施されている地域では､その調査結果を参考にする。 

土石流により土砂災害の危害をもたらされると予想される土地には、調査要領（案）に基づ

く土石流危険区域（地形・過去の土石流堆積物の分布範囲、過去の土石流の氾濫実績等を基に

想定される最大規模の土石流が氾濫すると予想される範囲）が、土石流の発生のおそれのある

渓流には、調査要領（案）に基づく土石流危険渓流Ⅰ・Ⅱ・土石流危険渓流に準ずる渓流が概

ね該当する。 

基礎調査と「調査要領（案）」による渓流名称と定義等の相違点を表Ⅱ-1-2に示す。 

表Ⅱ-1-2 渓流名称定義等の相違点 

基礎調査 調査要領（案） 

渓流の名称 社会条件の定義 渓流の名称 社会条件の定義 

人家等のある渓流 土石流危険渓流Ⅰ 土石流危険区域に人家戸数 5 戸

以上または公共的建物（災害時要

援護者関連施設を含む）がある渓

流 

土石流により土砂災害の危害

をもたらされると予想される

土地に人家等がある渓流 

土石流危険渓流Ⅱ 土石流危険区域に人家戸数 1 戸

以上5戸未満の渓流 

人家等のない渓流 土石流により土砂災害の危害

をもたらされると予想される

土地に将来人家の立地が予想

される渓流 

土石流危険渓流に

準ずる渓流 

 土石流危険区域に将来、人家等

の立地が予想される渓流。ただ

し、都市計画区域の範囲にある渓

流のみを調査対象としている場合

がある。 

注）危害のおそれのある土地の下端の地盤勾配は、基礎調査では原則 2°。土石流危険区域の下端の地盤勾配は、

調査要領(案)では一般地域が原則3°、火山地域が原則2°あるいは実績相当としている。 

＜地滑り＞ 

地滑りの発生のおそれのある土地及び、地滑りにより土砂災害の危害をもたらされると予想

される土地を抽出する。調査対象箇所は既往調査箇所から抽出することを原則とする。また、

表Ⅱ-1-3の現象は、特異まれな現象として、この現象を当調査では考えないものとする。 

(1) 既往調査による抽出 

既往の調査で把握されている「地すべり防止区域」や「地すべり危険箇所・危険地区・危険

地」内の地滑りを対象に調査を実施する。既存資料を参考とすることから、調査・設計・施

工・災害履歴などの資料も収集しやすく、より正確に地滑りの状況を把握することができる。 

■地すべり防止区域：「地すべり等防止法 昭和 33 年 3 月 31 日 法律第 30 号」に準拠し、

指定された区域 

■地すべり危険箇所：「地すべり危険箇所調査要領 平成 8 年 10 月 建設省河川局砂防部傾

斜地保全課」に準拠し、選定された区域 

■地すべり危険地区：「地すべり危険地区調査要領 平成 7 年 10 月 林野庁」に準拠し、選

定された区域 
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■地すべり危険地：「地すべり危険地調査要領 農林水産省構造改善局」に準拠し、選定さ

れた区域 
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表Ⅱ-1-3 対象外現象の整理表 

①
地滑り地塊の
流動化

　地滑り地塊
が、水または雪
と混合して一体
になり、流体とし
て挙動する現
象。
　地滑り地塊を
手のひらに取っ
た時に、その土
塊が自立できず
に崩れ落ちてし
まうほど含水率
が高いもの。

① 融雪期や豪雨時等
に、地滑り地塊が水また
は雪と混合したため流動
化して谷や斜面等を流
下する。
② 地滑り地塊が流水と
一体となり、流動化す
る。
③ 移動速度が大きく、想
定する移動範囲を超えて
地滑り地塊が到達する。

　建築物にかかる力は、「法律
施行令第４条第３号」で土圧を
想定しているが、地滑り地塊が
流体として挙動する場合は、告
示式では計算することができな
い。
　以上の理由から、地滑り地塊
が流動化する場合には対象外
現象とする。

例１　地滑り地塊が水または雪と混じり、
　　　 流動化して斜面を流下する場合

例２　地滑り地塊が流水と一体となり、
　　　 流動化して谷を流下する場合

②
地滑り滑動終
息後の再移動

　地滑り地塊の
滑動が一旦終
息した後に、他
の要因が加わ
り、移動形態が
変化して再移動
する現象。

　地滑り地塊の滑動が谷
等に到達して一旦終息し
た後、流水と混合するな
ど他の要因が加わること
により、移動形態が変化
して再移動する現象で、
一般には移動速度が大
きく、移動距離が伸びる
場合。

　「法律施行令第２条・第３条」
で対象する地滑り現象は、地滑
り滑動による直接的な移動現象
を対象としていることから、地滑
り地塊の滑動が一旦終息した
後に、他の要因が地滑り地塊に
作用し、移動形態が変化して再
移動する現象は、対象外現象と
する。

例１　地滑り地塊の滑動が河川を埋塞して一旦終息した
　　 　後、河川水と混じり、再移動する場合

例２　地滑り地塊の滑動が緩斜 面で一旦終息した後、
　　　 降水等により、急斜面で
　　　 崩壊する。

③
雪上等の地滑
り地塊移動

　雪上等を地滑
り地塊が滑り下
る現象。

　地滑り地塊が斜面下部
の摩擦抵抗力の小さい
積雪面上やコンクリート
張斜面等を滑り落ち、移
動する現象。

　建築物にかかる力は、「法律
施行令第２条・第３条」では、土
圧を想定しているが、地滑り地
塊の速度が大きくなることによ
り、建築物にかかる力には衝撃
力が加わると考えられる。この
衝撃力を告示式で計算すること
ができない場合。
　「法律施行令第２条・第３条」
が対象する移動範囲を超えて
地滑り地塊が到達する場合。
　以上の理由から、雪上等を地
滑り地塊が移動する場合は対
象外現象とする。

例　地滑り地塊が雪上を滑り下る場合

①

②

③

④

⑤

地滑り地塊に巨礫、転石等を含む
場合

　地滑り地塊に巨礫、転石等を含み、それによって衝撃力が発生するものであり、予知不可能な現象であることから対象外現象
となる。

河川埋塞等による人家への二次
的被害

　地滑り地塊の河川埋塞により形成される上流側の湛水や下流への氾濫による二次的被害は、「法律施行令第２条・第３条」で
想定する地滑り現象（一次移動）ではないため、対象外現象となる。

人為的行為によって発生した地滑
り

　自然現象ではないため、対象外となる。

現象 対象外となる理由

初生地滑り 　地滑り地形が形成されてなく、地滑り地形の抽出や発生予測が技術的に困難なため、対象外現象となる。

大規模な火山活動や地震等に起
因して発生する地滑り

　地滑りの発生場所や規模、時期等の予測が技術的に困難なため、対象外現象となる。

現象 定義 解説 対象外となる理由 イメージ図

その他の対象外現象

流水

流動化

浸透

地表
水

流動化

流動化した移動土塊

積雪

河川埋塞
一旦終息する

終息後の再移動

地滑りが滑動
（一次移動）

降水等の浸透
一旦終息

一
旦
終
息
し
た
後
、
降
水
等
の

影
響
で
急
斜
面
を
崩
落
す
る
。

当初地盤線

現地盤線

すべり面

終息時地盤線
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1.3 区域設定のための調査 

危害のおそれのある土地等の区域設定に必要な事項について調査する。 

机上調査では、地形・地質調査、対策施設の状況を調査する。 

現地調査では、机上調査で不足する事項のデータ収集及び、机上の調査結果を確定するため

の調査を実施する。また、土石流の現地調査ではそれに加えて土石流により流下する土石等の

データ収集及び踏査を実施する。 

1.4 危害のおそれのある土地等の設定 

｢危害のおそれのある土地｣及び「著しい危害のおそれのある土地」（以下、「危害のおそれ

のある土地等」という）の区域を机上で設定する。 

1.5 危害のおそれのある土地等の調査 

1.4で机上設定した「危害のおそれのある土地等」の区域を現地で確認し、現地の地形に対

して実状にあわないと認められるときは、その理由を明確に記録したうえで区域を訂正し確定

する。また、設定した区域内の人家戸数や土地利用等の状況について実態を調査してとりまと

める。 

1.6 とりまとめ 

危害のおそれのある土地等の設定結果は、図化縮尺 1/2,500 以上の精度を持った数値地図に

とりまとめ、再現性を確保したものとする。また、基礎調査の過程で作成した各種の計測図や

主題図、計算数値データについても図表等にとりまとめ、再現性を確保する。 

1.7 区域設定調書の作成 

基礎調査の結果を区域設定調書の様式にとりまとめる。 
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2. 机上調査精度の統一

基礎調査に使用する基盤図は「土砂災害防止法に使用する数値地図作成ガイドライン（案）

平成 13 年 10 月 財団法人砂防フロンティア整備推進機構」に基づいて作製された 3次元地図

（図化縮尺：1/2,500）とする。 

災害履歴調査等については、調査精度を統一するため、以下の図面を用いるものとする。 

①縮尺1/25,000地形図（国土地理院発行数値地図最新版）

・調査対象箇所の抽出 

②縮尺1/5,000地形図（林野庁森林基本図最新版）

・土砂災害履歴の調査 

 ※ 既存の1/5,000地形図が全域ない場合は1/10,000地形図で統一する。 

 ※ 市町村全域で1/2,500地形図が整備されている場合はこれを利用する。 

また、空中写真については、最新の撮影縮尺1/8,000～1/12,500を用いるものとする。 
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3. 基礎調査実施の際の留意点

基礎調査は、「土砂災害防止対策基本指針（平成 13 年 7 月 9 日国土交通省告示第 1119

号）」に従うものとする。また、以下の項目に留意して実施する。 

基礎調査実施に際する関係諸機関との協議及び現地立ち入りに関する諸手続等については、

別冊の「岩手県 土砂災害防止法に基づく事務要領マニュアル（案）」に示す。 

① 当該区域の土地の状況に変化が生じた場合は必要に応じて調査を行う。

② 現況の土地利用状況や開発計画等により、人家の立地が新たに予想され、区域の指定が必

要になっているかどうかを把握する。

③ 危害のおそれのある土地等の範囲を設定する参考資料とするため、社会条件の動向を常に

把握する必要があり、区域内やその周辺地域の人口等の変化について一定の期間ごと（お

おむね5年）に調査を実施する。

④ 土砂災害防止法に基づく指定と公示がなされた土地の区域は、法的な措置によって住民の

私権や財産権が一部制限されることもある。基礎調査結果は指定の公示の基礎となるため、

特に区域の設定にあたっては細心の注意を払うとともに、区域間の設定精度のバラツキを

なくし、作業の平準化と精度維持に努める。

⑤ 調査のための民地立ち入りは、土砂災害防止法第 5 条に基づき、関係者の承諾を得て身分

証明書を携帯する。立ち入りの際は、その範囲と定められた時間に配慮し、土地の所有者

等関係者からの請求があったときは基礎調査実施機関（岩手県）発行の身分証明書を提示

しなければならない。民地立ち入り時の注意事項については別項に示す。

⑥ 基礎調査の成果は、再現性を確保したデジタルデータとし、「空間情報データベース」や

「台帳形式のデータベース」にとりまとめることが望ましい。

⑦ マニュアル（案）は、法律に基づき出来るだけ客観的で且つ公平な区域設定を行うことを

目的に、「土砂災害防止に関する基礎調査の手引き」を参考に岩手県県土整備部砂防課が

作成したものであり、岩手県における基礎調査の標準的な調査の内容と手順を示したもの

である。
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4. 現地調査時の住民への通知

現地調査において宅地または垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入る場合は、

占有者に通知する。 

【解説】 

現地調査時に、宅地等の構囲地に立ち入る場合は、占有者（住民）に立ち入る旨を伝えなけれ

ばならない。 

調査員は、岩手県が発行した身分証明書を携行するとともに、必要に応じて腕章等を身に付け

る。住民への説明内容は、土砂災害防止法ならびに基礎調査についての概要と、立ち入り許可依

頼であり、当該箇所の危険性等については触れる必要はない。 

なお、立ち入りを拒否された場合は、監督員に連絡する。 
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III. 調査内容
1. 調査対象箇所の抽出

 

【解説】 

＜急傾斜地の崩壊＞ 

岩手県では、平成 13 年度までに急傾斜地崩壊危険箇所等点検調査を実施しており、基礎調

査の対象箇所はおおむねこれらの箇所が該当するが、点検調査箇所以外にも抽出条件に該当す

る箇所が見出された場合には調査対象とする。 

＜土石流＞ 

調査対象箇所の抽出にあたっては、最新の 1/25,000 地形図を用い、地形条件と社会条件を

勘案する。抽出した土石流の発生のおそれのある渓流は、「人家等のある渓流」と「人家等の

ない渓流」に分類して渓流面積を計測（単位 km2：少数点第 3 位四捨五入）し、縮尺 1/25,000

の地形図上にとりまとめる。 

図Ⅲ-1-1 調査対象箇所の抽出イメージ 

調査対象箇所は、地形条件・社会条件を考慮して抽出する。 

人家等のある渓流谷出口・扇頂部等

渓流面積5km2以下

谷出口・扇頂部等

渓流面積5km2以下

人家等

将来的に人家の立地が予想される土地

地盤勾配２°以上

地盤勾配２°以上

人家等のない渓流

土石流により土砂災害の危害をもたらされるとの予想される土地

土石流により土砂災害の危害をもたらされるとの予想される土地
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＜地滑り＞ 

調査対象箇所の抽出箇所は、地形条件として地滑り地形を呈している箇所を抽出する。地滑

りの発生のおそれのある土地及び、地滑りにより土砂災害の危害をもたらされると予想される

土地は、既往の地すべり危険箇所調査による地すべり危険箇所や地すべり防止区域では、その

調査結果を参考にする。 
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1.1 地形条件 

＜急傾斜地の崩壊＞ 

危害のおそれのある土地

傾斜度 30 ° 
以上 

2H （ 50 ｍを超え 
る場合は 50 ｍ） 

１０ｍ 

高さＨ （ = ５ｍ以上）

急傾斜地

図Ⅲ-1-2 調査対象箇所の概念図 

＜土石流＞ 

【解説】 

土石流の発生のおそれのある渓流の地形条件は、縮尺 1/25,000 地形図で谷型の地形をしてい

るところとする（図Ⅲ-1-3）。 

ただし、非谷型の地形であっても、以下に示した①・②の山ひだは谷型の地形とみなし、土石

流の発生のおそれのある渓流として扱う。 

調査対象とする急傾斜地の地形条件は、傾斜度 30°以上、高さ 5ｍ以上とする。（図

Ⅲ-1-2参照） 

・土砂災害の危害をもたらされると予想される土地： 

土石流が山麓における扇状の地形の地域に流入する地点（以下「基準地点」という）

より下流の土石流が到達するおそれのある範囲（基準地点から地盤勾配2°まで）。 

・土石流の発生のおそれのある渓流： 

基準地点より上流の渓流。 



共-23

a

b

a ≦ b（谷型地形） a ≦ b（谷型地形）

a

b

a

b

a’

b’

a”

b”

a ≦ b（谷型地形）

a’ > b’（非谷型）

a” < b”（谷型）

a  >  b （非谷型）

a ≦ b（谷型地形）

a

b

尾根線

尾根線尾根線

尾根線

図Ⅲ-1-3 谷型地形の判定方法 

図中のコンタ間隔は 10mである。同一コンタ間の尾根線を結ぶ谷幅 a と奥行き bの長さを計測

して比較する。奥行き b は、谷幅 a の中点から伸びる直線を基本とする。なお、図中右下の屈曲

地形は例外として、谷の中心を通る曲線を奥行きbとする。 

a ≦ bの条件が1つでも成立すれば、谷型の地形と判定する。 

① 土石流・土砂流の履歴がある山ひだ

災害の有無に関係なく、土石流や土砂流の履歴が確認されている山ひだとする。

② 地形・地質上、土石流の発生のおそれがあると予想される山ひだ

山ひだの集水地形内部に 1,000m2以上 3)の崩壊地（裸地を含む）や亀裂等の土砂流出の素因

となる地形・地質要因が、住民からの通報や管轄地方振興局のパトロール点検等の調査におい

て確認されている山ひだとする。 
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＜地滑り＞ 

【解説】 

地滑りの発生のおそれのある区域の地形条件は、「当該地域が地滑り地形を呈している」、「地

滑りにより生じたクラックが存在する」等の現象が認められることである。 

（A）凸状尾根型地形  （B）凸状台地型地形  （C） 凹状単丘型地形 

（D）凹状多丘型地形  （E）地滑り地形模式図（凹状単丘型地形） 

図Ⅲ-1-4地滑り地形模式図 

（出典：「地すべり危険箇所調査要領 平成8年10月 建設省河川局砂防部傾斜地保全課」） 

・地滑りしている区域、または地滑りするおそれのある区域を調査対象とする。 
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1.2 社会条件 

【解説】 

 (1) 「人家等のある急傾斜地（渓流、地滑り地形を呈している箇所）」の抽出 

急傾斜地の崩壊（または土石流、地滑り）により住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそ

れがある土地に人家等が存在する箇所を「人家等のある急傾斜地（渓流、地滑り地形を呈して

いる箇所）」として抽出する。 

抽出の際には、以下の基準に従う。 

○「人家等」の判断基準

・「人家等」は、居室を有する人家及び公共的建物（災害時要援護者関連施設を含む）と

する。 

・「居室」とは、建築基準法第 2 条第 4 号に規定される居室を指し、「居住、執務、作業、

集会、娯楽、その他これに類する目的のために継続的に使用する室」をいう。 

(2) 「人家等のない急傾斜地（渓流、地滑り地形を呈している箇所）」の抽出 

急傾斜地の崩壊（または土石流、地滑り）により住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそ

れがある土地に、現状では人家等は存在しないが、将来的に人家等の立地が予想される箇所を

「人家等のない急傾斜地（渓流、地滑り地形を呈している箇所）」として抽出する。 

急傾斜地の崩壊（または土石流）の基礎調査で対象とする「人家等のない急傾斜地（渓

＜急傾斜地の崩壊＞ 

・ 急傾斜地及びその周辺に人家等が存在する箇所（以下「人家等のある急傾斜地」とい

う）。 

・ 現在「人家等のある急傾斜地」でないが、現況の土地利用状況や開発計画等の社会条

件により人家等の立地が予想される箇所（以下「人家等のない急傾斜地」という）。 

＜土石流＞ 

・ 土砂災害の危害をもたらされると予想される土地に、人家等がある渓流（以下「人家

等のある渓流」という）。 

・ 現在「人家等のある渓流」ではないが、現況の土地利用状況や開発計画等の社会条件

により人家の立地が予想される箇所（以下「人家等のない渓流」という）。 

＜地滑り＞ 

・ 地滑りによる危害のおそれのある箇所等及びその周辺に人家等が存在する箇所（以下

「人家等のある地滑り地形を呈している箇所」という。） 

・ 現在｢人家等のある地滑り地形を呈している箇所｣ではないが，現況の土地利用状況や

社会的条件により今後人家等の立地が予想される箇所（以下「人家等のない地滑り地

形を呈している箇所」という。） 
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流）」の抽出フローを図Ⅲ-1-4に示す。ただし、表Ⅲ-1-1「人家等のない急傾斜地（渓流、地

滑り地形を呈している箇所）の抽出対象外とする法指定区域」に示した法指定区域については、

土地の開発行為が厳しく制限されていることから予め調査の対象外とする。 
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図Ⅲ-1-5 人家等のない急傾斜地（渓流）の抽出フロー 

急傾斜地崩壊危険箇所（土石流危険
渓流数）数が増加傾向の市町村

人口増加市町村

宅地が増加傾向の市町村

山間・山麓において大規模な宅地造成や
観光開発が予定されている開発区域があ
る

都市計画区域・準都市計画区域
の指定がある

「人家等のない急傾斜地（渓
流）」の抽出は行わない

NO

NO

NO

NO

NO

対象市町村全域を対象に、図1.3の範囲に
おいて【386m2】以上の平坦地(勾配8゜以
下)を抽出する

開発区域を対象に、図1.3の範囲において
【386m2】以上の平坦地(勾配8゜以下)を抽
出する

都市計画区域・準都市計画区域を対象
に、図1.3の範囲において【386m2】以上の
平坦地(勾配8゜以下)を抽出する

抽出した平坦地が急傾斜地の崩壊（土石流）に
より土砂災害の危害をもたらされると予想され

る土地に含まれる

「人家等のない急傾斜地
（渓流）」を抽出する

NO

YES

YES

YES

YES

YES

※【386m２/1住宅あたりの平均敷地面積(岩手県)】
出典：岩手県公式ホームページ

※【勾配8゜以下】
一般的に宅地開発が行われる傾斜度
　（「土地・水情報の基礎と応用」(1992)）

YES
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人家等のない急傾斜地（渓流）の抽出箇所は、以下を参考にできる。 

① 都市計画区域内及び準都市計画区域内を調査する。

② 近年、人口が増加している市町村、急傾斜地点検調査による危険箇所数または土石

流危険渓流数が増加している市町村を調査する。

③ 開発計画等が策定されている区域を調査する。

④ 調査対象は集落の周囲 1km（人家等の端部から 1km）の範囲にある既設道路から概ね

100mの範囲、もしくは既設道路がなくても集落の周囲100mの範囲とする。

⑤ 山岳地帯でも観光地でリゾートマンションなどが建設される可能性がある場合には、

調査を行う。

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅲ-1-1 人家等のない急傾斜地（渓流、地滑り地形を呈している箇所）の抽出対象外とする法指

定区域 

法指定区域名 法 律 名 

・国立公園特別地域 

・国定公園特別地域 

・自然公園法 

・各都道府県条例等 

・原生自然環境保全地域 

・自然環境保全地域特別地区 

・自然環境保全法 

１）人家等が全くない山岳地帯や無人島など人家の立地する可能性がない区域は

対象外とする。 

２）表Ⅲ-1-1に示すような法律により土地利用が制限されている区域等は調査の

対象外とする。 

３）高速道路の法面等の公共施設でその管理者が明らかに管理しているような斜

面については調査の対象外とする。 

対象外となるケース 
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「集落」の周囲 1km 以内、「既設道路」から 100m 以内の範囲にある平坦な土地

を調査範囲とする。また、「既設道路」がなくても「集落」の外周から 100m

以内の範囲にある土地はすべて調査範囲とする 

図Ⅲ-1-6 人家等のない急傾斜地抽出のための範囲選定例 

実際の抽出にあたっては、以下の判断基準に従って将来的に人家等の立地が予想される箇所

についての絞り込みを行う。 

①「人口が増加している市町村」の判断基準

人口データについては「国勢調査」を利用する。最新の調査結果と、その前回の調査

結果を比較し、増加している場合は調査対象とする。

②「急傾斜地点検調査で危険箇所数が増加している市町村」または「土石流危険渓流数

が増加傾向の市町村」の判断基準 

急傾斜地については、危険箇所数の増減に関わらず、すべての市町村を対象とする

（岩手県方針）。 

土石流については、概ね 5 年毎に実施されている調査要領（案）に基づく調査成果の

渓流数を比較することで判断する。平成元年 10 月と平成 10 年 12 月の調査要領

（案）に基づく調査成果を用いて比較する場合は、調査要領（案）前者でいうところ

の土石流危険渓流と準ずる渓流の合計と、調査要領（案）後者でいうところの土石流

危険渓流ⅠとⅡを合計した渓流数を比較する。なお、土石流危険渓流数が増加傾向に

あるかどうかは、調査精度の向上による増加なのか人家の増加なのかを確認したうえ

で判断する。 

③「集落」の判断基準

家１件から「集落」とし、家は住宅地図で確認する。 

④「集落の周囲1kmもしくは100m」の設定方法

集落を構成する人家等の外周となる家屋の端部から 1km もしくは 100m の範囲とする。 

集落の周囲 1km の範囲 
調査対象範囲

1km

100m

1km

1km

100 m 

既設道路

100m100m
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⑤「既設道路」の判断基準

「既設道路」とは 1/25,000 地形図において幅員 3.0～5.5m 以上の凡例で示される道

路（２条道路）をいう。 

⑥集落があり、付近に２条道路がない場合の判断基準

集落がある場合、２条道路がなくてもその集落から100mの範囲を調査対象とする。 

⑦「おおむね100mの範囲」の判断基準

抽出対象となるのは「おおむね 100m の範囲」内に想定される「危害のおそれのある

土地の区域」の一部分でも含まれる場合とする。 

⑧「山岳地帯でも～建設される可能性がある場合」の判断基準

岩手県や対象市町村の「総合整備計画」や「開発整備に係わるマスタープラン」等に

より把握されているものを対象とする。関係機関より資料を収集するほか、必要に応

じて開発申請等を扱う県や対象市町村役場の担当部局へのヒアリングを行って判断す

る。 

⑨「管理者が明らかに管理しているような斜面」の判断基準

敷地界によって判断する。 

当該斜面と自然斜面が一連となっている場合には、当該斜面を対策済みの斜面と考え、

自然斜面のみを調査対象とする。（例：斜面下部は道路事業によるのり面工が施され、

斜面上部には自然斜面が残っているような場合、上部のみを調査対象とする） 

⑩「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されている斜面の取り扱い

すでに「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて「急傾斜地崩壊

危険区域」に指定されている区域については全域が調査対象箇所の抽出条件を満たし

ているものとして取り扱う。 

岩手県においては、上記判断基準により絞り込まれた区域に対して「開発可能な平坦地」の

有無によって将来的に人家等の立地を予測することとする。 

岩手県における「開発可能な平坦地」は、以下の条件の両方を満たす土地と定義する。 

表Ⅲ-1-2 岩手県における開発可能な平坦地の条件 

傾斜度 8°未満 

一般的に宅地開発が行われる傾斜度 
都市的土地利用の場合、機械の導入に大きな
支障がないので工事は容易 
（「土地・水情報の基礎と応用」(1992)） 

面 積 386m2 
岩手県における平均宅地面積 

1998年 
（平成１４年度岩手県統計資料；岩手県HP）
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2. 基礎調査対象箇所の選定

 

【解説】 

岩手県では、平成 13 年度までに急傾斜地崩壊危険箇所等点検調査を実施しており、基礎調

査の対象箇所はおおむねこれらの箇所が該当するが、点検調査箇所以外にも抽出条件に該当す

る箇所が見出された場合には調査対象とする。 

基礎調査は岩手県内の土砂災害が予見される全箇所に対して実施されるものであるが、実際

には一度に全箇所の基礎調査を実施することは困難であるため、優先性の高い箇所から順次実

施していくこととなる。本章では、基礎調査を優先して実施する箇所の選定方法について解説

する。 

【対象箇所の選定】 

（１） 対象地域の絞り込み 

基礎調査を実施する市町村内全域の既往危険箇所から、以下の条件に基づき基礎調査の対象

となる危険箇所を含む地域を絞り込む。 

①災害発生箇所周辺を優先する

災害発生箇所周辺では、当該箇所及びその周辺で再び災害が発生する可能性が高いことか

ら、優先的に対象とする。 

②準ずる渓流、準ずる斜面は除く

災害発生時に人的影響度が大きくなると想定される箇所（人家戸数多,弱者施設有,など）

から優先的に対象とする。 

③対策工未施工箇所を優先する

対策工がある箇所については、土砂災害により被災する可能性が無対策の箇所よりも低い

と考えられ、さらに区域設定に対する対策施設の効果評価手法が全国的に未確定のため、対

策施設未施工の箇所を優先する。対策施設の有無の判定は平成１４年度事前調査業務の結果

に基づき行うほか、事前調査実施以降の対策施設設置状況を関係機関に確認する。 

④基盤図作成用空中写真撮影後、地形が変わっていない地域を優先する

道路建設や宅地開発などに伴って地形が大きく改変されている箇所については、基礎調査

前に基盤図の修正等が必要となる。ほかの条件によって優先性が高くなり、基礎調査を至急

実施する必要がある箇所については、空中写真の再撮影、基盤図の修正・再図化・追加図化、

または実測による基図の作成を先行する。 

⑤ある程度まとまりのある地域ごととする

住民説明を考慮し、多数の危険箇所がある集落内で１・２箇所といった飛び飛びの箇所選

定は避け、ある程度まとまりのある地域（集落）単位とする。 

⑥基礎調査を実施しない危険箇所と重複する箇所は避ける

対策施設施工済み等で基礎調査が後年になる既往危険箇所と危害のおそれのある土地等の

重複が予想される箇所は、地域内同時指定の観点から後年の基礎調査実施とする。ただし、

調査対象箇所は、地形条件・社会条件を考慮して抽出する。 
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災害履歴がある、災害時要援護者関連施設がある等の理由で区域指定を急ぐ必要のある箇所

については、この限りではない。 

（２） 対象地域の選定 

対象地域の絞り込みを行った結果から、さらに以下の条件に基づいて優先性を検討し、対象

地域を選定する。 

①保全対象に災害時要援護者関連施設を含む

弱者施設の有無については、既往調査（カルテまたは砂防GIS等）に基づき判定する。

②保全対象に「避難場所」となっている公共的建物を含む

「避難場所」になっているか否かは平成１４年度の事前調査業務成果により判断する。

③保全対象人家戸数が多い箇所

保全対象人家戸数については、既往調査（カルテまたは砂防GIS等）に基づき判定する。
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3. 基礎調査実施前の基盤図の確認

 

【解説】 

区域設定は、土砂災害の自然条件、社会条件を考慮し行われるが、その条件の中でも地形要

因の解析は区域設定の結果に大きな影響を与える。 

区域設定の地形要因の把握は、砂防基盤の情報と現地調査の情報により行われる。中でも砂

防基盤図の３次元地形モデルデータの精度は、作業開始段階での成果の品質を大きく左右する

ものである。基礎調査（区域設定）を開始するに当たり、砂防基盤図の精度を確認することは

重要なことである。 

品質に問題がある砂防基盤図を使って区域設定を行った場合の課題を以下に述べる。 

１）データの形式（フォーマット）の不備による課題 

砂防基盤図のフォーマットが不備な場合は、区域設定システムに取り込むためのデータ変

換が行えず、作業が開始できない。作業開始に当たってはそのチェックを行うことが必要で

ある。 

２）ブレイクラインの取得不足に関する課題 

砂防基盤図の３次元地形モデルのブレイクライン（地形形状変化ライン）が不足している

場合は、区域設定時に以下の問題の発生が予想される。 

①机上で設定した結果と現地で確認した結果の整合性がとれない。

②特に断面図上での地形変化点の整合が悪い。

③そのために現地での計測作業が大幅に増える。

航空写真測量では、樹木や家屋の軒先に隠れた陰影部の表現が苦手であり、この部分にお

いて公共測量作業規定の精度を常に満足させることは難しいのが現状である。反面、写真で

明瞭な地物（ブレイクラインも含む）は、再現性のある計測が可能である。 

写真で明瞭な断面図上の地形変化点は、３次元地形モデルで表されていることを前提に、

区域設定の現地調査では航空写真の陰影部の地形変化点の確認（場合によっては計測）を行

うことが基礎調査をスムーズに行う上で重要である。 

したがって、作業の開始に当たっては、３次元地形モデルに写真上明瞭な地形変化点

（（線）：ブレイクライン）が表現されていることを確認することが必要である。 

３）図化範囲の不足の課題 

砂防基盤図の図化範囲は既存の土砂災害危険箇所のデータを元に作成されているが、既存

の土砂災害危険箇所の形は、基礎調査対象箇所の形と同じとは限らない、したがって、作業

開始に当たっては以下の点に留意して図化範囲が適正か否かをチェックすることが必要であ

る。 

①急傾斜地は傾斜区分図を作成し、急傾斜地の用件を満たす範囲を確認する。

②土石流は、基準点位置およびその上流の２００ｍ区間の範囲およびイエロー末端の

２°の範囲を確認する。

基礎調査実施の前に、区域設定の基図となる基盤図の確認を行う。 
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図Ⅲ-3-1 基礎調査開始に当たっての基盤図チェックフロー（案） 

基盤図の借用

①フォーマット

チェック

ＮＯ

ＹＥＳ

発注者報告

基盤図作成者による修正

データ変換

ＶＲＭＬ（TIN・オルソ）

ＤＸＦ（３ＤDM）

設定SYSフォーマット

②地形モデル

チェック

ＮＯ

ＹＥＳ

発注者報告

基盤図作成者による修正・追加図化

区域設定開始

③図化範囲

チェック

ＹＥＳ

ＮＯ

借用チェックリスト

④設定作業中

チェック

ＮＯ

ＹＥＳ

現地調査

発注者報告

基盤図作成者による修正
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＜基盤図チェックの留意点＞ 

基礎調査に使用する砂防基盤図は（財）砂防フロンティア整備推進機構の照査を受けており、

不備が指摘された場合は発注者と作成業者が協議を行い修正がなされているものであるが、照査

は基盤図整備面積の５％程度の実施であり、残念ながら、基盤図全ての品質を１００％保証でき

るものではない。 

したがって、基礎調査実施の際には基礎調査の最終成果の責任を持つという見地にたって、作

業開始前、作業途中において、基盤図の品質をチェックし「基盤図で解決すべき問題」と「現地

調査で解決すべき問題」を適宜判断し、効率よく精度の高い調査結果が得られるように留意する

ことが重要である。 

以下に、基盤図のチェックの具体的な手法について記す。 

（１） 目的：基礎調査を実施する前に当該地区の砂防基盤図の品質について検討を行い、基礎調

査を行うにあたって問題があるか否かを評価し、基礎調査を円滑に進めることを目

的とする。 

（２）検査手法：コンピュータのディスプレイ上の検査 

 １）概要 

３次元ＣＡＤソフト等を利用してコンピュータのディスプレイ上で目視により検査を行

う。この手法は、３次元地形モデルについて、データの重ね合わせや、視点を移動させな

がら鳥瞰表示することによりエラーを検出する。 

 ２）検査の手法 

(1)鳥瞰表示による検査 

 検査は、基盤図データからＶＲＭＬファイルを作成し、ビューワにより鳥瞰表示を行

い、不自然な地形をしている箇所をディスプレイ上の形状から発見することにより実施

する。 

鳥瞰ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ表示による点検では、３

次元地形モデルに異常が生じている場

合、目視により確認することができ

る。 

この例では、法面として取得し

たデータと等高線として取得し

たデータの標高値に不整合が生

じているため、その箇所におけ

る地形モデルが棘状に見える。 
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(2)地形モデルとオルソの重ね合わせ鳥瞰表示による検査 

 検査は、ＶＲＭＬファイルのオルソと地形モデルの重ね図をビューワにより鳥瞰表示

を行い、不自然な地形をしている箇所をディスプレイ上の形状から発見することにより

実施する。オルソを重ねることにより、土地利用の状況が把握できることから、図化の

過剰、漏れについても点検が行える。 

 同時に、ビューワソフトの基本機能を用いて、以下の検証も行う。 

① 任意の地点で断面図を作成して、地形の妥当性を検証する。

② ＴＩＮの傾斜区分を行い傾斜度で異常な箇所（宅地や棚他が傾斜をしている箇所など）

を検証する。

地形モデルとオルソの重ね合わせでは

河川や道路、宅地や棚田などの状況を

確認しながら地形モデルの形状をチェ

ックできるため、ブレイクライン取得

不足による土地利用境界とブレイクラ

インの不整合を発見できる。 

検査は、視点を変え地形モデルを動か

しながら行う。 

任意箇所での断面図の取得 

（赤柱と青柱の区間） 

＊土地利用境界のブレイクラインが取

得できているかを検査できる。 
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（３）検査範囲 

検査は、本来であれば基盤図全域を対象とすることが望ましいが、簡易には基盤図作成エリ

アからランダムにファイルを選出し、既往急傾斜危険箇所や土石流危険渓流周辺の土地利用に

注目して、区域設定に影響を与えるか否かを検討しながら実施する。 

＜基盤図チェックの結果報告と不備がある場合の対応＞ 

基盤図のチェックを行った結果については、不備の有無にかかわらず整理し、報告書等に記録

として残す。基盤図の状況は千差万別であるため、報告の様式等は特に定めないが、基礎調査実

施者が区域設定の基図として使用することを認めた根拠資料であることを念頭に置き、作成する

こととする。チェック結果報告の一例を参考として示す。 

チェックを行った結果で基盤図の不備が見つかった場合には、区域設定の基図として使える程

度の不備か否かを判断し、現地調査データによって補完する、基図そのものの修正や再図化・追

加図化を行う、等の対応を取る。基盤図の修正を要する場合には、基盤図を作成した関係者と協

議の上で対応することとし、区域調査担当者による基盤図の修正は極力さけることが望ましい。 

任意の範囲での傾斜区分図の作成 

（土地利用と比較して評価する） 

＊宅地や棚田が青色で表示されていれば傾斜度

５°未満で地形表現上問題が少ないと判断出

来る。 
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＜参考：基盤図の確認結果報告事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎調査の実施に先立ち、使用する予定の砂防基盤図の内容について確認を行った。確

認は、後続の区域設定作業に支障があるか否かを判断するために、対象となる土砂災害危

険箇所周辺について以下の手法で実施した。基盤図は、本来規定に則った精度を持ってい

ることが区域設定基礎調査の基図として用いる上での大前提となる。しかし実際には、成

果として納められた広域に渡る基盤図データの全てを詳細かつ確実に検証することは難し

い。区域設定基礎調査ではそれぞれの箇所毎に基盤図を使用することとなるため、基礎調

査の開始前に基盤図を基図として使用できるかどうかの検証が必要となる。 

基盤図の確認にはいくつかの方法があるが、ここでは 3D 表示による基盤図の目視確認

と、傾斜区分表示による論理上のエラーチェックを行った。 

基盤図の検証の結果を以下に示す。 

 本業務の対象となった基盤図では、ブレイクラインの取得密度が高く、論理上水平と

予想できる宅盤、畑などが傾斜している、というようなエラーもごくわずかしかない。事

例に示した宅盤が傾いている箇所も、傾斜度 8 ﾟ未満の範囲に収まっており、特に大きな

問題は認められない。 

結論として、基礎調査の基図として使用可能であると判断した。 
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＜調査対象地域付近の基盤図確認結果＞ 

図１ 基盤図データの確認例（３Ｄ表示） 

図２ 上図のシェーディング表示 

ブレイクラインが良く取得され、宅盤や道路が明瞭にわかる。 
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図３ 図１の拡大表示 

図４ 図３のシェーディング表示 

細かな宅盤の入り組み（赤丸）なども、良好に図化されている。 
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図５ 基盤図の確認事例（３Ｄ表示） 

図６ 図５のシェーディング表示 

地形が非常に良く表現されており、３Ｄ表示による確認では、明らかなエラ

ーは認められない。 
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 図７ オルソフォト表示による基盤図状況（垂直） 

 図８ オルソフォト上に地盤の傾斜区分を表示したもの 

 図９ 宅盤に傾斜がある部分の３Ｄ表示 

 

 

 

学校脇の住宅地

（図７）に宅盤の

傾斜が認められる

（図８）。３Ｄ表

示（図９）で見る

と、道路と宅盤の

境界にブレイクラ

インが取得されて

いないことがわか

る。 

しかし、宅盤の傾

斜は 8゚ 未満に収ま

っており、その他

のブレイクライン

は良く取得されて

いることから、区

域設定の基図とし

て大きな問題はな

いと判断した。 
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4. 危害のおそれのある土地等の調査

【解 説】 

危害のおそれのある土地等の調査は、「危害のおそれのある土地」及び「著しい危害のおそれ

のある土地」として設定した区域の土地利用状況、社会的状況、警戒避難体制に関する整備状況

等を把握し、危害のおそれのある土地等に係わる防災上の基礎的な情報を得るために行う。また、

過去 15 年程度を目安に宅地開発の状況や建築の動向を調査し、過去と現状を比較することで将

来の傾向を読み取り、土砂災害防止に関する基礎調査の調査対象箇所を抽出する際の基礎資料と

する。 

調査事項は以下の項目であり、主に机上調査で行うが、必要に応じて現地調査を行う。 

(1) 土地利用状況 

(2) 世帯数及び人家戸数 

(3) 公共施設等の状況 

(4) 警戒避難体制 

(5) 関係諸法令の指定状況 

(6) 宅地開発の状況および建築の動向 

調査結果は、区域調書の各様式にとりまとめるものとする。 

なお、岩手県では平成 14 年度、既往の危険箇所（急傾斜・土石流）について、「土砂災害防

止法に係る区域設定事前調査業務（以下『事前調査』と称する）」を実施している。この中で、

警戒避難体制、関係諸法令の指定状況、宅地開発の状況及び建築動向について調査がなされてい

ることから、当初調査（概ね５年毎の調査の最初の調査）においては、事前調査の結果を利用す

る。 

 設定された危害のおそれのある土地等の区域について、土地利用状況、社会的状況、警戒避難

体制に関する整備状況等を調査する。 
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4.1 土地利用状況調査 

【解 説】 

(1)調査目的 

危害のおそれのある土地等の土地利用状況を把握し、住宅等の新規立地抑制や一定の開発行

為を制限するなど土砂災害危険箇所の拡大を未然に防ぐための基礎資料とする。 

(2)とりまとめを行う土地の単位 

調査結果をとりまとめる土地の単位は現象毎に異なっており、表Ⅲ-4-1に示したような違い

がある。 

表Ⅲ-4-1 土地利用状況のとりまとめ単位と区分 

土砂災害現象 とりまとめる単位 土地利用状況の区分 

急傾斜地の上部 

急傾斜地 急傾斜地の崩壊 

急傾斜地の下部 

土石流 全域（区分なし） 

地滑り区域 
地滑り 

地滑り区域の下部 

道路、水路、池沼、宅地、農

地、山林、その他 

(3)調査内容 

土地利用の状況として、道路・水路・池沼・宅地・農地・山林・その他の有無を把握する。

土地利用の具体的な該当項目は次の通りである。 

① 道 路

［定 義］ 一般の通行に供される土地 

［分類例］ 道路（図面上で幅を持たない道路は周辺の土地利用に含める。） 

鉄道線路（駅の敷地は「宅地」） 

② 水 路

 ［定 義］ 自然･人工の水部で流れのあるもの 

［分類例］ 河川（水部のみ。堤防・河川敷は「その他」） 

用・排水路（道路の側溝は「道路」に含める。) 

③ 池 沼

［定 義］ 自然･人工の水部で流れのないもの 

［分類例］ 湖･池・沼・貯水池・配水池 

 危害のおそれのある土地等の区域における、土地利用状況を資料により調査し、区域調書の様

式にとりまとめる。 

事前調査結果：なし 
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④ 宅 地

［定 義］ 建物や施設の敷地およびそれらになり得る状態の土地 

［分類例］ 住宅・工場など建物や施設の敷地 

 建物が建ち得る空地・駐車場･資材置き場･墓地 

 公園（森林公園などの樹林は｢山林｣、池は｢池沼｣） 

⑤ 農 地

［定 義］ 農業･牧畜に利用されている土地 

［分類例］ 田(休耕田を含む)・畑･牧草地･ビニールハウス・畜舎 

(集荷場・農業倉庫など建物の敷地は｢宅地｣) 

⑥ 山 林

［定 義］ 木竹が生育している土地 

［分類例］ 樹林(伐採跡地を含む)・竹林・草地（牧草地は「農地」） 

⑦ その他

［定 義］ 未利用地、利用が困難な土地、河川・急傾斜地等の施設および①～⑥に該

当しない土地 

［分類例］ 砂礫地･湿地･河川敷（水部は｢水路｣）・採鉱地・採石場 

 急傾斜地の擁壁（図上で幅のあるもの）・河川の堤防･砂防ダム 

(4)調査方法 

危害のおそれのある土地の区域を含むディジタルオルソフォトマップ（Tiff・Jpg 形式）を

作成し、3 次元地図と重ねることで土地利用の状況を把握する。また、必要に応じ現地調査に

よって確認する。 

(5)整理方法 

危害のおそれのある土地・著しい危害のおそれのある土地の各区域の土地利用の該当項目の

有無を、区域調書の様式に整理する。その他の土地が存在する場合は、備考に「その他有り」

と記載する。 

(6)備考 

土地利用状況調査は、危害のおそれのある土地等の範囲が明らかになった後に実施すること

となるため、事前調査では実施していない。 
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4.2 世帯数及び人家戸数調査 

【解 説】 

(1)調査目的 

著しい危害のおそれのある土地の区域では、新たに立地する建築物の構造が規制されること

となる。人家戸数の調査は、危害のおそれのある土地等の区域に含まれる「人家（居室を有す

る建物）」を把握することで、既存住宅の移転促進や警戒避難体制等のソフト対策を行う際の

基礎資料とする。 

 

(2)調査内容 

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地として設定した区域に各々含まれ

る人家を把握し戸数を計上する。アパート・マンション等の共同住宅は、世帯数（１部屋＝１

世帯）を人家戸数として計上する。 

なお、人家の建物部分が程度に係わらず二つの土地の区域に跨るときは、著しい危害のおそ

れのある土地の人家として計上する。また、家屋の庭のように住宅の敷地の一部のみが危害の

おそれのある土地等の区域にかかり、建築物自体がその区域にかからない場合は、人家戸数と

しては計上しない。 

著しい危害のおそれのある土地の区域に含まれる人家については、建築構造を調査する。建

築構造は、主要構造部（主に柱）が鉄筋コンクリート・コンクリート・鉄骨である場合は「非

木造（RC造等）」とし、以外は「木造」とする。 

なお、人家に該当するのかどうか判断のつきにくい建築物・施設については、その建築物・

施設に管理者が駐在する場合は人家として扱い、無人の場合は対象としない。 

（一例） 

・神社、仏閣：管理者が常駐する場合は人家として扱う。管理者不在の場合は保全対象と

しない。 

・工場、店舗：昼間に作業する者がいるため、人家 1戸として扱う。ただし、大工場のよ

うに数棟ある場合は、施設としては「1箇所」のため1戸として扱う。 

・季節営業の施設（別荘等）：その期間に管理者が駐在する場合は、人家 1戸として扱う。 

・居住できる状態の空き家、アパートの空き室は「居室を有する建物」に該当するため人

家１戸として扱うが、半壊など現況で居住できないと判断される家屋等については人家

としない。 

 

(3)調査方法 

・ 人家戸数の計上 

3次元地図、デジタルオルソフォト、住宅地図を活用し、必要に応じ現地調査によって 

 危害のおそれのある土地等の区域における世帯数・人家戸数を調査し、また著しい危害のおそ

れのある土地の区域については、その建築構造についてもあわせて調査し、区域調書の様式にと

りまとめる。 

事前調査結果：なし 
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確認する。 

・ 建築構造の確認 

建築構造を確認できる既往資料がある場合には、それを活用する。資料調査で把握できな

い場合は、現地調査により確認する。 

(4)整理方法 

著しい危害のおそれのある土地、危害のおそれのある土地（ここでは、著しい危害のおそれ

のある土地を除く）に含まれる人家戸数は、重複を避けて計上し区域調書の様式に整理する。 

著しい危害のおそれのある土地の区域に含まれる人家については、その建築構造が個々に判

別できるよう、区域調書の保全対象状況図に整理する。 

(5)備考 

世帯数及び人家戸数調査は、危害のおそれのある土地等の範囲が明らかになった後に実施す

ることとなるため、事前調査では実施していない。 
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4.3 公共施設等の状況調査 

【解 説】 

(1) 調査目的 

危害のおそれのある土地等の区域に含まれる「公共的建物（災害時要援護者関連施設を含

む）」の種類と建築構造及び、「公共施設」の延長・基数を把握し、警戒避難体制等のソフ

ト対策を行う際の基礎資料とする。 

(2) 調査内容 

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地として設定した区域に各々含ま

れる公共的建物（表Ⅲ-4-1）を把握して種類と数を計上し、建築構造を調査する。 

建築構造は、主要構造部（主に柱）が鉄筋コンクリート・コンクリート・鉄骨である場合

は「非木造（RC造等）」とし、以外は「木造」とする。 

また、公共施設を表 7.2 の種類別に分類し、各々の施設延長と橋梁の基数を計上する。な

お、公共的建物の建物部分が程度に係わらず二つの土地の区域に跨るときは、著しい危害の

おそれのある土地の建物として計上する。 

① 公共的建物（表Ⅲ-4-2 災害要配慮者利用施設を含む）

警察署、郵便局、その他官公署、事業所、旅館、駅、学校等の不特定多数の人が利用す

る施設もしくは不特定多数の人に利便を与する施設が該当する。したがって、無人であっ

てもライフラインに影響を及ぼす施設は公共的建物として扱う。 

② 公共施設（表Ⅲ-4-3）

道 路：高速道、国道、県道、主要地方道、市町村道、農道、林道、私道、その他の道路。 

鉄 道：ＪＲ、私鉄、ロープウェイ、モノレール、路面電車、その他。 

水 路：河川、運河、用水路、その他。路側帯の側溝は含まない。 

その他：橋梁等 

③要配慮者利用施設（表Ⅲ-4-4）

公共的建物のうち要配慮者利用施設については、表 7.4 要配慮者利用施設の範囲に具

体的な制限用途が示されており、これを参考とする。 

 危害のおそれのある土地等の区域における公共的建物や公共施設等を調査し、また公共的建物

は、その建築構造についてもあわせて調査し、区域設定調書にとりまとめる。 

事前調査結果：なし 
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表Ⅲ-4-2 公共的建物の種類 

公共的建物の種類（太字は災害時要援護者関連施設） 

警察署・派出所・交番（検問所は除く) 有料老人ホーム 

消防署・分団･分署（消火栓･防火水槽は除く） 身体障がい者更生援護施設 

都道府県庁・市区町村役場およびその出先機関 知的障がい者援護施設 

郵便局・税務署・保健所・裁判所・職業安定所・労働基準監督

署・社会保険事務所等の官公庁 
精神障がい者社会復帰施設 

学校（大学、専修学校、各種学校を除く） 保護施設（医療保護施設、宿所提供施設を除く） 

公民館・集会所・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ・防災管理ｾﾝﾀｰ・生活ｾﾝﾀｰ・農業

組合・漁業組合・温泉組合等の集会施設、協会 
児童福祉施設（児童自立支援施設を除く） 

事業所 母子福祉施設 

宿泊所（ホテル、旅館、民宿、国民宿舎）・大学及び企業等の

研究所・保養所等（山小屋・キャンプ場は除く） 
母子健康センター 

駅 その他これらに類する施設 

発電所・発電管理棟・変電所（私設･企業用の発電所は除

く）・水道局（上下水道処理場を含む）・電話局（無人の交

換局含む） 

学校（災害時要援護者関連） 

浄水場 医療施設 

老人福祉施設（老人介護支援センターを除く） 

その他（人々が集まる施設で公共性が高い建物等） 

博物館・資料館・図書館・美術館・ごみ焼却場・

火葬場・大衆浴場・大規模小売店舗・市場等 

表Ⅲ-4-3 公共施設の定義（参考） 

公共施設の種類 

① 国有財産法に規定される官公庁等

② 土地収用法第３条各号に規定される施設等

③ 国家賠償法第２条一項に規定される公の営造物
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表Ⅲ-4-4  災害要配慮者利用施設の範囲 

分  類 具体的な制限用途 

1：老人福祉施設（老人介護支援センタ

ーを除く）、有料老人ホーム 

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホ

ーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セン

ター、有料老人ホーム 

2：身体障がい者更生援護施設 身体障がい者更生施設、身体障がい者療護施設、身体障がい

者福祉ホーム、身体障がい者授産施設、身体障がい者福祉セ

ンター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障がい者

情報提供施設 

3：知的障がい者援護施設 知的障がい者デイサービスセンター、知的障がい者更生施

設、知的障がい者授産施設、知的障がい者通勤寮、知的障が

い者福祉ホーム 

4：精神障がい者社会復帰施設 精神障がい者生活訓練施設、精神障がい者授産施設、 

精神障がい者福祉ホーム、精神障がい者福祉工場、精神障が

い者地域生活支援センター 

5：保護施設（医療保護施設、宿所提供

施設を除く） 

救護施設、更生施設、授産施設 

6：児童福祉施設（児童自立支援施設を

除く） 

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施

設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、

盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

情緒障害児短期治療施設、児童家庭支援センター 

7：母子福祉施設 母子休養ホーム、母子福祉センター 

8：母子健康センター 母子健康センター 

社会

福祉

施設 

9：その他これらに類する施設 介護老人福祉施設、児童相談所に設置される一時保護施設、

市町村長が適当と認める施設、厚生労働省で定める施設 

学校 10：盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園 

医療

施設 

11：病院、診療所、助産所 ただし以下の施設を含む。医療保護施設（ただし薬局を除

く）、介護老人保護施設、介護療養型医療施設 

※「出典：土砂災害防止に関する基礎調査の手引き（土石流編）（急傾斜地編）（地滑り編）平成13年6月」 

(3) 調査方法 

3 次元地図、オルソフォトマップ、住宅地図、道路網図、河川網図を相互に活用する。公

共的建物の建築構造は、建築構造を確認できる既往資料がない場合は、現地確認を基本とす

る。 

(4) 整理方法 

著しい危害のおそれのある土地、危害のおそれのある土地（ここでは、著しい危害のおそ

れのある土地を除く）に含まれる公共的建物の種類と数を重複を避けて計上し、区域調書の

様式に整理する。また、その建築構造が個々に判別できるよう区域調書の保全対象状況図に

整理する。 

公共施設は、橋梁の基数と各々の施設延長（単位 m：少数 1 桁四捨五入）をまとめて、区

域調書の様式に整理する。 
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(5) 備考 

公共施設等の状況調査は、危害のおそれのある土地等の範囲が明らかになった後に実施す

ることとなるため、事前調査では実施していない。
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4.4 警戒避難体制に関する調査 

【解 説】 

(1)調査目的 

土砂災害防止対策基本指針（平成 13 年 7 月 9 日国土交通省告示第 1119 号）の規定によ

り、「土砂災害警戒区域の指定又は解除がされた場合には、法第八条第一項に基づき､市町村

地域防災計画において、当該警戒区域ごとに土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に

関する事項を定める」必要がある。 

警戒避難体制に関する調査は、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれの

ある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備等のソフト対策を推進するための基礎資

料を得るために行う。 

(2)調査内容 

危害のおそれのある土地等の区域に係わる警戒避難体制に関する整備状況について、以下

の事項を把握する。 

①設定された警戒区域・特別警戒区域の市町村地域防災計画への記載状況

・土砂災害警戒区域の記載の有無 

・土砂災害特別警戒区域の記載の有無 

注）記載の有無は、2回目以降の基礎調査項目 

②自主防災組織等の有無

危害のおそれのある土地等の警戒避難体制状況として、自主防災組織の有無を調査する。 

なお、調査は市町村の地区単位とする｡ 

③伸縮計等の計測機器の設置状況

伸縮計、パイプ歪計・土石流発生監視装置などの現在観測中である土砂災害発生の徴候

を検知する計測機器の設置状況を調査する。なお、警報装置との接続がある場合は、警報

発令の基準値を明記する。 

④最寄りに設置してある雨量計の位置・管理者

調査対象の市町村、建設・砂防事務所等の管理する雨量計が調査地域に存在する場合、

その所在地、名称および管理者をとりまとめる。 

 危害のおそれのある土地等の区域における警戒避難体制に関する状況を資料により調査し、区

域調書の様式にとりまとめる。 

事前調査結果：あり 
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⑤基準雨量の設定状況

上記雨量計の基準雨量の設定状況を調べる。基準雨量が設定されている場合は、警戒基

準雨量(WL)と避難基準雨量(EL)を把握する。 

⑥雨量情報、災害発生の予報（警報、注意報）、

被災情報等を伝達するシステムの整備状況 

既存資料を用いて、次の整備状況をまとめる。なお、調査は市町村単位を原則とする｡ 

・役場と住民間の情報通信システム（防災無線局数・役場のホームページ状況） 

・役場内のシステム・県庁と役場間のシステム（防災行政無線・FRICS） 

・情報通信インフラ（防災無線局数・携帯電話の通話可能範囲・ケーブルテレビ加入

率） 

・相互通報（土砂災害情報の受信伝達等） 

・情報伝達システム（防災無線の配備状況） 

⑦避難路の設定状況、避難場所の位置、避難場所の建築構造（木造・非木造）

避難路、避難場所について以下の整備状況を確認する。避難場所については、位置、建

築構造についても把握する。 

・避難路の設定・未設定 

・避難場所の名称・位置（緯度経度） 

・避難場所の構造（主要構造部（主に柱）が鉄筋コンクリート・コンクリート・鉄筋

である場合は「非木造」とし、それ以外は「木造」とする） 

注）避難場所・避難路は、土砂災害に対応するものとして「市町村地域防災計画」に

記載済みのものを対象とする。 

⑧防災マップの配布等住民への防災知識・情報の周知状況

過去に実施された防災マップの配布や、その他住民への土砂災害に関する防災情報の周

知状況をヒアリングおよび既存の資料より調査する。なお、調査は市町村単位とし、調査

項目は以下の通りとする。 

・ハザードマップの配布（配布年月日） 

・警戒避難基準・避難場所の周知（周知年月日） 

・前兆現象等防災知識の啓発（周知年月日）、その他（周知年月日） 

⑨防災・避難訓練等の実施状況

過去に実施された防災・避難訓練の実施状況を調査する。なお、調査は市町村単位とす

る。 

・実施概要、その他（実施年月日、訓練の範囲等） 
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(3)調査方法 

関係機関（国土交通省地方整備局出先機関、岩手県及び地方振興局、市町村）の担当部局

より、関係資料を収集し把握する。既往資料で不足する事項については、担当部局へのヒア

リングにより把握する。 

表Ⅲ-4-5 警戒避難体制に関する資料とその収集先（参考） 

調査項目 資料名 収集先（参考） 備考 

①警戒区域・特別警戒区域の地域

防災計画への記載の有無 

地域防災計画書 市町村役場 ２回目以降の調査で対象 

②自主防災組織等の有無 地域防災計画書 市町村役場 ヒアリング 

（地域防災計画書確認） 

③伸縮計等の計測機器の設置状況 地質調査報告書 

観測結果報告書 

建設・砂防事務所 

④最寄りに設置してある雨量計の

位置・管理者 

降雨量データ 

観測所諸元表 

建設・砂防事務所 

市町村役場、気象台 

⑤基準雨量の設定状況 地域防災計画書等 市町村役場 

土木部砂防課 

ヒアリング 

⑥雨量情報、災害発生の予報（警

報、注意報）、被災情報等を伝達

するシステムの整備状況 

地域防災計画書等 建設・砂防事務所 

土木部砂防課 

市町村役場 

ヒアリング 

（左記計画書内容確

認） 

⑦避難路の設定状況、避難場所の

位置・建築構造（木造・非木造） 

地域防災計画書 

防災マップ等 

市町村役場 避難施設の建築構造は現

地確認又は、ヒアリング 

⑧防災マップの配布等住民への防

災知識・情報の周知状況 

－ 市町村役場 ヒアリング 

⑨防災訓練等の実施状況 記録簿等 市町村役場 ヒアリング 

(4)整理方法 

とりまとめた調査結果は区域調書の様式に整理する。様式へのとりまとめにあたっては、

1 回目の基礎調査では市町村ごとに整理し、2 回目以降の基礎調査では、危害のおそれのあ

る土地等の区域ごとに整理する。 

(5)備考 

警戒避難体制に関する調査は、事前調査結果に整理されており、当初調査においてはその

結果を利用する。なお、現地確認等により修正・追加事項が把握できた場合には、その結果

を区域調書の様式に整理し、事前調査結果にも反映させる。 
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4.5 関係諸法令の指定状況の調査 

【解 説】 

(1)調査目的 

「土砂災害防止法令」に関係する諸法令の指定範囲を明らかにし、関係諸法令と危害のお

それのある土地等の区域の係わりを把握する。また、Ⅱ.1.2 調査対象箇所の抽出に反映する。 

(2)調査内容 

表Ⅲ-4-6に示す関係諸法令の指定区域を把握する。表Ⅲ-4-6は、基礎調査において最低限

必要な調査項目を示している。その他関連する法指定区域があるときは、必要に応じて追加

する。 

ここで言う「関連する法」とは、土地の使用を制限する法規制と、建築物の構造を制限す

る法規制とする。なお、工事期間中のみ指定される道路法の道路予定区域など、短期間だけ

の指定となる法規制については調査対象としない。 

 危害のおそれのある土地等における、土砂災害防止法に関係する諸法令の指定状況を資料によ

り調査し、区域調書の様式にとりまとめる。 

事前調査結果：あり 
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表Ⅲ-4-6 土砂災害防止法に関係する諸法令 

法 律 名 指定区域名 

砂防法 砂防指定地 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 

急傾斜地の崩壊の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域 

保安林 
森林法 

保安施設地区 

建築基準法 災害危険区域 

宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域 

統計法 人口集中地区（DID地区） 

都市計画区域（市街化区域） 
都市計画法 

都市計画区域（市街化調整区域） 

過疎地域振興特別措置法 過疎地域 

総合保養地域整備法 特定地域 

国立公園特別保護地区及び特別地域 

国定公園特別保護地区及び特別地域 自然公園法 

県立自然公園特別保護地区及び特別地域 

都市緑地保全法 緑地保全地区 

原生自然環境保全地域 
自然環境保全法 

自然環境保全地域特別地区 
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(3)調査方法 

表Ⅲ-4-7に示す収集先を参考に、各種法指定区域の範囲が図示された出来るだけ大縮尺の

図面を収集し、最新の法指定区域を把握する。 

表Ⅲ-4-7 土砂災害防止法に関係する諸法令と収集先 

法指定区域 収集先（参考） 

砂防指定地（砂防法） 県庁県土整備部局 市町村土木担当部局 

地すべり防止区域（地すべり等防止法） 同上 同上 

急傾斜地崩壊防止区域 

（急傾斜地の崩壊の防止に関する法律） 
同上 市町村土木担当部局 

保安林（森林法） 県庁林務部局 市町村農政担当部局 

保安施設地区（森林法） 同上 同上 

災害危険区域（建築基準法） 県庁住宅部局 市町村建築担当部局 

宅地造成工事規制区域（宅地造成等規制法） 同上 同上 

人口集中地区（統計法） 県庁県土整備部局 市町村都市計画担当部局 

都市計画区域（都市計画法） 同上 同上 

市街化区域・市街化調整区域（都市計画法） 同上 同上 

過疎地域（過疎地域振興特別措置法） 県庁総務部局 市町村総務担当部局 

特定地域（総合保養地域整備法） 同上 同上 

国立公園特別保護地区及び特別地域（自然公園法） 県庁生活環境部局 市町村環境担当部局 

国定公園特別保護地区及び特別地域（自然公園法） 同上 同上 

都道府県立自然公園特別保護地区及び特別地域 

（自然公園法） 
同上 同上 

緑地保全地区（都市緑地保全法） 同上 同上 

原生自然環境保全地域（自然環境保全法） 同上 同上 

自然環境保全地域特別地区（自然環境保全法） 同上 同上 
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(4)整理方法 

各種法指定区域の範囲を、危害のおそれのある土地等の区域と重ね合わせ、「該当・非該

当・その他」に区分の上、出典を明記して区域調書に整理する。なお、法指定の該当・非該

当の判定は、法指定の範囲が一部でも危害のおそれのある土地等に係っている場合には「該

当」とする。また、「その他」についてはその理由を記入する。 

(3)備考 
関係諸法令の指定状況の調査は、事前調査結果に整理されており、当初調査においてはそ

の結果を利用する。なお、現地確認等により修正・追加事項が把握できた場合には、その結

果を区域調書の様式に整理し、事前調査結果にも反映させる。 

また、岩手県法令データ検索システムの改訂によって当該地域の法規制状況が変化してい

る場合には、その結果に従うものとする。



共-59

4.6 宅地開発の状況及び建築の動向調査 

 危害のおそれのある土地等における宅地開発の状況や建築の動向状況を資料により調査し、

区域調書の様式にとりまとめる。 

【解 説】 

(1)調査目的 

対象市町村ごとに宅地開発の状況や建築の動向をとりまとめ、過去と現状を比較すること

で将来の傾向を読み取り、Ⅱ.1.2調査対象箇所の抽出に反映する。 

(2)調査内容 

調査は、各種統計調査の実施年から過去 15 ヶ年程度を目安とし、人口動態、都市計画法

に基づく都市計画区域及び準都市計画区域の変遷状況、地価の動向、宅地開発の状況を既存

の統計書等を活用して、5 年ごとにとりまとめる。なお調査に用いる数値は、同一資料で同

様の算出条件下で求めたものを、極力利用する。 

調査事項は、以下の項目を実施する。 

① 人口の経年変化

② 都市計画区域の変遷の状況

③ 地価の経年変化

④ 新築建築確認申請数の動向

⑤ 農地転用の状況

表Ⅲ-4-8 宅地開発の状況及び建築の動向調査に有効な既往資料と収集先（参考） 

調査項目 調査内容 既往資料 収集先 

都市計画区域内 

市街化区域・市街化調整区域 

市町村役場 

市販図書 

都市計画区域外 

① 人口の経年変化

調査対象：人口 

準都市計画区域 

都市計画基礎調査報告書ま

たは調書 

住民基本台帳、全国市町村

要覧、統計年鑑 
同上 

都市計画区域 

市街化区域・市街化調整区域 

②都市計画区域の変遷の状況

調査対象：面積

準都市計画区域 

同上 同上 

標準価格 岩手県地価調査書 岩手県 ③地価の経年変化

調査対象：地価 公示価格 土地総合情報ライブラリー 国土交通省HP 

専用住宅（一戸建住宅） 

専用住宅（共同・その他） 

④建築確認申請（新築）の状況 

調査対象：新築の建築確認申請

数 併用住宅（事務所等との併

用） 

建築確認申請書・集計表 市町村役場 

一般住宅への申請数 ⑤農地転用の状況

調査対象：農地転用申請数 その他の住宅への申請数 

農地転用申請書・集計表 市町村役場 

事前調査結果：あり 
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①人口の経年変化

都市計画区域内外における人口の経年変化を表Ⅲ-4-9に整理し、増減率を把握する。整理

の単位は市町村毎とする。 

 表Ⅲ-4-9 人口の経年変化集計表  （単位：人） 

増 減 増 減 増 減

○○市 

15 年

前 

(ｱ) 

10年前 

(ｲ) 人口 

(ｲ-ｱ) 

率

ｲ‐ｱ

ｱ
×100

5年前 

(ｳ) 人口 

(ｳ-ｲ) 

率

ｳ‐ ｲ

ｲ
× 1 0 0

本年 

(ｴ) 人口 

(ｴ-ｳ) 

率

ｴ‐ ｳ

ｳ
× 100

都市計画区域内 

市街化区域 

市街化調整区域 

都市計画区域外 

準都市計画区域 

※ 調査資料は統一する。 

都市計画区域の指定がない市町村については、「都市計画区域外」の欄に人口を記入する。

また、根拠になる資料としては各市町村の所有する人口動向調査の報告、国勢調査結果があ

るが、国勢調査結果では都市計画区域内該当の区分はなされていない。従って、国勢調査に

よる資料を根拠とする場合には、別途欄を設けて整理を行う。 

また、例えば市町村の所有する人口に関する資料と国勢調査ではその調査方法が異なって

おり、同一年であっても人口がそれぞれの資料で異なることから、比較のための根拠資料は

極力同じ出典のものを使用する。 

②都市計画区域の変遷の状況

都市計画区域面積の経年変化を表Ⅲ-4-10に整理し、増減率を把握する。整理の単位は市

町村毎とし、都市計画区域の指定がない市町村については本表は空欄とする。 

 表Ⅲ-4-10 都市計画区域の経年変化集計表     （単位：ha） 

増 減 増 減 増 減 

○○市 

15年前 

(ｱ) 

10年前 

(ｲ) 面積 

(ｲ-ｱ) 

率 

ｲ‐ｱ

ｱ
×100

5年前 

(ｳ) 面積 

(ｳ-ｲ) 

率 

ｳ‐ ｲ

ｲ
× 1 0 0

本年 

(ｴ) 面積 

(ｴ-ｳ) 

率 

ｴ‐ ｳ

ｳ
× 100

都市計画区域の面積 

市街化区域 

市街化調整区域 

準都市計画区域の面積 

※ 調査資料は統一する。 
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③地価の経年変化

当該区域の地価は、表Ⅲ-4-11に示す「地価調査」か「地価公示」による資料を収集し把

握する。岩手県や市町村の統計年鑑等に整理されている場合もある。住宅地の平均地価を算

出して表Ⅲ-4-12に整理し、増減率を把握する。 

なお、手引きには当該地区に最も近い箇所の地価を調査することとあるが、「最も近い」

箇所の判定が困難であることから、岩手県では市町村毎の宅地の平均地価とした。 

表Ⅲ-4-11 地価調査と地価公示の特徴 

項目 
都道府県 

地価調査（標準地価） 

国土交通省 

地価公示 

根拠法令 

調査主体 

評価時点 

公表時期 

公表媒体 

調査地点の名称 

調査価格の名称 

調査地点の種類 

調査対象区域 

国土利用計画法施行例 

県知事 

7月1日 

9月下旬 

県報 

基準地 

標準価格 

宅地、宅地見込地、林地 

県下全域 

地価公示法 

国土交通省土地鑑定委員会 

1月1日 

3月下旬 

官報 

標準値 

公示価格 

宅地、宅地見込地 

都市計画区域 

 表Ⅲ-4-12 代表地価の経年変化集計表  (単位：円/m2) 

増減 増減 増減 

○○市 

15年前 

(ｱ) 

10年前 

(ｲ) 地価 

(ｲ-ｱ) 

率 

ｲ‐ｱ

ｱ
×100

5年

前 

(ｳ) 

地価 

(ｳ-ｲ) 

率 
ｳ‐ ｲ

ｲ
× 1 0 0

本年 

(ｴ) 地価 

(ｴ-ｳ) 

率 

ｴ‐ ｳ

ｳ
× 100

調査地点名 

※ 調査資料は統一する。 

④新築建築確認申請数の動向

新築の建築確認申請数を把握し、それぞれ専用住宅・併用住宅の申請数を表Ⅲ-4-13に整

理して増減率を把握する。整理の単位は市町村毎とする。 
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           表Ⅲ-4-13 ○○市建築確認申請数の集計表     （単位：件） 

増減 増減      年次 

 

用途別 

15～11年前の

申請数の合計 

(ｱ) 

10～6年前の申請

数の合計 

(ｲ) 

申請数 

(ｲ-ｱ) 

率

ｲ‐ｱ

ｱ
×100

 

 5～1年前の 

申請数の合計 

(ｳ) 

申請数 

(ｳ-ｲ) 

率

ｳ‐ ｲ

ｲ
× 1 0 0

 

一戸建住宅        専

用 

住

宅 

共同・その

他 

       

併用住宅（事務所

等との併用） 

       

合 計        

※ 調査資料は統一する。 

 

根拠となる資料によっては専用住宅（一戸建、共同・その他）、併用住宅という名称と異

なる区分がなされているものもあるが、その場合は全県統一の方針を検討のうえ、各市町村

毎に整理する。また、過去のデータに欠年がある場合、その状況を別途整理し、増減率の整

理方法を個々に検討する。 

 

⑤農地転用の状況 

用途が農地から住宅（一般住宅・その他の住宅）へ転用された申請数を把握し、それぞれ一

般住宅・その他の住宅への農地転用申請数を表Ⅲ-4-14に整理して増減率を把握する。整理の

単位は、市町村毎とする。 

 

               表Ⅲ-4-14 農地転用申請数の集計表       （単位：件） 

増減 増減 

区分 

15～11年前の 

申請数の合計 

(ｱ) 

10～6年前の

申請数の合計 

(ｲ) 

申請数 

(ｲ-ｱ) 

率

ｲ‐ｱ

ｱ
×100

 

 5～1年前

の申請数の

合計(ｳ) 

申請数 

(ｳ-ｲ) 

率

ｳ‐ ｲ

ｲ
× 1 0 0

 

一般住宅        

その他の住宅        

合 計        

※ 調査資料は統一する。 

根拠となる資料によっては専用住宅（一戸建、共同・その他）、併用住宅という名称と異な

る区分がなされているものもあるが、その場合は全県統一の方針を検討のうえ、各市町村毎に

整理する。また、過去のデータに欠年がある場合、その状況を別途整理し、増減率の整理方法

を個々に検討する。 
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⑥その他 

上記①～⑤以外にも宅地開発の状況及び建築の動向を把握できる指標があれば別途一覧に

整理してとりまとめる。 

 

(3)調査方法 

岩手県や市町村から公開される「統計年鑑」等の統計資料を過去15年程度を目安に収集し

把握する。過去15年相当の資料がない場合は、収集可能な範囲で整理する。調査対象年のデ

ータで欠落がある場合には、欄外等にその旨を明記する。なお、調査に用いる統計資料は各

年できるだけ統一し、出典を明示する。 

過去15年以内に市町村合併があった市町村については、合併前の各市町村のデータを合併

後の市町村単位で合計し、整理することとする。 

 

(4)整理方法 

集計結果を様式にとりまとめ整理する。 

 

(5)備考 

宅地開発の状況及び建築の動向調査は事前調査結果に整理されており、当初調査において

はその結果を利用する。 

 

 

 

 

4.7 危害のおそれのある土地等の調査のまとめ 

表Ⅲ-4-15に、危害のおそれのある土地等の調査項目及び対象内容等について示す。 
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市町村単位 地域単位※
１
箇所単位※

２

急傾斜地の上部

急傾斜地の斜面内

急傾斜地の下部

土石流 区域内全域

地滑り区域

地滑り区域の下部

危害のおそれのある土地

公共施設 種類、延長、基数（橋梁等）

種類・位置・管理者

種類・位置・管理者

有無、設定機関、内容

経路、位置、構造

土砂災害に対する予見の有無 基礎調査の２回目以降は内容変更

種類、時期

有無、名称

実施機関、名称、時期

名称、対象区域、監督機関

同上

同上

※１：集落・町内会単位など、ある程度の社会的なまとまりの単位で共通となる範囲
※２：個々の「土砂災害による危害のおそれがある土地等」を表す。
※３：最終的な整理は個々の箇所毎となるが、地域単位でほぼ状況が把握できる。

○：調査対象
△：調査により個々の箇所の状況が把握できる項目
×：調査できない、または調査不要の項目
●：区域設定後に調査する項目

道路、水路、池沼、宅地、農
地、山林、その他

土地利用の状況調査 ×

警戒避難体制

防災・避難訓練

急傾斜地の崩壊

地滑り

関係諸法令の指定状況

開発状況

人家戸数

警戒避難情報伝達システム

計測・観測機器

警戒避難基準

避難場所

地域防災計画への記載

周知活動

公共施設等

農地転用数（農地から住宅への転用）

法律

県条例

市町村条例

人口の経年変化（都市計画区域内外等で区分）

居室を有する建物を人家とする。共
同住宅は世帯数を計上する。

「危害の…土地」内の施設は「著し
い…土地」内のものを除く。

× ●

× ●

× ●

危害のおそれのある土地

著しい危害のおそれのある土地

著しい危害のおそれのある
土地

種類、構造、棟数公共的建物
×

人家（一戸建て・共同住宅）の
戸数、構造（木造／非木造）

×

△
※３ ○

自主防災組織等の有無

過去15年間の申請数を5年単位
で集計した増減率

過去15年間の5年ごとの増減率

○

○

都市計画区域面積の経年変化

地価の経年変化

新築建築確認申請数（新築）

× ×

○ ○△※
３

調査内容調査対象調査項目 定義・備考
調査対象範囲

表Ⅲ-4-15 危害のおそれのある土地等の調査項目及び対象内容等 



おわりに 

本基礎調査マニュアル（案）は、土砂災害防止法施行に伴う「土砂災害警戒区域、土

砂災害特別警戒区域」設定のための基礎調査について、その内容や手順を、岩手県県土

整備部砂防災害課が整理したものである。 

岩手県では、基礎調査実施にあたっては、「土砂災害防止法に使用する数値地図（図

化縮尺：1/2,500）」（以下、「３次元地図」という）を用いて実施する方針であり、

このマニュアル（案）は、これら「３次元地図」を使用して行う設定手順を基本として

いる。 

土砂災害防止法では、基礎調査結果の品質確保、再現性、住民等への説明などこれま

で以上に重要とされ、求められている。そこで、本基礎調査マニュアル（案）では、調

査結果の再現や説明出来る資料整理となるように、その手順や方法をまとめた。特に

「３次元地図」上での区域設定結果の再現性や説明（理由つけ）など、市町村や住民対

応の基礎資料となりうることを前提としてマニュアル（案）を作成した。 

土砂災害防止法の基礎調査では、今後、より新しい技術や新たな取り決め事項によっ

て区域設定手法やその手順、内容等の変更や改善がされることも予想される。その際に

は、よりよい技術を用いての取り組みが必要で、新しい技術、手法による新しいマニュ

アル（案）として、変更せざるを得ないと思われる。今後の新しい技術に期待するとこ

ろである。 

最後に、土砂災害防止法の精神を鑑みてより現実な本マニュアル（案）が運用され、

土砂災害の軽減に結びつけば幸いである。 

－以上－ 







. ······································································································································· -1 

1. ································································································································ -2

1.1. ········································································································ -5 

1.2. ················································································································ -6 

1.3. ············································································· -10 

1.3.1 ····················································································· -11 

1.3.2 ····················································································· -14 

1.3.3 5m 30  

······························································································· -16 

1.4. ····················································································· -18 

1.5. ············································································· -19 

1.6. ···································································································· -20 

1.7. ················································································································ -23 

1.8. ········································································································ -34 

1.9. ·························································· -37 

1.10. ··············································································· -38 

2. ································································································· -40

2.1. ··························································································································· -41 

2.2. ············································································································ -45 

2.3. ··················································································································· -47 

3. ············································································································· -49

3.1. ····························································································· -50 

3.2. ········································································································ -53 

3.3. ····························································································· -56 

3.3.1 ································································································ -59 

3.3.2 ····························································································· -62 



3.4. ····························································································· -64 

3.4.1 ····················································································· -68 

4. ········································································································· -72

4.1. ········································································································ -72 

4.2. ························································································· -74 

5. ······················································································ -75

5.1. ····················································································· -78 

5.1.1 ······································································ -79 

5.1.2 ······································································ -80 

5.1.3 ······································································ -82 

5.1.4 ················ -87 

5.2. ·········································································· -89 

5.2.1 smF ······················································································ -93 

5.2.2 saF ······················································································ -95 

5.2.3 1P ······································ -100 

5.2.4 1W ······································ -101 

5.2.5 ······································· -102 

5.2.6 ················ -104 

5.2.7 ································ -106 

5.2.8 ·········································································· -109 

. ·································································································································· - -1 

1. ······························································· - -1

2. TIN ··························································· - -3

3. ···························································································· - -7

4. ······················································ - -12

5. ·········································· - -14



-1 



-2 

30 5

3

 1.1  

1/2,500 3  

 1.2  

30

2H 50m 50m 10m

H =5m  



-3 

3 3

 1.3  

30



-4 

3  

START



-5 

30 3 TIN

30

25 30 30 35  

0 8 8 30 30

30

30

30



-6 

(1)  

20m

(2)  

(3)  

20m



-7 

20m

1 

2 

3 4 5

8,9,10 

6

7
11

12 



-8 

20m  

20m  

40m

m



-9 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 

0 50 100



-10 

(1)  

30  

(2)  

5m

30 30

30 5

H

u 2



-11 

5m

30 30

 1.9 5m 30

 1.10 5m

30 30

m

5m 30

 1.10

30

5m
 

5m
30  

30  



-12 

 

5m
 

30

30

5m
30  

30

30

5m

30

5m 30
305m

30  



-13 

 1.13  

30  

5m 
10m 

30  

5m 
10m 

30  

5m 
10m 

30  

5m 
10m 

30  

5m 
10m 

 

5m 30

.13  



-14 

30

1.7

 1.15 5m 30

5m 30  1.16

30

5m
 

30  

5m

30

5m

30



-15 

30  

5m 
10m 

30  

5m 10m 

30  

5m 
10m 

30  

5m 
10m 

30  

5m 
10m 

30  

5m 
10m 

30  

5m 
10m 



 

-16 

m

5m 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5m

5m 30
 

5m 30  

30 2  

30  

30  



-17 

3

30  

5m

5m  

5m 2  



-18 

(1) u  

(2) H  

u

3 u  

u

H
3 H  

H  

u

H



-19 

d 0  



-20 

(1) 30 5m  

30 5m

(2)  

30 5m

(1) 30 5m  

20m 5 10m

30 5m



-21 

m m
m
m

1  1/2,500  

2   

3   

4   

5   

500m

1  1/2,500  

2   

3   

4   

5   

30

1 2 3 4 5 6 

5m 30  
20m 

5 10m  

20m

5 10m  

20m 
5m 30  

5m 30



-22 



-23 

5m 2

(m)

( ) 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

30 4.5 6.9 8.2 8.9 9.3 9.5 9.7 9.7 9.7 9.8

35 10.3 10.7 10.8 11.0 11.0 11.1

40 

45 4.3 7.1 8.8 9.8

50 3.8 6.4 8.0 9.1 9.8 10.3 10.6 10.8 11.0 11.1

55 3.1 5.5 7.0 8.0 8.7 9.2 9.5 9.7 9.9 10.0

60 2.4 4.4 5.7 6.7 8.1 8.1 8.1 8.3 8.4 8.6

65 1.6 3.2 4.3 5.1 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

70 1.2 2.6 3.3 4.7 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
m  

=30( ) =18(kN/m3)  



-24 



-25 

 1.25  

 1.26  

 1.27  1.28  

CH

C

B
BH

C

B

A
AH

AH , BH , CH 5m 

A , B , C 30  

A

AH

A

A



-26 

 1.27

 1.28  



-27 

30



-28 

 

30 30  



 

-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

150 10050 

 

63.1

91
00  

42
.3  

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

150 10050 

 

61.3

56
00  

42
.7  

 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

150 10050 

 

69.0

98
00  

42
.3  



-30 

30

30  

30  

a)

30

b)

30  



 

-31 

 

30  

30

 

 1.34  1.14  1.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-32 

30  

a)  

30

 

 

30

 

 

a-1)  30 30  

a-2)  b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30  
 

2
2

2  
 

2
2

2  
 

 
 
 

30
a-1 a-2  



 

-33 

b)  

30  

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30  
 

30
 

 

30  
 

 
 
 

30

 
30

 



-34 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  



-35 

 

 1.37 10m

10m



-36 

5m 30



-37 

 1.39  

30 5m

 



-38 

2  

2  1.40  



-39 



-40 



-41 

(1)  

(2) c  

(3) m  

(4)  

(5)  

(6) bf

 2.1

    

  t/m3 2.6 

 c   0.5 

 m  1.8 

 kN/m3 14 20 1) 

   15 40 2) 

 bf  0.025 

  2/3 
11 3  

8 4  

 2.2

=18kN/m2 =30  



-42 

(kN/m3) 

18 35

17 30

 

14 25

11

3  



 

-43 

2.6  

 

=2.6  

=2.6 =2.5

2.8

=2.6  

 

c
c 0.5  

1 c =0.45 0.55

c =0.5  

c =0.45 0.55 c

c =0.5  

*1 60  

 

m

m t/m3 1.8  

c  
1 1 cm  

=2.6 c 0.5

m 1.8  

 

bf

bf 0.025  

 

0.015 0.06

 

bf =0.025

bf =0.025  

 

kN/m3  2.2

 

 

m  



-44 

gm

g 2/8.9 sm  

 2.2



-45 

(1) smh

(2) V W  

smh  

V
W

smh

smh 1.0m  

2.0 90

2.0

1/2

1.0m  

2.0m

V W
V W

 2.3

90  



-46 

H (m) V (m3) W (m) S(m2) 

   5 H 10   41.9 13.8 3.0 

  10 H 15   78.9 17.1 4.6 

  15 H 20   101.2 18.6 5.4 

  20 H 25   150.0 21.2 7.1 

25 H 30 214.3 23.9 9.0 

30 H 40 238.3 24.8 9.6 

40 H 50 371.4 28.8 12.9 

  50 H 500.0 31.8 15.7

13 6
4-2  

S V W  



 

-47 

 

 

 

 

 

  

 50  

 
50

 

 
50

 

 

 

 2.2  

 2.2  

 

 

 2.2  2.4



-48 

27 96



-49 



-50 

1/2,500

 3.1

3.1  

m 1  



-51 



-52 

3  



-53 

 3.1  

(1) (2)

(3)  

(1) (2) (3)

2 1

26 6 9 219 3

A 

W

d
h



-54 

717

29 1

2  



-55 

 3.2  



-56 

50

30

44 7 1  57

3 1 12

9

2 1 717 1

1 -

39



-57 

3  

29 1

29 1  

1 -



-58 



-59 

 3.1

10m  

A B C (HA hA)+HB+(HC hC) 
(HA hA), HB, (HC hC) 5m  

10m  
(2(HB-hB) ) 

10m  
(2(HC-hC) ) 

HB

HC 
hC C

HA
hA

hB

A 

B



-60 

A,C (HA hA)+HB+(HC hC) 
(HA hA), HB, (HC hC) 5m Y  

A (HA hA)+HB 
(HA hA), HB 5m (HC hC) 5m X  

B 10m
B  

(HC hC) 5m C

10m  
(2(HC-hC) ) 

10m

HA
A hA

Y 

HC hCC

HB
hBB

X



-61 

 3.1

5m  



-62 

 3.1

 3.1  



-63 

ld

hd
h  

 

dl

dh W

h



-64 

YES 

YES

NO 

NO 



-65 

5
30



-66 

5m



-67 



-68 

 

F  

0.5 0.5

smFF

smF  kN  

 

15 10 21

NO YES

NO 

NO

YES

YES



-69 

90  

2.3  

3.2  

50  

h

h 1.0m

H

H

F Fsm V
90



-70 

  

sF 1.0 sF 1.2 

 e B 3 e B 3 

sua Fqqq

sF 1.0 
sua Fqqq

sF 2.0 



-71 

 3.1

dl

dh W

h



-72 

X Y m  

1H  m  m

2H m D m

1W m 2W m

1L m 2L m

3 



-73 

24 1 10

A’

A 
L2 

H1

H2

D 

L1 

A W1 A’W2



-74 

3

100m  

1/50,000  

2.3  



-75 

 5.1  

5.2 5.3  

10m  
2H  

50m 50m  

 



-76 

 

 七条  

 

(1) 

(2) 

30

10m 2H 
50m 50m

H 5m  



-77 

1 2 3 4 5 

1’ 

2’ 3’
4’

5’ 
h1

h2 h3 h4 h5

2 h1 

50m 

10m 

2
2

2 h2 2 h3 2 h4
2 h5 



-78 

10m 2 50m 50m

30 5m  

10m  

2 50m 50m

 5.4  

30

2H 50m 50m 10m 

H =5m  



-79 

10m

2  

10m

2  

10m



-80 

H
H 2 50m 50m

2  

2 50m 50m

2  

2  

2H 50m



-81 



-82 

10m 2 50m 50m



 

-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.10  

 

 

 

   

 

 

 

  



-84 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

 5.11 -1 



-85 

 

  

 

 

  

  

 

 

-2 

 5.12 -2



-86 

 

  

 

 

 

-3 

 

 5.13 -3 



 

-87 

 

 

 

1  



-88 

H(m) 

2H(m) 

10m
5m

10m 

H(m) 

2H(m)

5m

10m 

H(m) 

2H(m) 
5m



-89 

 5.15

332 13 3 28  



-90 

smF saF

1P 1W

smF saF

smh

, c , m , , , bf ,

x h

x smF  

x saF

smF 1P  saF 1W  

smh 1m smF 100kN/m2

h 3m 3m

sm
d

smduusm
u

smmsm hax
a

b
haxhaH

a
b

ghF 2exp1 2expcossin2exp1 2

2

2

cossinsin1 cos

cos hFsa



-91 

 

H 
=5m

10m  2H 50m 50m  

30

(H 5)m 



-92 

2

5m  

5m  



-93 

duusm
u

smmsm haH
a
b

ghF 2cossin2exp1

sm
d

sm hax
a

bhax 2exp12exp

smF  

kN/  

m  t/m3

g   m/s2

smh  m

ub   

tan
11

1tancos
c

cb uuu

u

  
c   

  

a   

bfc
a

11
2

  
c   

bf    

H   m

u   

d   

x   m

db   

tan
11

1tancos
c

cb ddd

d

  
c   

  

smF

smF 332 13 3 28

smF

u H



-94 

u H

m c bf

m c bf

g
g  

g 9.8 m/s2

smh

smh 1/2

57 1 6 12

smh
2.0m

91 2.0m

smh

smh 1.0 m  

x
x

d

d

d 0  

d  

d 30 d 0

d 0



-95 

saF

saF 332 13 3 28

saF

2

2

cossinsin1 cos

cos hFsa

saF  

kN/  

  kN/m3  

h   m  

   

  

 

h

1h m  5.

h m  5.

W S
V m3 W m

S V W  

H V
W S

57 1 6 12

2.0m H
V



-96 

H V
W S  

2.3  

h   m  

1h  m  

)90tan(
)90tan(22

11
1

u

uSXX
h  

S  V W m2  

u

1X  m  

V  m3  
W m  
d  m  

tan
2

Wd  

30

u  

u  

1X  

1X

 

 

30  



-97 

1h

h

u h1

X1

W

h2
=30 =30

h1

W

u
h2

X1



-98 

 

12 3
2/3  

2/3  

h1

h  

S1

S2

u

X2

L

X3

h'

h1'

h'
h1'

y



-99 

h1'  

h1'  

1

2
1 

11
2

33
1 90tan

90tan2' SXXh

S m2  

S1 m2  

2
1

2

21 tan2
XyySSSS

S2 m2  

X2 m  

X3 m  

LyX
1

3 tan
 

L m  

y m  

'h  

'h

h h = 'h 1h = '1h   

'h

W

h'

h'
=30 =30



-100 

1P  

1P 332 13 3

28  

1P  

11
1 6.5

3.35
HH

P

1P   

kN/m2  

1H  

m  

1H

1H smh m



-101 

1W

1W 332 13 3

28  

1W  

22
1 4.8

0.106
HH

W

1W   

kN/m2  

2H  

m  

2H  

2H = h m  

2H = 'h m  



-102 

10cm  

10cm  

m

m

10.02 10.0

10.21 10.2

10.45 10.5



-103 

 5.2  

u  2  35.1

H m 2  41.3

 m 2  3.5

 m 2  37.8

S m2 2  16.5

S2 m2 2  12.7

S3 m2 2  3.8

d 2  5.3

L m 2  5.7

sasm FF kN/m2 2 120.3

11 WP kN/m2 2  20.6

sah m 2  3.4

X m 2  12.5



-104 

smF saF

11 WP

sasm FF

11 WP  

m  
(kN/m2) (kN/m2) 

12.8 10.0 7.7 

12.9 8.0 7.7 

13.0 7.7 7.7 

13.1 7.2 7.7 

13.2 6.9 7.7 

saF

smF

12.9m

13.0m 12.9m
13.0m  

0.1m 12.9m



-105 

2

smF 100kN/m2  

h 3m  

smF 100kN/m2
saF

h 3m  

smF 100kN/m2

( smF )

( saF )

( h ) 3m



-106 

5m

5m

5m  



-107 

smF 1P  

5m  

'u u u

d 0 d  

x 0 m x  

h (m)  

H  

h

( smF ) 

u



-108 

saF 1W  

5  

 

'u = u u

h (m)  

 5.28  

H

h

( saF ) 

u



-109 

5.29 5.31  

5m

2   



-110 

2

10m

5m

max=50m

saiL
smiL

11 sasm LL
22 sasm LL 33 sasm LL

44 sasm LL
12 h

22 h
32 h

42 h



-111 

30 5m

H

10(m) 

10m

30 5m  

10m2H

H

H



- -1 

30 5

5 5

1 4

- 1.3

(1)  

5 5

5 5  

1 25,000 - 1.1 B

- 1.1  

50m

- 1.2  

1) B 50m 2 2B

3B  

2) B 50m 1B 1

- 1.2  



- -2 

(2)  

1 4

(3)  

B 100m

1/25,000

(1)  

- 1.3  

(a) B 100m  

2 2B

3B
1 4B  

(b) 100 B 50m  

2 2B

3B

(c) B 50m  

1 1B

- 1.3  

50m



- -3 

TIN  

(1) TIN  

3 TIN

1 TIN  

TIN  

- 2.1 TIN  

3

1  

TIN  

TIN 2.4

TIN

TIN

- 2.2 TIN  

30 TIN

 

TIN  



- -4 

- 2.3 30 TIN  

(2)  

20m  

- 2.4  

30 TIN

30 TIN

 

 



- -5 

5m 25m

5 10m

10 15m 15 20m 20 25m 25m  

 

- 2.5  

- 2.6  

5m  

10m

15m  

20m  
20m  

15m  

4m

30 30  

45



- -6 

- 2.7  

1/50,000

- 2.8  

(1) (5)

1  

A B

A 

B



- -7 

(1)  

3 TIN

- 3.1 TIN 1 

30 5m

30 5m

10m 

20m 

30 TIN

30 TIN



 

- -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3.2 TIN 2 

30 5m

2  

30 5m 30 5m

5m 30

 

30 5m 30 5m

5m 30

 

30 5m

5m 30

 

10m 

20m 

   

30 TIN

30 TIN

 

 

 



- -9 

- 3.3 TIN  

A  

B  

C

D  

E

F  

G

H  

I  

J  

10m 

20m 

  

A B C D E F G H I J 



- -10 

(2)  

1  

- 3.4 TIN 1 

A B C D E F G H I J 



- -11 

2 (1) 

- 3.5 TIN 2 

A B C D E D C B A 



- -12 



- -13 



- -14 



- -15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





. ··········································································································································· -1 

1 ································································································································ -2 

1.1 ························································································································· -3 

1.2 ······································································································ -8 

1.2.1 ···························································································· -9 

1.2.2 A ····························································································· -10 

1.2.3 ··············································································································· -11 

1.2.4 ···························································································· -12 

1.2.5 Ve ················································································· -17 

1.3 ······································································································ -18 

1.3.1 ············································································· -19 

1.3.2 ························································································ -21 

1.3.3 ······································································································· -23 

1.3.4 ······································································································· -24 

1.3.5 ··································································································· -25 

1.3.6 ···························································································· -26 

2 ···························································································································· -28 

2.1 *Cn ························································································ -29 

2.2 TR ········································································································ -31 

3 ············································································································· -33 

3.1 ··························································································· -34 

3.2 ··························································································· -37 

3.3 ······································································································ -39 

4 ············································································································· -49 

5 ······················································································ -50 

5.1 ··················································································· -51 

5.1.1 ·············································· -52 

5.1.2 ···················· -61 

5.1.3 ································································· -62 

5.2 ········································································ -63 

5.2.1 ·················································· -64 



5.2.2 V ···················································· -66 

5.2.3 ···················································································· -67 

5.2.4 Vec ················································································ -68 

5.2.5 ··········································································································· -70 

5.2.6 B ·········································································· -71 

5.2.7 ·························································· -77 

5.2.8 Fd ············ -78 

5.2.9 ···················································································· -83 

5.2.10 ························································ -84 

. ······································································································································· - -1 

1 ································································································································ - -1 

2 ··························································· - -2 

2.1 ········································································ - -2 

2.2 ·············································································································· - -4 

3 ·············· - -10 

3.1 ····················································· - -10 



1 



2 

3  

3  

JPEG 200dpi



3 

'eV

'eV



4 

1

( )

3

1/2

b r r/b 10

30



5 

3  



6 

1.1

2

1.1  

1.2.1 1.3.2

A  

B 2  

C 2 d

D  

E 2  

a  

b  

c  

d  

e  

D V Vec

Ve  

a b c d 5.2.2

V  

d 1.2.4

5.2.2 V



7 

a 
b 

d 

c 

e

A

B

C

D  

E  

a  

b  

d  

c  

e  

 

2  

2

2

2

A  

E  

BC

D



8 

3  



9 

200m

200m

200m  

200m  

 

200m

200m



10 

A

0.01km2 0.01km2  

A

1/2,500

1/2,500 km2 3  

km2

2

km2  



11 

eV

eV  

1.5

1

+1 n n+1 1

1 0

0 0  

1/25,000  

1/2,500

1/2,500 10 0

0 1/2,500

1/25,000 H14

0
1
2
3

0

0  

1  
n+1  

1 1 2



 

12 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 
or 

or 
 

No 

 

  

Yes 

Yes 

No 

No No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes Yes Yes 

Yes 

Yes 

No 



13 

5

1/2,500

3)

 

 

 

eB

eD

1.8  

eL

Be



 

14 

 

a  b

c 1 d 2

e 3 f

 

Be 

Be 
Be 

Be 

Be 
Be 



 

15 

eB  

eB  

1.9

 

 

 

 

 

 

eD  

eD

0.5 3.0m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

4m

4m

 



16 

eA

10

eA  

eA eA

eA m3/m B’(m) eD (m)

S-001 2 7.8 5.2 1.5
S-002 0 1.8 3.5 0.5
S-003 0 2.4 3.0 0.8
S-004 1 4.8 4.8 1.0

S-114 2 7.2 6.0 1.2
S-115 3 16.5 7.5 2.2

eA m3/m B’(m) eD (m)

0 1.3 2.6 0.5 7
1 1.9 3.1 0.6 10
2 4.5 4.5 1.0 13
3 12.2 7.6 1.6 8
0 0.8 2.8 0.3 5
1 1.5 3.0 0.5 11
2 5.8 4.8 1.2 10
3 15.8 8.8 1.8 9
0 1.3 3.2 0.4 6
1 2.3 3.8 0.6 10
2 7.3 5.6 1.3 15
3 20.0 9.5 2.1 11

 

 3  

1/25,000  

 H14

 1  

 



 

17 

eV

1 10m3  

eV

eA
n

i
ieee LAV

0

ee DBA m3/m

B m

eD m

eL eA i m

De

B'

 



18 

3  



 

19 

 

1.2

1.12  

 

  

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

  

 
 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

21 

 

 

 

2  

 

3

 

200m

200m 100 200m

 

1 2  

10 20m

 

No.1

No.2

No.0 

No.4

No.3

No.4 200m

No.2 200m  

No.1 200m  

No.0 200m  

10 20m

10 20m

10 20m 

No.3 200m



 

22 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200m

200m

100 200m  

1

100 200m

No.1
No.2No.3 

23



 

23 

3

 

 

5m

 

B

 

 

5m  

 

 

c  

cW  

cH  

1cW

0cW

0cH

1cH

c



24 

3

 

p bp rp  

Wp Hp  

Wp Hp  



25 

3

 

5m  



26 

1



27 



28 

Fd



29 

*C n

*C
n

4 12 7

 t/m3 2.6 2.6  

 t/m3 1.2 1.2  

 35 30 40  

*C 0.6 0.6  

n 0.1 0.1

t/m3 2.6  

=2.6

=2.6 =2.6 2.7

Fd

=2.6  

t/m3 1.2  

1.2 1.0 1.4

Fd

=1.2  



30 

35  

30 40  

*C

*C 0.6  

0.6 *C =0.6

n
n 0.1  

0.1

n =0.1  

2.0m

0.03 0.1  

n 0.1 0.03 0.1 

2.0m  



 

31 

TR

100 24  

TR  

 

TR =100 TP

 

T=24  



 

32 



33 



34 

1/2,500

3.1  

3m

3m 1m



35 



36 



37 

3.2  



38 

D-1 D-n 

(m) 1
(m) 1
(m) 1

(m) 1
(m) 1

(m) 1
(m) 1

(m) 1
(m) 1

(m) 1
(tan ) 2

(m) 1
(m) 1
(m) 1 

(tan ) 2
(tan ) 2

(m) 1
(m) 1 

(m) 0

(m2) 0 

(m3) -1 
(m3) -1

(m3) -1

(m3) -1 
(m3) -1



39 



40 

3.3

3.3  

 

3.3 3.3

 



41 

 

 



42 

3.4



 

43 

200m

200m

Qsp’

 

 

  

dC 3.5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Qsp’  

Ve’

Vec

V’  

Vec A’

Cd

 

d
sp C

VCQ *01.0
'  

 

 B  

B 5.2.6

 

 

 



44 

'A

'A

ecV

r
d

dT
ec  f

C
CA'RV

11
103

0.3 dC 0.9 *C

'eV

 h  

h  

5
3

2
1

sin

'

B

Qn
h sp

h m  

B m

 



45 

3.7 3.8

1 10m3  

1/2

1/2  

1/2 2/3

1/6 4)  

2/3 1/6  



 

46 

  

 

5m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

B0

B

V

V0

H

B1

h

B3

B0

B1

B2

H

H

h

B B3 H2

H2

B2

L0 
1/n  1/N1

1/N2  
L 

L2

H 

H 
V0  = 0.25 B0+B1 H H L0 

V2  = L Ae  

V  = V V0

V1  = 0.5V 

W1 

 
W1  
L0  

 
L  = 2 n h 
L2  = 1.5 n h 
1/N1 =1/2n  
1/N2 =1/1.5n  
V  = V+V0 = n 0.5 B0+B2 H2

 

H.W.L 



 

47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

B0

B

h

V0

WH1 

B3 H2

B1

B2

B0  
B1

B2

H1

W

B B3

H2

H

h

L0 1/n

1/N1

1/N2

L2

H 
H1 

V0  = 0.25 B0+B1 H H1 L0

V2  = L Ae  

V1  = 1.5n 0.5 B0+B2 H2 V 

W1 

 
W1  
L0  

 
L  = 2 n h 
L2  = 1.5 n h 
1/N1 =1/2n
1/N2 =1/1.5n  

 

H.W.L 



48 

 

 

3.9  

= L1 Ae

Ae



 

49 

 

4.1 1/5,000

 

 

 

    

    
    

    

  
 

 

 (m2)   
 (m)   
 (m)   

 (m) 
 

 

 (m) 
 

 

 
 

( ) 
 

200m 100 50
 

 

 (m)   
 m3    
    
    
    

 m3    
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 



 

50 

 

 

 



 

51 

2

 

1/2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  

 



 

52 

2 1/2,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 5m

5m

5m

5m

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5m

 
5m  

0 

5m
0

5m

 

 

1
2 

3 



 

54 

 5m  

5m 0 -1

5.4 5m 5.4 30

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5m

-1 

 
5m  

5m

0

5m

-1

 

0

1

 

30
5m

 

 

 
0

1 

-1

30  

 

5m

 

 

 

5m

3  

2 
1 

0

-1



 

55 

5m

30  

 5m  

5m 5.6 5m

5m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5m  

 

 5m  

5m 5.7

5.7 30

5.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5m  

5m

5
0

 

 

 
5m

1 

2 

3 

0

1

2

3



 

56 

2

2 1.3.1 1.3.6

 

200m

 200m

0

0  

2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 
(L0)

(L1)

(L2)

(L3) 

(L4)

20m

20m

200m

(L1) 200m  

(L2) 200m  

(L3) 200m  

(L4) 200m  

20m

 

 

0 200m

 
(L4) 

 
(L3) 

 
(L2) 

 
(L1) 

(L0)

(L4) 200m  

(L3) 200m  
(L2) 200m  

(L1) 200m  

200m  

0



 

57 

2

2

 

 

5m

 

2  



 

58 

 

 

 



 

59 

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13  



 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

2

 

 

5m  

 

 

 

2

5m

 

 

5m  

 

5m  



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 



 

63 

 

 

Fd

P2  

 

 

P2 P2 Fd P2 Fd 



 

64 

 

V

B

Fd

P2

V

Fd

V  

 

Fd P2

 

 

B

Fd

B  

 

Fd

 

 

Fd

Fd  

 

P2

P2  

 

6 7  

 



 

65 

5.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
V

min

 
 

10 20m

 
B  

 
 

200m  
100m  

 

dF
2UF dd  

 

2P  

332 6.53.35 HHP  

 
 

2PFd  

 
 

1m 50kN/m2  
100kN/m2  

2m  



 

66 

V

V  

 

V min Ve Vec  

1,000m3  

 

Ve

 

Vec

V  

1,000m3  

 

 

 

 

 

 



 

67 

eV
Lme

2)

0

 

Lme 5.21 1  

5.21 2  

 

 

0

 

 

A

A

B



 

68 

Vec

4)  

1 10m3  

100  

fr
C

CARV
d

dT
ec 11

103

1

 A  km2  
 dC   

 TR  mm

 

TR =100

 

T=24  

  0.4  
 fr  A  

fr 0.05 ( log A 2.0 )2  0.05 fr 0.5 0.1  

fr
 

 

 



 

69 

dC (2) C 2.1  

10 15

 

dC 0.9C 0.9C 0.3 0.3

 

tantan
tan

dC 2

  2.6t/m3  
  1.2t/m3  

  35  

   

200m  

200m 0  



 

70 

20m

Fd P2

 

 

 

20m  

 

 

5.23

3  

 

 



71 

B

B  

B

5.25  

5.24  



 

72 



73 

B

B

5) 9 9

2
1

3
2

sin1 R
nA

Q
U sp

 U m/s  

 Qsp m3/s  

 A m2  

 n s/m1/3  

 R m R=A S S m  

 

A
S
A

n
Qsp

2
13

2

sin1

B B

B



74 

B

2
1

spQB

 B  

 Qsp m3/s  

 

4  

11 6

70  

B



 

75 

5.28

 

5.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 



 

77 

1.3.2   

 

200m

200m 100

200m  

200m

5.8 5.9  



 

78 

Fd

 
2UF dd  

dF d U  

 Fd kN/m2  

 d  t/m3  

tantan
tan

d  

 

  t/m3  

   

  

 

 U m/s  

n
hU

2132 sin
 

h n  

 h m  
53

21
*

tansin
tantan01.0

B
VnCh  

n C V B

 

 n  

 C   

 V’ 

m3  

  t/m3  

  t/m3  

   

  

  

 

 B m  

 



79 

2 2

13 3 28 332  

Fd

Fd

h  

i

0 1 2  

h0

C n 2.1  

0V

0V 5.2.2  

0spQ

0spQ h

0
*

0

0

01.0 V
C

CQ
d

sp 1

0dC

0dC

0dC 0.9C 0.9C  

0

0

tantan
tan

0dC 2

h0

h0
53

0
2/1

00

00*
0 tansin

tantan)(01.0
B

VCnh 3

1 2 h0

53

21
00

0 sin
0

B

Qn
h sp

4



 

80 

 B m

 n 

 

ih
 

ispQ
i i

ispQ

1ispQ  

0

0

*

*
sp

d

d
sp Q

CC
CC

Q
i

i
5

ispQ i

idC i

i i

0spQ

0dC

0

 

i

 

i
d

sp V
C

CQ
i

i

*01.0
6

 

 
 iV

i iV  

0
*

*

0

0 V
CCC
CCC

V
i

i

dd

dd
i 7

iV i

0V

idC i

0dC
 

i iV

1iV 5 6 7  

9 2 7

8  



81 

0
0

1
tan
tan

1
tan
tan

V
C

C
V

i

i 8

 *C   

  

 t/m3  

  t/m3  

i n 0 n i-1 n  

iV nV 0 n i-1 nV

i n 0 n i-1 n  

idC
0dC

idC
0dC  

idC
0dC 0.9C 0.9C

i 0 i 1i

idC =
0dC

idC =
1idC  

idC
1idC

i

i
di

C
tantan

tan
9

ih

5
3

2/1
*

tansin
tantan)(01.0

iii

ii
i B

VCnh 10

ih (9) (6) (10)

53

21sin ii

sp
i B

Qn
h i 11



82 

dF

dF

dF d U  

idF

idF  
2

idd UF
ii

idF kN/m2

id t/m3

iU m/s2

n 2.1

id

id

iii ddd CC 1
tantan

tan
tantan

tantantan
tantan

tan

 
idC   

  

200m

200m

0  

iU

iU

n
hU ii

i

2
1

3
2

sin

 hi m  

 n 0.1  



 

83 

 

 

)6.5(
3.35

33
2 HH

P  

2P 3H  
 2P  

kN/m2  
 3H  m  

2P 4 11

 

)6.5(
3.35

33
2 HH

P

2P kN/m2

3H m

5.32 3H 2.8m 2P 3H 2.8m 2P
h 2.8m 3H 2.8m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2P 3H

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

H 3 m

P
2

kN
/m

2

  P2  
  P2  

2.8m

P2 

P2 



84 

Fd P2

dF

2P  

dF 2P

dF 2P dF 2P
 

1m

50kN/m2  

dF 2P



 

85 

 

2

 



 

86 



 

87 



 

88 

 

 

 5.37  

2

 

dF
2 3

22)  

2 200m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 5.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

3

001 n  

 

 

 



 

2 

2 1/2,500  

- 2.1

5m  

 

 

 

 

- 2.2

- 2.3  

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  



 

4 

3  

 

 

20m 3

20m 360

40m 60m  

3 20m 40m

60m  

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 



 

6 

1 Qsp

 

Q
5 9 9  

isin i Cd i 200m

Cd i

i 0 i  

A
S
A

n
Q i

2
1

3
2

)(sin1
 

 Q m3/s  

 n 0.1 0.03  

 A m2  

 S m  
 i  200  

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

a f

 

 

 

 

S 

A 



7 

a  

b  

c  

2.8

gr
Ubhouth

i

ii
Li i

2

2max)(

h(out)maxi m  

 hLi i m  

 bi m  

 Ui m/s  

 ri m  

 g 9.8m/s2  

iU

2
1

3
2

)(sin1
iLii h

n
U

 n 0.1 0.03  

 hLi i m  

i  

sin i i Cd i

200m  



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

i

i+1 

i-1 

bi 

ri 

i
 

h(out)maxi 

bi 

hLi

ri  



 

9 

d  

e  

f  

3

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No 

Yes

No 

Yes



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Qsp

Q  

Q
5) 9 9
sin i i Cd i

200m Cd i

i 0 i  

A
S
A

n
Q i

2
1

3
2

)(sin1

 Q m3/s  

 n  0.1 0.03  

 A m2  

 

 S m  
 i  200  

 

Qsp Q  

Qsp Q  

H 5m F

Fdi Fdi

Hi Bi 1.2  

 

F
gBAW 8.1  

 W kN  

 A m2  

 B m  

 1.8 t/m3  

 g m/s2  

2.1
WF

 F kN  
  0.3  

 W kN  

 



 

13 

H 5m

F Fdi Hi Bi  

F Fdi Hi Bi  

 Fdi 

kN/m2  

 Hi m  

 Bi m

 

 

h’

H h’
V iV  

 

 

 

5m

2 b  

h’

 

h’=U2/2g 1/2 mU2 mgh’

 h’ m  

 U m/s

 g 9.8m/s2  

 m  

hc

H h’  

g
UHhHhc 2

2
' H 5m  

Fdi Hi Bi 
 A

 

Hi 

F 



 

14 

 

hc V  

V 2/3i  

V iV
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hc  
H  
h’  
i 200m  
V  
Vi  
U  

hc 

h’ 

 

U

hu 

Vi 

2/3i 

i 

V H
V0 

Bi 

 



15 

5m

h’  

h’=U2/2g 1/2 mU2 mgh’

 h’ m  

 U m/s

 g 9.8m/s2  

m  

hc

H h’  

g
UHhHhc 2

2
' H 5m  

hc V  

V  

Bi  

V iV



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h’

L

hc  
H  
h’  
V
Vi  
U  

hcV
U

hu

H

Vi V0i 

 
Bi

 



17 

0V iV
hc

V  

VVV i0

0V m3  

iV m3  

V m3  



18 

- 3.10





土砂災害防止に関する基礎調査マニュアル

（案） 

（地滑り編） 



目  次 

はじめに 

Ⅰ.本編･･････････････････････････････････････････････････････････････････地-1 

1. 地形調査･･････････････････････････････････････････････････････････････地-2

1.1. 地形調査（机上調査）････････････････････････････････････････････････地-2 

1.2. 地形調査（机上調査）結果の整理･･････････････････････････････････････地-14 

1.3. 関連情報の整理･･････････････････････････････････････････････････････地-15 

1.4. 区域の仮設定････････････････････････････････････････････････････････地-15 

1.5. 区域設定のための現地調査････････････････････････････････････････････地-16 

2. 地滑り区域の設定･･････････････････････････････････････････････････････地-23

2.1. 地滑り区域の定義････････････････････････････････････････････････････地-23 

2.2. 地滑り区域の設定････････････････････････････････････････････････････地-24 

2.3. 地滑りブロックの名称････････････････････････････････････････････････地-41 

3. 地質調査･･････････････････････････････････････････････････････････････地-42

3.1. 土質調査････････････････････････････････････････････････････････････地-42 

4. 対策施設状況調査･･････････････････････････････････････････････････････地-44

4.1. 対象とする対策施設･･････････････････････････････････････････････････地-44 

4.2. 対策施設の調査及び評価･･････････････････････････････････････････････地-45 

5. 過去の災害履歴に関する調査････････････････････････････････････････････地-46

6. 危害のおそれのある土地等の区域の設定･･････････････････････････････････地-48

6.1. 危害のおそれのある土地の設定････････････････････････････････････････地-48 

6.2. 著しい危害のおそれのある土地の設定･･････････････････････････････････地-52 

6.3. 明らかに土石等が到達しないと認められる土地の設定････････････････････地-59 



Ⅱ.資料編････････････････････････････････････････････････････････････････資-地-1 

1. 地滑り基礎調査（机上～現地調査）チェックリスト････････････････････････資-地-1

2. 地滑り調書作成要領････････････････････････････････････････････････････資-地-3

3. 地滑り概説････････････････････････････････････････････････････････････資-地-22

4. 岩手県の地滑り概要（既往文献資料）････････････････････････････････････資-地-34

おわりに 



【本編】 

地-1 

Ⅰ.本編 

土砂災害防止に関する基礎調査マニュアル（案）（地滑り編）の目的 

岩手県では既往箇所に対して事前調査を実施していることから、基礎調査は以下に示す流れに沿

って実施する。本マニュアル（案）（地滑り編）では、このうち（2）～（16）の項目について規定

するもので、その他の項目については基礎調査マニュアル（共通編）に規定する。 

(1) 調_①査調対査象対箇象所箇の所抽の出抽出

(6) 区域設定のための現地調査

地形調査

地滑り区域の設定

(23) 区域設定調書（案）の作成

危害のおそれのある土地等の調査

(17) 土地利用状況調査

(20) 警戒避難体制に関する調

査

(18)世帯数及び人家戸数調査

(21) 関係諸法令の指定状況調

査

(2) 地形調査（机上調査）

(5) 区域の仮設定

ＳＴＡＲＴ

(19) 公共施設等の状況調査

(22) 宅地開発の状況及び

建築の動向調査

机上調査

現地調査

机上調査

机上・現地調査

とりまとめ

(14) 危害のおそれのある土地の設定

(15) 著しい危害のおそれのある土地の設定

(16) 明らかに土石等が到達しないと認められる土地の検討

(4) 関連情報の整理

（ブロック周辺等状況把握）

(8) 地滑りブロック妥当性の検討

危害のおそれのある土地等の

区域の設定

(3) 地形調査（机上調査）結果の整理

（ブロック地形等状況把握）

(9) 地滑りブロックのランク区分 (10) 地滑りブロックの統合

(11) 地質調査 (12) 対策施設状況調査
(13) 過去の災害履歴に関

する調査

机上調査

机上・現地調査

(7) 地滑りブロックの形状・末端位置・方向・すべり面の設定

ＥＮＤ

図 基礎調査実施フロー



【本編】 

地-2 

１.地形調査

１.１.地形調査（机上調査） 

【解説】 

（１）既存資料による抽出 

調査対象箇所に関する以下の資料を収集・整理することにより、地滑りブロックを

抽出する。 

①調査・観測資料

②対策施設資料

③過去の災害実態資料

上記の資料では、既往の調査・観測結果等によって地滑りブロックの滑動規模や範

囲・形状が明確になっている場合が多く、これらによって「地滑りブロック」を抽出

することが出来る。 

調査対象箇所に関する以下の資料を収集・整理することにより、調査対象となる地

滑りブロックを抽出し、形状・滑り方向及び滑動状況について整理する。 

地すべり防止区域などでは、すでに詳細な調査や動態観測、対策工の工事などが行

われているものがある。このような調査対象箇所の資料を収集・整理し、地滑りブロ

ックを抽出するとともに、高い精度で対象とする地滑りの性状や機構を把握する。ま

た、過去の災害実態についても資料を収集・整理する。 

地すべり防止区域等における既存資料としては、以下に示すものが挙げられる。 

①調査・観測資料  a) 地すべり危険箇所等点検調査報告書 

 b) 地すべり斜面カルテ調査報告書 

 c) 地質調査報告書 

 d) 地すべり観測報告書 

 e) その他文献・資料 

②対策施設資料  f) 地すべり対策施設台帳 

 g) 地すべり防止工事基本計画書 

③過去の災害実態資料  h) 地すべり災害記録 

地形調査（机上調査）においては、以下の事項を実施する。 

（１）既存資料による抽出 

（２）地形判読による抽出 

（３）社会条件による抽出 

区域設定に先立って、対象となる「地滑りブロック」を抽出する。「地滑りブロック」は

地滑り地形によって特徴付けられ、繰り返し同じ箇所で災害を引き起こす場合が多いため、

地すべり防止区域・地すべり危険箇所の既存調査資料等や空中写真判読等の地形判読により

地滑りブロックを抽出する。 
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① 調査・観測資料

調査・観測関係では、ボーリング調査などの地質調査、動態観測結果や、それに基

づく地質平面図、断面図などが含まれている資料を収集し、主にボーリング調査の有

無、動態観測の有無と変状状況について把握する。 

特に、地滑りブロック形状、地滑り方向及び地滑りの滑動状況が明記されている資

料は区域設定上重要である。調査・観測資料のうち、調査平面・断面図については調

書(様式 2-4）に添付する。 

なお、地すべり防止区域内で詳細な調査に基づく地滑りブロック区分及び対策工が

実施されている地滑りブロックがある場合は、原則としてその地滑りブロックの形状

を参考とする。調査の結果、既往ブロック範囲の外側に明らかに地滑りによると判断

される特異な現象が認められた場合は、地滑りブロックの範囲や形状の見直しについ

て検討を行う。一方、未抽出のブロックが防止区域内に確認された場合は、新たに区

域設定の対象となる。また、地滑り防止区域や地滑り危険箇所の外側に地滑りブロッ

クが確認される場合は、調査対象箇所内の既往ブロックとの関連性が認められる地滑

りブロックについては区域設定の対象とする。（地-13、地-22 参照） 

② 対策施設資料

地滑りブロックを含む斜面に対策施設がある場合は、地滑りを対象とした対策施設

の有無と種類について把握し、対策の対象となった地滑りブロックを確認する。施設

資料のうち、対策工平面・標準断面図については調書(様式 2-4）に添付する。 

【斜面内の対策施設の区分】 

■ 地すべり防止事業（国（国土交通省、林野庁）、県）による施設

■ 地すべり以外の砂防事業（急傾斜地法、砂防法）による施設

■ 治山事業（国、県）による施設

■ その他の事業（国、県、市町村）による施設

■ 公団・組合などの事業による施設

■ 個人の設置した施設

■ 施工者不明の施設

③ 過去の災害実態資料

地滑り地形は複数回の地滑り滑動を繰り返して形成されているものがほとんどであ

り、中には過去の滑動が災害履歴として残っているものがある。過去の滑動履歴は地

滑りの範囲のほか移動速度、移動規模、滑動が進行する条件（降雨等）など、地滑り

機構を考慮する上で参考となるデータを含み、重要な資料となる。 

以下の事項を参考に資料収集を行い、地滑りブロックの情報を確認し様式 2-3 に整

理する。 

■ 発生年月日、発生時刻

■ 発生位置
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■ 地滑りの規模（長さ(m)、幅(m)、厚さ(m)、面積(m2)、移動土量(m3)、土石等の

移動距離(m)、移動速度、土石等の高さ(m)）

■ 人的被害の状況（死者・負傷者の数）、被災家屋の構造（木造・非木造）、被

害程度（全壊・半壊・一部損壊）及び被災戸数

■ 気象状況（連続雨量(mm)、最大 24 時間雨量(mm)、最大時間雨量(mm)、記録日時、

気象名、雨量観測所名）

■ その他（災害状況図・写真、動態観測データ、応急対策工状況、避難状況等）
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（２）地形判読による抽出 

調査対象箇所について地形判読によって地滑りブロックを抽出し、ブロック形状や

地滑り方向等を設定する。地滑りブロックの抽出方法は、以下のものがある。 

①地形図の判読による抽出

②空中写真判読（実体視）による抽出

地滑り災害は、地滑り地形（過去の地滑りによって形成された特有の地形）を呈す

る箇所における地滑りブロックの再活動によって引き起こされる場合が多い( 図 

１-１-１～図 １-１-８)。このような地形は空中写真や地形図に現れていることが

多く、立体視空中写真判読や地形図判読によって地滑りブロックを抽出することがで

きる。 

地滑り地形は、滑落崖・亀裂・陥没又は隆起・沼地・湿地の規則的な配列、異常な

地下水の湧出などの特徴的な地況を抽出する（地すべり危険地区調査要領 平成 7 年

10 月 林野庁）。 

また、地質構造により地滑り地形が規制されている場合があることから、既存の地

質図を収集し対象地の地質の確認を行う。 

図 １-１-１凸状尾根型地形  図 １-１-２凸状台地型地形  図 １-１-３ 凹状単丘型地形 

 図 １-１-４凹状多丘型地形  図 １-１-５地滑り地形模式図（凹状単丘型地形） 

（出典：「地すべり危険箇所調査要領 平成8年10月 建設省河川局砂防部傾斜地保全課」） 
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図 １-１-６型分類による模式図 

(出典：建設省土木研究所、地すべりの実態統計その2、土木研究所資料1121号、1976) 

図 １-１-７水系と地形から見てすべりやすい箇所  図 １-１-８地形的に不自然（不安定）な斜面 

(出典：武田裕幸・今村遼平（1976） 「建設技術者のための空中写真判読」 共立出版) 
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判読に用いる空中写真、地形図の精度は、表 １-１-１に示すようなものを標準と

する。 

表１-１-１収集資料の種類と精度 

基図 基図諸元 

空中写真 ・縮尺：1/8,000～1/12,500 

・最新の空中写真 

・旧時期の空中写真（参考） 

地形図 ・縮尺：1/2,500以上 

・地すべり地形分布図（参考） 

地質図 ・5万分の1地質図幅 

・20万分の1地質図幅（参考） 

図 １-１-９地形判読による地滑りブロックの抽出例 

土砂災害防止法における警戒区域は、急傾斜地の崩壊や土石流に関しては地形の傾

斜や斜面の高さといった数値を基準に設定されるのに対して、地滑りでは｢地滑り地

形」を基準に設定される。「地滑り地形」は空中写真や地形図から周辺斜面との地形

特性の差異を判読することによって抽出するが、作業者の主観が入りやすく、客観性

に欠けるという問題点がある。 

上記の理由から、地形判読による地滑りブロックの抽出作業は、地滑りの専門的な

知識と経験を有する者が複数名で実施する。 
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<空中写真の実体視図の例> 

図 １-１-１０空中写真による実体視図例 

S50空中写真

砂防基盤図国土変遷アーカイブス（国土地理院）ＨＰ

図 １-１-１１地形変遷資料の例（地形改変前の空中写真と地形改変後の砂防基盤図） 

＊（参考）国土変遷アーカイブ  http://archive.gsi.go.jp/airphoto/ 

地滑り地形の判読には専門的な知識と経験が求められ、さらに土砂災害防止法では

住民への説明が不可欠であることから、抽出の根拠を示す資料を整理、提示する必要

がある。このため、様式 2-4 には判読に使用した空中写真(実体視図として採録：図 

１-１-１０参照)のほか、地形変遷の資料(旧時期の空中写真等：図 １-１-１１参

照)も添付する。 

判読の結果は、調査対象箇所全体の抽出結果を地形調査結果図(様式 2-5）に整理
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し、主に地滑りブロックの全体の輪郭（頭部・左右側方部）、末端部の明瞭性と地滑

り方向についてとりまとめる。 

参考として以下に地形判読を行う際の注意事項について記す。 

ａ）河岸段丘、海岸段丘、溶岩台地、火砕流堆積物の堆積により形成された地形や、断層

や褶曲による変動地形などは、地滑り地形と誤りやすい場合があるので注意する。 

ｂ）周辺に崩壊が多発している箇所は、地滑り地である可能性が高いので注意する。また、

断層等に関連した地滑りがある時は、その断層に沿った箇所にも注意する必要がある。 

ｃ）地滑りによって形成された地形か、それ以外の現象により形成された地形か判定しが

たい場合には、「懸念箇所」として抽出し、現地調査、資料調査等によって確認し判定

する。 

基礎調査時にはカルテ等の既往資料と必ずしもブロック区分が一致するとは限らな

い。既往事業が実施されている箇所においても、当初事業が実施されたブロックの外

側に地滑り地形と認められるものが確認できる事例もあることから、基礎調査時には

個別にブロック区分を再判読し区域設定を行うことが必要となる。 

【参考】 

一般に公開されている既存の地形判読結果として「地すべり地形分布図データベー

ス」（独立行政法人 防災科学技術研究所 http://www.bosai.go.jp/）がある。地

形判読の際には、このような資料も広域に分布する地滑り地形を把握する上で参考と

なる。 

図 １-１-１２ 地すべり地形分布図データベースの例 
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（３）社会条件による抽出 

社会条件による調査対象箇所は、人家等の立地の有無により、以下の１）～２）の

条件のいずれかに該当する箇所となる。 

ここで、「人家等」とは、居室を有する人家及び公共的建物（災害時要援護者関連

施設を含む）とする。また「居室」とは、建築基準法第 2 条第 4 号に規定される居室

を指し、「居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これに類する目的のために継続的

に使用する室」をいう。 

①人家等のある地滑り地形を呈している箇所

人家等のある地滑り地形を呈している箇所とは、地滑りによる危害のおそれのある箇所等

及びその周辺に人家等が存在する箇所とする。 

②人家等のない地滑り地形を呈している箇所

人家等のない地滑り地形を呈している箇所とは、現在｢人家等のある地滑り地形を呈して

いる箇所｣ではないが、現況の土地利用状況や社会的条件により今後人家等の立地が予想され

る箇所とする。 

なお、「人家等の立地が予想される土地」の抽出は、以下の基準をもとに行う。 

１）調査対象外となる区域を除外する。 

 「人家等の立地が予想される土地」の対象外となる条件は、以下の場合である。 

■人家が全くない山岳地帯や無人島など人家の立地する可能性がない区域は対

象外とする。 

■表１-１-２に示すような法律により土地利用が制限されている区域等は調査

の対象外とする。 

表１-１-２ 法律により土地利用が制限されている区域 

地域名 関係法令 

・国立公園特別保護地区及び特別地域 

・国定公園特別保護地区及び特別地域 

・自然公園法 

・原生自然環境保全地域 

・自然環境保全地域 
・自然環境保全法 
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【参考】岩手県の土地利用に関する規制の種類と範囲は表１-１-３となっている（平成24年6月

末時点のデータ）。 

表１-１-３ 土地利用に関する規制の種類一覧 

http://gisweb.pref.iwate.jp/guide/map/tochiriyoukiseizu.html 
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２）都市計画区域内及び準都市計画区域内を調査対象とする。 

３）近年、人口が増加している市町村、地滑り危険箇所等以外で地滑りが発生している箇

所を調査対象とする。 

４）開発計画等が策定されている区域を調査対象とする。 

５）山岳地帯でも観光地でリゾートマンション等が建設される可能性がある地域は調査対

象とする。 

６） １）～５）の検討結果をもとに調査対象範囲を設定する。 

また、検討結果は正確を期すために関係市町村にヒアリングを行うことが望まれる。 

なお、調査対象範囲図（縮尺1:25、000）を作成し、以下の項目を図示する。 

■都市計画区域

■準都市計画区域

■開発計画等の策定されている区域

■山岳地帯でも観光地でリゾートマンション等が建設される可能性がある区域

■集落の周囲1kmの範囲に含まれる既設道路から概ね100mの範囲もしくは集落の

周囲100mの範囲（図 ３-２-１３参照）。 

■国土交通省所管「地すべり防止区域」及び「地すべり危険箇所」

■林野庁所管「地すべり防止区域」及び「地すべり危険地区」

図 １-１-１３に示す既設道路（橋梁・トンネル部は除く）とは、縮尺1/25、000地形図の図式に

よる二条道路（幅員3.0m～5.5m程度）とし、「集落」とは、同縮尺地形図により１点以上の「独立

建物」が示される箇所とする。 

集落の周囲 1km の範囲 
調査対象範囲

1km 

100m 

1km 

1km 

100 m 

既設道路

100m 100m 

図 １-１-１３ 人家の立地が予想される土地の抽出範囲 

※ 集落の周囲 1km の範囲に含まれる既設道路から概ね 100m の範

囲にある土地もしくは集落の周囲 100m の範囲に含まれる土地を調

査対象とする。 
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※地滑りブロック抽出上の留意点 

既往の地すべり危険箇所等の外側に地滑り地形が認められる場合、地すべり危険箇所等の内側に

認められる地滑りブロックとの関連性が認められる地滑りブロックについては区域設定の対象とす

る。 

図 １-１-１４ 抽出対象と抽出対象外となる地滑りブロックのイメージ 

危険箇所範囲

隣接する危険箇所外

の地滑りブロック

（抽出対象）

危険箇所範囲

危険箇所外、対岸の地

滑りブロック

（抽出対象外）
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１.２.地形調査（机上調査）結果の整理 

地形調査により抽出した地滑りブロックについては、以下の事項について整理し、

区域の仮設定資料とする。 

（１）地滑りブロックの形状と明瞭性 

（２）地滑りブロックの連動性 

（３）地滑りブロックの末端位置 

（４）地滑りブロックの滑動方向 

（５）地滑りブロックの滑動状況 

抽出した地滑りブロックに関して、区域設定時に重要な要素となる上記５項目に着

目して情報を整理する。さらに、区域の形状に影響を及ぼす地滑りブロック下方の地

形状況や社会条件等、区域設定に関連し、現地で確認あるいは状況を把握すべき事項

について整理を行う。 

各項目整理結果の記載方法や整理時の着目点は以下のとおりである。  

（１）地滑りブロックの形状と明瞭性 

地滑りブロック形状については、全体の輪郭（頭部・左右側方部）と末端部の明瞭性に留意し、

滑落崖及び地滑り地塊の輪郭について明瞭であれば実線（  ）、不明瞭であれば破線（ - - -

 ）で記載する。 

（２）地滑りブロックの連動性 

既往調査結果から把握されるすべり面形状や移動方向、移動時期や速度等を確認する。地形判読

では、隣接する地滑りブロックの境界と全体の輪郭の性状の差異等に着目する。  

（３）地滑りブロックの末端位置 

既往調査結果では、過去に確認された現象の分布と性状、観測結果における圧縮変動の確認位置

や連続性を把握する。地形判読では、河川の屈曲、末端部の隆起、構造物の押し出し変形等に着目

する。  

（４)地滑りブロックの滑動方向 

既往調査結果では、移動方向の観測結果や地表変状の方向と連続性、地質調査結果で確認された

基盤の傾斜方向や条痕の方向が参考になる。地形判読では地滑りブロック内の斜面の最大傾斜方向

や両側方部の形状及び滑落崖の傾斜方向などの地形条件に留意して推定する。 

（５)地滑りブロックの滑動状況 

既往調査結果では、災害の履歴や変動観測結果、地表踏査結果で記録された変状の規模や新鮮さ

から把握できる。地形判読では地滑りブロック外周もしくは内部の変動地形の新鮮さや密度から推

定する。 

これらの情報は必ずしも直接的あるいは最新のものではないため、調査や確認を行う位置や確認

の際の着目点として整理し、現地調査時の際の資料とする。 
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１.３.関連情報の整理 

既往資料から入手した地滑りブロック以外の情報についても、区域設定に必要なも

のについては現地調査に先立って整理を行う必要がある。 

基礎調査に関する区域設定に際しては、地滑りブロックそのものの情報のほか、以

下の情報も重要であり、現地調査時の確認に先立って整理を行う。 

(1)地滑りブロック下方の地形や人工構造物の位置・規模 

(2)地形的に人家立地の可能性のある平坦面の利用状況 

(3)土塊の滑動しやすさに影響を与える地表水・地下水の状況 

(4)植生の生育状況 

１.４.区域の仮設定 

現地調査を行う前に、机上調査で整理した地形要素を利用して、地滑りブロック、

危害のおそれのある土地の区域の仮設定を行う。危害のおそれのある土地の範囲は

「１.１.地形調査（机上調査）」で抽出した地滑りブロックごとに設定する。 

このときの区域設定方法は、「６.１. 危害のおそれのある土地の設定」に示す方

法に基づき実施するものとする。 

仮設定は原則的に砂防基盤図を用いて行い、地滑りブロック、危害のおそれのある

土地の範囲は、平面図に図示して現地調査用の資料として整理する。（図 １-

４-１） 

 

 

図 １-４-１地滑りブロックの仮設定と現地確認箇所の整理事例 

左右の側方崖の規模を確認する。 

崖の高さと土塊の規模が釣り合って

いるか確認（地滑り地形の有無確

認）。 

尾根地形の連続性

（基盤図と現地地

形の差異を確認 

尾根地形の連続性

（基盤図と現地地

形の差異を確認 

末端位置を確認 末端位置を確認 

末端位置を確認 
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１.５.区域設定のための現地調査 

地形判読調査により抽出された地滑り地形について現地調査を実施し、以下の情報を取得

する。 

① 地滑りブロックの形状および明瞭性

② 地滑り方向と滑動状況の把握

③ 地滑りブロックの連動性の把握

④ 地滑りブロックより下方地形等の確認

⑤ 社会条件等の確認

⑥ その他関連の確認

【解説】 

（１）現地調査の目的 

机上調査により抽出された地滑りブロックについて仮設定を行った上で現地調査を実施し、地滑

りブロックの形状及び移動方向、地滑りの滑動状況及びブロック下方斜面の状況等、既存資料等に

よって把握あるいは想定した事項について、現地の状況を確認する。 

現地調査では、地形調査により抽出された地滑りブロックについて、その滑動痕跡を確認し、区

域設定に必要となる地滑りブロックの形状を把握する。同様に、個々の地滑りブロックの輪郭の明

瞭性、複数の地滑りブロックが存在する場合の相互の関連性、新しい現象や変状の有無、想定され

る移動方向、地滑りブロック下方斜面の状況等を把握し、区域設定に必要な基本情報とする。 

（２）現地調査 

①現地調査の流れ

現地調査の対象箇所は、図 １-５-１に示すとおり地滑りブロック外周の踏査を中心とする。

図 １-５-１現地調査対象箇所 

現地調査対象箇所 
(地滑りブロック外
周の踏査が中心) 
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②現地調査の流れ（チェックポイント）

図 １-５-２現地調査のチェックポイント 
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③現地調査

１）地滑りブロック形状と明瞭性の把握 

地滑りブロック全体の輪郭（頭部・左右側方部と末端部）の明瞭性について把握するため、現地

調査では、以下の項目を中心に確認を行う。 

ａ）滑落崖、陥没・凹地、側方崖、浸食谷、段差地形の位置・規模・新鮮さ 

ｂ）末端隆起・押し出し地形、河川の異常屈曲、地形変換線（遷緩線）の位置・規模・新鮮さ 

ｃ）その他、地滑り変動に関連して形成される微地形の位置・規模・新鮮さ 

判読で不明瞭と見られたブロックについては、現地調査結果による地滑り変動地形の有無によっ

て、地滑りブロックか否かの判断を行う。また、現地調査によって活動性が高い（開口亀裂の存在、

最近の人工構造物修復跡にさらに変状が認められるなど）と判断される範囲が新たに確認できた場

合、1/2,500 地形図に表現可能な大きさであれば地滑りブロックとして抽出する。調査結果は様式

2-2(1)にまとめる(表 １-５-１参照)。また、現地記録写真は頭部、側方部（右側）、側方部（左

側）、末端部および頭部背後状況について最低各１枚は記録を行ない様式3-7に記載する。 

表 １-５-１ 地形調査・現地調査結果（地滑りブロックの明瞭性・滑動性に関する事項） 

記載例 (様式2-2(1)) 

現地調査では、植生や家屋等に遮られて確認可能な範囲が制限され、情報が得られ

ないこともある。現地調査の結果地滑りブロック形状を変更した場合は、実体視によ

る空中写真判読により再度地滑りブロック形状の確認を行うほか、構造物の変状の範

囲を確認し仮設定結果の見直しを行って地滑りブロック形状の確定を行う。 

判定欄 判定欄

無 無

無 有

有 無

そ の 他 そ の 他

無 無

無 有

無 有

そ の 他 そ の 他

無 無

無 無

無 有

そ の 他 そ の 他

無 無

無 無

無 無

そ の 他 そ の 他

地形調査・現地調査結果（地滑りブロックの明瞭性・滑動性に関する事項）

 滑落崖

地滑りブロックの位置

確認項目

明瞭頭部

( )

( )

( )

特 記 事 項

 後背亀裂

 引張亀裂

 構造物等の変状　　

地形調査結果

地滑りブロックの滑動性に関する事項

確認事項

木の根の引張りが認められる段差地形がある
 陥没・凹地

 段差地形

( )

( )

側方部に幅２m程度の表層崩壊が認められる。
中腹部の道路沿いのブロック積工に亀裂が認められる。

 側方崖

地滑り地形の明瞭性

( ) ( )

 河川の異常屈曲  圧縮亀裂

 側方崩壊

末　端　部 不明瞭

 末端隆起・押し出し地形  隆起・押し出し現象

 地形変換線（遷緩線）  構造物等の変状　

 浸食谷

( )

家屋のタタキに亀裂が認められる。側方部（左側） 不明瞭

 側方崖

 段差地形  構造物等の変状　　

 側方亀裂

地滑りブロックの明瞭性に関する事項

現 地 調 査 結 果

側方部（右側） 不明瞭

 側方亀裂

 浸食谷  側方崩壊

 段差地形  構造物等の変状　　
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２）地滑り方向と滑動状況の把握 

地滑りの移動方向と地滑りブロックの滑動状況について把握する。 

現地調査で確認する主な項目を以下に示す。 

ａ）後背亀裂・頭部の引張り亀裂・側方亀裂の連続性と延長方向、側方崩壊の有無 

ｂ）隆起・押し出し現象、圧縮亀裂の有無・方向性と新鮮さ 

ｃ）構造物等の新しい変状の有無・分布・方向性と新鮮さ 

ｄ）その他、地滑りの滑動を示す現象の有無・分布・方向性と新鮮さ 

ここで構造物等とは、擁壁・道路・建築物等の人工構造物とする。 

調査結果は様式 2-2(1)にまとめる(表 １-５-２参照)。 

表１-５-２ 地形調査・現地調査結果（地滑りブロックの明瞭性・滑動性に関する

事項） 

記載例 (様式2-2(1)) 

 

３）地滑りブロックの連動性の把握 

地滑りブロックの形状、移動方向、地滑り現象から地滑りブロックの連動性の把握

を行う。 

地形調査で複数に区分した地滑りブロックが隣接あるいは複合した形状で抽出され

ている場合は、現地で確認した地滑り現象等から連動性について把握し、連動性のあ

る地滑りブロックは複合ブロックとする（複合ブロックについては、「２.２.（７）

地滑りブロックの統合」を参照）。 

４）地滑りブロックより下方地形等の確認 

地滑りブロックより下方斜面において、明らかに土石等が到達しないと認められる

土地の区域の有無と、保全対象等の配置を確認する。 

明らかに土石等が到達しないと認められる土地の区域を設定するためには、以下の

ａ）及びｂ）の確認を行う。（「６.３.明らかに土石等が到達しないと認められる土

地の設定」を参照。） 

ａ）地滑り地塊の移動に影響すると判断される起伏を呈している地形（逆勾配の斜

面、自然の小山などの凸地形、河川・谷などの凹地形等） 

ｂ）地滑り地塊の移動に影響すると判断される用排水路、掘割構造や盛土構造をな

す鉄道・道路などの人工構造物 

全 体 の 輪 郭

末 端 部

長さ(m) 130 幅(m) 110 層厚(m) 10　地滑りブロックの形状

　地滑りブロックの明瞭性の判定
確定できない

確定できない

滑動が確認できない　地滑りブロックの滑動性の判定

判定の根拠
頭部には現地調査により引張亀裂が確認された。東側側方部にはブロック積工の亀裂が認
められる。末端部は地形変化点である河床部までと判定した。

Ｄ

判定の根拠 頭部の引張亀裂は認められるが、地滑りブロック全体に滑動性を示す現象は確認できなかった。

ランク区分※



【本編】 

地-20 

表１-５-３ 地形の種類と確認する項目 

地形の種類 確認する項目 

逆勾配の斜面・小山 
・逆勾配の斜面（地滑り方向と逆の勾配）・小山の位置および高

さ 

河川・谷 
・川岸の位置および高さ 

・川・谷幅 

池・沼 ・位置及び分布範囲 

表１-５-４ 人工構造物の種類と確認する項目 

人工構造物の種類 確認する項目 

掘割構造 
・掘割の位置および方向 

・掘割の幅および深さ 

盛土構造 ・盛土の位置および高さ 

５）社会条件等の確認 

地滑りブロックが滑動した場合に、人家等が存在する箇所及び人家等の立地が予想

される箇所に影響を生じるか否かについて確認を行う。（１.１.（３）社会条件によ

る抽出参照） 

６）その他関連の確認 

地滑りブロックの明瞭性や滑動性の把握に役立てるため、地表水・地下水の状況、

植生の状況、土地利用状況、地形・地質状況（地層の走向・傾斜）、対策施設の状況

について把握する。 

現地調査で確認する項目を以下に示す。なお、以下の調査項目において、既往調査

結果や地形図等で最近の状況を含めた情報が確認できる場合は現地調査で確認しなく

てもよいものとする。 

ａ）湧水、湿地・池・沼の有無 

ｂ）主な植生の種類 

ｃ）主な土地の利用状況 

ｄ）地滑りの種類 

ｅ）地滑り地塊の種類 

ｆ）基盤岩の地質時代・地質名・種類・地質構造（地層の走向・傾斜） 

ｇ）斜面の平均勾配 

ｈ）対策施設の変状の有無と変状状況 

７）基盤図と現地地形の相違の確認 

基盤図と現地の地形状況が著しく異なる場合、設定される区域の範囲や形状が実際

と大きく変わる。側壁の位置、地滑り頭部の位置、家屋の有無等にこうした状況が確

認された場合には基盤図と現地の相違を調書に記載する（調書様式 2-6 現地調査結

果図）。基盤図と現地地形が異なる場合ブロック外周部により区域形状が変わるため、
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現地地形に合わせたブロック外周の設定を行う。 

 

図 １-５-３ 基盤図と現地地形の相違事例 

図 １-５-４ 調書への基盤図と現地地形の相違の記載例（様式 2-6） 

現地の等高線

イメージ

現地に谷地形

は不明瞭

張り出し地形

は不明瞭

現地は尾根地形

(DMでは谷地形)

現地は谷地形

(DMでは尾根地形)
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８）既往ブロックの取り扱いについて 

「地滑り地形」は地すべり防止事業等によって設定されたブロックや地すべり危険

箇所カルテに記載されているブロックを包括する場合が多い。地形条件による地滑り

ブロックを設定した場合、既往ブロックが拡大されることになるが、地滑り地形が判

読されたとしても、その全域を地滑りとして設定したほうがよいか、部分的に設定し

たほうがよいか検討が必要である。 

対策工未施工のブロックの場合は、たとえば、現地調査により河川や沢による浸食

により斜面の不安定化により地滑りによる危害が生じる可能性が懸念される区域を地

滑り区域として設定する。 

対策工施工済みのブロックの場合についても、基礎調査として空中写真判読による

机上調査、現地調査を実施したうえで、地形の連続性を確認し地滑り区域を設定する。

その際、既往ブロックの外側に明らかに地滑りによると判断される特異な現象が現

地で確認された場合については、地滑りブロックの追加や拡大を検討する。ただし、

地滑りブロックの追加や拡大の必要がないと判断した場合においても、現地で確認さ

れた事象については調書に記録する。 

図 １-５-５ 既往ブロック範囲で確認された事象の記録事例 



【本編】 

地-23 

２.地滑り区域の設定 

２.１.地滑り区域の定義 

本調査で対象とする「地滑り区域（地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域）」

は、滑落崖と地滑り地塊（不明瞭のものも含む）を合わせた範囲からなる地滑りブロックとし、複

数ブロックが統合されるケースも含めて地滑り区域とする。 

【解説】 

「土砂災害防止法施行令」第二条第三項において「地滑り区域」は「地滑りしている区域又は地

滑りするおそれのある区域」と定義されている。 

この「地滑り区域」は、警戒区域や特別警戒区域が「地滑り区域」の末端「特定境界線」）の軌

跡で定義されていることから分かるように、一般的に用いられている「地滑りブロック」を示して

いる（図 ２-１-１）。基礎調査作業では、便宜上、机上調査（資料調査・地形調査）及び現地調査

の段階では「地滑りブロック」、地滑りブロック統合後の地滑り範囲を「地滑り区域」と呼称する。 

「地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域」については、「地滑りしている区域」

＝「現在、滑動中の地滑りブロック」、「地滑りするおそれのある区域」＝「将来、滑動する可能

性のある地滑りブロック」と定義される。 

なお、大規模な地滑り地形の場合、無理にすべてを包括したブロックを設定せずに、内部の現在滑

動中の地滑りブロック、将来滑動する可能性のある地滑りブロックについてのみ区域設定すること

とする。 

図 ２-１-１  地滑り区域の定義 

・「地滑り地塊」 

地滑りの滑動によって移動した、または移動する可能性のある土石等の存在する範囲。 

（地滑りブロックの中で移動するのは通常地滑り地塊の部分のみだが、滑落崖はこの地塊が移動し

た範囲であるため滑落崖＋地滑り地塊を地滑り区域とする。ただし、滑落崖の背後に亀裂がある場

合はその亀裂までを範囲とする。）

地滑り区域 

地滑り地塊 
滑落崖 
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２.２.地滑り区域の設定 

現地調査により確認した地滑りブロックについて、地滑り区域の設定を行う。 

【解説】 

区域設定のための調査（資料調査・地形調査・現地調査）により抽出した地滑りブロックについ

て以下の事項を検討し、地滑り区域の設定を行う。  

（１）地滑りブロック形状の設定 

（２）地滑り方向の設定 

（３）すべり面の設定 

（４）地滑りブロック妥当性の検討 

（５）地滑りブロックのランク区分 

（６）地滑りブロックの統合 
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（１）地滑りブロック形状の設定 

地滑りブロックの形状は、以下の項目について検討する。 

① 地滑りブロックの長さ、幅

② 地滑りブロック末端位置

【解説】 

危害のおそれのある土地等の区域の設定においては、地滑りブロックの形状が重要になる。地滑

りブロックの長さや幅ならびに末端位置については、既往調査資料や地形判読調査および現地調査

結果に基づき、総合的に検討して設定する。 

①地滑りブロックの長さ、幅

地滑りブロックの長さ（Ｌ）、幅（Ｗ）の設定は、以下のとおりとする。

・ 地滑り区域の長さは、地滑り方向と平行な方向で、ブロックの上端と下端の間の水平距離

とする。ブロック上端の位置は滑落崖の外周とする。なお、地滑り地塊の規模に対して、

滑落崖が非常に大きい場合、地滑り地塊の実際の滑動状況を考慮し、適切な範囲で設定す

る。 

・ 地滑り区域の幅は、地滑り方向と直交する方向で、ブロックの左端と右端の間の水平距離

とする。 
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※幅については側方の滑落崖まで含めるが、下方に地滑り地塊のない滑落崖から出るイエローゾ

ーンについては明らかに土石等が到達しない範囲として区域から除外する。 

※地滑り地塊の長さに対して著しく過大な滑落崖を設定しないよう留意する 

図 ２-２-１ 地滑りブロックの長さ(L)と幅(W)の取り方 

＜地滑りブロックの長さ（Ｌ）の取り方＞ 

地塊の幅＜滑落崖の幅
↓

滑落崖の幅＝地滑りブロックの幅（W）

地滑り地塊の幅

地塊の幅≧滑落崖の幅
↓

地塊の幅＝地滑りブロックの幅（W）

地滑りブロックの幅（W）

滑落崖地滑り地塊

滑落崖の水平距離

地滑り地塊の水平距離

地滑りブロックの長さ（Ｌ）

滑落崖の幅

地滑りブロックの幅（W）

＜地滑りブロックの幅（Ｗ）の取り方＞ 
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図 ２-２-２ 特異な形の地滑りの長さと幅の取り方 

②地滑りブロック末端位置の設定

一般に、地滑りブロックでは頭部より末端部の決定が難しく、かつ土砂災害防

止法においては、末端の位置は「危害のおそれのある土地等」の設定に大きく影

響する。したがって地滑りブロックの末端位置の設定には特に慎重な作業が必要

である。地滑りブロックの末端位置については以下の①～③の事項をもとに設定

する。 

１）既往調査により末端位置が確定されている場合 

ボーリング調査結果等（コア観察結果、孔内傾斜計等によるすべり面調査結果） 

により、調査成果で確認されている場合は、既往調査結果から地滑り区域の末端位置

を確定する。 

２）末端部に明瞭な地滑りによる変状(変状の痕跡)が認められる場合 

最近の滑動履歴がある、または活動中の地滑りで、現地調査において隆起や押し出

しによる変状進行など明らかな変状及び変状の痕跡が認められる場合には、これらに

より地滑りブロックの末端位置を確定する。 

３）既往調査資料で末端位置が確定されず、変状も認められない場合 

以下の事項を参考とし、地滑り区域の末端位置を推定し、確定する。（図 ２-２-３参

照）。 

・地滑りブロック末端部の河川の異常屈曲 

・地滑りブロック末端部の地形変換線（遷緩線） 

図 ２-２-３ 地滑りブロック末端位置 
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（２）地滑り方向の設定 

地滑りブロックの地滑り方向は、現地調査結果や既往調査資料、地形判読調査

を総合的に検討して設定する。 

【解説】 

地滑り方向は、「危害のおそれのある土地等の区域」を直接決定付ける要素である。

既往調査や、地形判読調査および現地調査結果に基づき、それぞれに推定される滑り

方向を総合的に検討して判断する必要がある。 

机上及び現地調査で把握される地滑り方向には以下のようなものがある。 

① 現地調査に基づく移動方向

② 既往資料（調査・観測報告書、災害履歴）に基づく移動方向

③ 空中写真・地形図判読による移動方向

①現地調査に基づく地滑り方向

現地調査においては、地形判読調査で推定した滑り方向を参考にしながら、ブロック形状や斜面

傾斜方向を基に滑り方向を推定するとともに、地形判読調査では得にくい活動現象等をとらえて滑

り方向を推定する。

②既往調査資料に基づく地滑り方向

地滑り対策事業を目的として、ボーリング等の地質調査や動態観測等が実施され、

滑り面形状や地滑り機構が解析されて、滑り方向が確認（もしくは設定）されている

地滑り区域については、その方向を優先的に採用する。 

既往地すべり危険箇所調査等の資料に滑り方向が記載されている場合は、その調査

方法等を踏まえた上で、次に示す地形判読調査における参考として検討する。 

③空中写真判読に基づく地滑り方向

空中写真判読においては、地滑りブロック内の斜面の最大傾斜方向や両側方部の伸

張方向、滑落崖の傾斜方向などの地形条件を考慮して滑り方向を推定する。 

既往資料で地滑り方向が動態観測等から確定されている場合はその方向も参考とし、空中写真及

び地形図判読に基づく方向、現地調査結果と合わせて、原則として地滑りの専門的な知識と経験を

有する複数の技術者が総合的に判断し、地滑り方向を設定する。 
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【参考：その他の移動方向設定法】 

地形図の等高線から機械的に設定する「中点法」「直行線法」のような考え方もあ

る(図 ２-２-４)。 

図 ２-２-４ 地滑りブロック移動方向の設定例 



【本編】 

地-30 

（３）すべり面の設定 

設定した地滑りブロックの縦断形状および地滑りの種類/タイプからすべり面を推定し設定す

る。 

【解説】 

縦断形状や既往文献資料（近傍における同じ地質で発生した地すべり調査や対策工

事等の資料やその他事業のボーリング資料）が得られる場合には、その調査結果によ

るすべり面形状を参考にし、推定すべり面形状を設定する。なお、地滑り層厚は地表

面からすべり面までの鉛直方向の厚さを計測するものとする。 

なお、縦断形状からすべり面を想定する際は、「最大厚さは地すべり幅の 1/4～1/

10 の範囲にある」（上野将司(1997)：地形地質調査による地滑りの予知、土と基礎、

Vol.45、NO.6、pp.5-8）ことなどを考慮し、断面図に想定すべり面を描くものとする。 

ただし、推定すべり面の層厚を地滑りブロックの最大幅の 1/７（最大厚さは地す

べり幅の 1/4～1/10 の範囲の平均として 1/7）を一律に適用した場合、層厚が過大と

なり、すべり面形状が不自然となるケースがあるので、地滑りごとの縦断形状から推

定すべり面形状を設定する。 

図 ２-２-５ 推定すべり面を設定する際の留意点 

（地滑りブロック最大幅）／７を適用した場合、すべり面形状が不自然となる事例 

A 

A’ 

縦断形状からの推定すべり面層厚 
W/7から推定した 

最大層厚（すべり面） 

A 

A’ 

地滑り区域 推定したすべり面形状の妥当性につ

いて検証する必要がある。 
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（４）地滑りブロック妥当性の検討 

地滑りブロックの縦断面形状および横断面形状状より、設定した地滑りブロックの妥当性につい

て検討を行う。 

【解説】 

地滑りブロックを構成する地滑り地塊は立体的な形状であることから、設定された

地滑りブロックの縦断面形状、横断面形状、推定すべり面の勾配ついて妥当性検討を

行う。検討した結果は様式 4-4 に推定すべり面を記入した縦断図、横断図を記載する。 

①縦断面形状の妥当性の確認

縦断図は、対象となる地滑り方向と平行の方向に縦断線を設定し、作成する。縦断図では

地滑り頭部、末端部、地滑りブロック内の小ブロックが勾配変化点等に対応しているかどう

かについて確認を行う。縦断図を作成する測線の位置は、地滑りブロックの移動層厚の最大

層厚を表現する位置に設定する。 

②横断面形状の妥当性の確認

横断図は、縦断面形状の検討を行った縦断線に対して直交する方向に横断測線を設定し作成

する。横断図の位置は地滑り頭部、中腹部で作成し、必要に応じて末端付近の横断図も作成す

る。 

横断図には地質構成等を考慮した推定滑り面を記入するものとする。 

横断形状の検討に当たっては、縦断図から推定したすべり面深度を参考に地滑りの横断面形

状の検討を行ない、地滑りブロックの横断面形が極端に左右非対称になっていないか、縦断図

で推定したすべり面との関係を考慮しながら横断面形状の妥当性の検討を行う。（※小規模な

地滑りブロックなど、基盤図と現地地形が異なる場合があるため、地形図と現地地形の差異に

留意する。） 

③すべり面勾配の妥当性の確認

すべり面の内部摩擦角とすべり面勾配には図 ２-２-７に示されるような事例が報告されてい

る。調査対象地を構成する地質から推定されるすべり面の内部摩擦角と、縦断図から作成した

推定すべり面勾配から、地滑りブロックの頭部、末端範囲や地滑りの移動方向など設定を行っ

た地滑りブロックの妥当性の検討を行う。 

また、近傍における同じ地質で発生した地すべりの調査や対策工事等の資料、その他事業の調査

結果資料が得られる場合、活用し地滑りブロックの妥当性について検討を行う。
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図 ２-２-６ 縦横断図によるブロックの妥当性確認例 

図 ２-２-７ すべり面勾配と内部摩擦角の関係 

（引用：T.F.FATHANI ， H.NAKAMURA(2005) ： A new method for estimating the shear strength 
parameters at the critical slip surface.,日本地すべり学会誌Vol.42, No.2,57-66.）

▲ 湛水地すべり 

○ 一般の地すべり

相関式：tanφ＝0.8635tanα－0.1152 

相関係数：R2＝0.902 

φ：すべり面の内部摩擦角 

α：すべり面勾配 

αmin＝7.6° 

Ａ 
Ａ’ 

Ｂ 
Ｂ’ 

Ｃ 
Ｃ’ 

Ｂ 

Ｂ’ 

Ｃ 

Ｃ’ 

Ａ 

Ａ’ 

横断１ 

横断２ 
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明瞭で
ある

Ａ Ｃ 

不明瞭
である

Ｂ ～ 
D ～ 

確定できない

地滑りの
滑動性

滑動認できる 

滑動が確認できる 滑動が確認できない

輪
郭
及
び
末
端
部
の
明
瞭
性

凡例

地滑りブロッ
クの輪郭 

確定できる

滑動が確認できない

（５）地滑りブロックのランク区分 

地滑りブロックについて、地滑りブロックの明瞭性および活動性を把握し、ランク区分を行う 

【解説】 

資料調査・地形調査・現地調査結果によって把握した、地滑りブロックの明瞭性と

滑動状況から、各地滑りブロックをＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つにランクに区分する。それ

ぞれのランクの定義を表２-２-１に示す。 

表２-２-１  地滑りブロックのランク区分 

 

 

 

 

 

 

 

ランク区分 ランク区分の定義 備考 

Ａ 
地滑りが滑動中であることが確認で

き、かつ、地滑りブロック全体の輪郭

及び末端部が明瞭なもの。 

ブロック全周が明瞭であり、地滑り

滑動の兆候が明らかに新しい。 

レッドゾーン・イエローゾーンの設

定対象。 

Ｂ 
地滑りが滑動中であることが局部的

に確認できるが、地滑りブロック全体

の輪郭又は末端部が不明瞭なもの。 

地滑り頭部で滑動の兆候が確認でき

るが、地滑りブロック全体の輪郭又は

末端部現象が不明瞭である。イエロー

ゾーンの設定対象。 

Ｃ 
地滑りが滑動中であることが確認で

きないが、地滑りブロック全体の輪郭

及び末端部が明瞭なもの。 

過去に滑動し、対策工の施工により

概成したブロックが該当しやすい。イ

エローゾーンの設定対象。 

Ｄ 

地滑りが滑動中でなく、地滑りブロ

ック全体の輪郭又は末端部が不明瞭な

もの。不明瞭であるが地滑りするおそ

れが認められるもの。 

 地すべり防止区域内における対策不

要とされたブロックや、地すべり危険

箇所等におけるブロックが該当しやす

い。イエローゾーンの設定対象。 

地滑りの滑動状況
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図 ２-２-８ 明瞭な地滑り変状の例 

①地滑りの滑動状況

地滑りの滑動状況は、以下の基準の両方に該当する場合のみ｢滑動が確認できる｣と判定する。

１）現地調査で下記の地滑りの滑動状況が認められる場合

・頭部・滑落崖：後背亀裂、頭部の引張り亀裂

・側    部：側方亀裂

・末  端  部：隆起・押し出し現象、圧縮亀裂、末端部崩壊

・構 造 物 等 ：建築物・擁壁・道路等の亀裂、はらみだし、変形

２）動態観測で基礎調査時点から遡って１年間以内に以下の顕著な累積変動（出典：「地すべり

観測便覧」）が認められる場合 

②地滑りの輪郭および末端部の明瞭性

地滑りブロック全体の輪郭および地滑りブロック末端部の明瞭性については、以下のいずれかに

該当する場合｢明瞭｣と判定する。 

１）地滑りブロック全体の輪郭 

・地形判読、空中写真判読等の机上調査で、地滑り頭部（滑落崖）および側方部（左右）ともに

明瞭である。 

・現地調査で、頭部および側方部それぞれに地滑り地形（滑落崖、陥没・凹地、側方崖、段差地

形、浸食谷）が確認される。 

・既往の調査資料で、地滑り頭部および側方部の輪郭の根拠が、明確に記されている。 

・段差の肩の部分がシャープに残る 

・段差の壁面に侵食や植生侵入なし 

・亀裂の連続性が確認される 

・亀裂の幅は狭いが深部に達している 

・伸縮計による観測で1mm／日以上の累積変動が連続５日以上継続して観測された場合。 

・パイプ歪計による観測で1,000μｽﾄﾚｲﾝ／月以上の累積変動が観測された場合。 

出典：「地すべり観測便」
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２）地滑りブロック末端部 

・現地調査で、末端部隆起・押し出し地形が確認される。 

・既往の調査資料で、ボーリング調査等の詳細調査が実施され、地滑り末端部の設定根拠が明確

に設定されている。 

③対策施設が施工済の地滑りブロックの滑動状況判定

地滑り対策施設が施工済の地滑りブロックにおいて、現地調査による対策施設の状況及び観測デ

ータ等により、地滑りが滑動している兆候が認められなければ、対策施設は効果を発揮していると

見なす。 

対策施設等に変状が認められる場合は、その他の滑動兆候の有無を考慮に入れ、地滑りの滑動に

よるものか否かを判断する。 

図 ２-２-９ 対策工効果評価フロー 

机上調査結果

現地調査結果

既設対策工

がある

対策工は完了して
いる

明瞭な滑動が認
められる。

対策施設効果は評価しない
個別に協議し、対策施設効果を

評価するかどうか決定する

計画目標安全率を満たしたと判断し、

対策施設効果を評価する

YESNO

NO YE S

NO YE S

NO YE S

YE S NO

地滑り対策を目
的とした対策工
である

対策工完了後、対策工、人
工構造物、地形などに変状

が発生していない
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（６）地滑りブロックの統合 

隣接する地滑りブロックは、地滑りブロックの形態やランクを考慮した上で、

ブロックを統合して１つの地滑り区域とすることができる。 

【解説】 

地滑りは、単一のブロックとして滑動するもの（以下「単一ブロック」という。）

以外に、内部・外部に二次的な地滑りを伴うものや複数の地滑りが連動して滑動する

もの（以下「複合ブロック」という。）など、様々な形態がある（図 ２-２-１０参

照）。 

現地調査等により滑り面形状や滑動状況等から連動性が把握された地滑りブロック

は複合ブロックとし、ブロックを統合して地滑り区域とする。統合されない地滑りブ

ロックは単一ブロックとして、地滑りブロック形状がそのまま地滑り区域となる。 

なお、統合が可能な地滑りブロックは地滑りのランクが同じランクである場合（ラ

ンクＡ、もしくはランクＣ同士である場合）に限る。 

《単一ブロック》 

○地滑りブロックが単独で存在する場合（図 ２-２-１０ 事例①）

地滑りブロックが単独で、小ブロックや隣接するブロックを伴わない場合に

は、一つの地滑り区域とする。 

○複数の地滑りブロックが混在する区域内において、移動方向が大きく異なるブ

ロックがある場合（図 ２-２-１０ 事例②） 

複数の地滑りブロックが混在する区域内において、移動方向が大きく異なる

ブロックがある場合は統合を行わず個別の地滑り区域として設定する。 

○地滑りブロックの移動厚が大きく異なる場合（図 ２-２-１０ 事例③）

隣接するブロックであっても移動層厚が大きく異なることが想定される場合

には、明らかに土砂が到達しない範囲が統合することによって大きく変わるこ

とに留意する。（地滑り機構が大きく異なる岩盤すべりと崩積土すべりブロッ

クが並列する場合など）。 

《複合ブロック》 

○複数の地滑りブロックが隣接し、連鎖して滑動する場合（図 ２-２-１０ 事

例④） 

移動方向が同じで、かつ相互に影響を及ぼしながら移動すると考えられる複

数の地滑りブロックの場合はブロックを統合し、一連の地滑り区域として設定

する。 

○複数の地滑りブロックが上下に接し、一体で滑動する場合

下方または上方の地滑りの滑動によって全体が滑動する場合は、ブロックを

統合し一連の地滑り区域とする。（図 ２-２-１０ 事例⑤） 

主ブロックに小ブロックが包括される場合は、ブロックを統合し、一連の地

滑り区域とする。（図 ２-２-１０ 事例⑥） 

○地滑り機構が大きく異なる場合

地滑り機構が大きく異なる岩盤すべりと崩積土すべりブロックが並列する場

合などは統合について十分に検討を行う必要がある。 
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ただし、地滑りブロックの統合については、単純に地形要因（滑落崖や緩傾斜地の

分布等）だけで統合と判断するのではなく、対象とする地滑りの地質分布・地質構造

などの地域特性を十分に考慮し、上記の事例だけではなく、総合的に検討する必要が

ある。



【本編】 

地-38 

【単一ブロック】 

事  例 解  説 

事

例

① 

地滑りブロックが単独で、小ブロックや隣接

するブロックを伴わない場合には、一つの地

滑り区域とする。 

事

例

② 

複数の地滑りブロックが混在する区域内にお

いて、移動方向が大きく異なるブロックがあ

る場合は統合を行わず個別の地滑り区域とす

る。 

事

例

③ 

隣接するブロックであっても移動層厚が大き

く異なることが想定される場合には、明らか

に土砂が到達しない範囲や危害のおそれのあ

る土地の範囲が統合することによって大きく

変わるため統合は行わない。 

図 ２-２-１０ 地滑りブロックの形態の違いによる危害のおそれのある土地等の設定例（1/2） 

注）地滑りブロック内も「危害のおそれのある土地」だが、本図では説明上白抜きとしている。 

Ｗ 

Ｌ１ 

単一ブロック 

Ｌ 

W

Ｗ

Ｌ

過大設定

の範囲
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【複合ブロック】 

事  例 解  説 

事

例

④ 

移動方向が同じで、かつ相互に影響を及ぼし

ながら移動すると考えられる複数の地滑りブ

ロックの場合は、区域を統合し、一連の地滑

り区域とする。 

事

例

⑤ 

隣接するブロックの形状が大きく異なる場合

であっても、下方または上方の地滑りの滑動

によって全体が滑動する場合は、区域を統合

し、一連の地滑り区域とする。 

事

例

⑥ 

隣接するブロックの形状が大きく異なる場合

であっても、主ブロックに小ブロックが包括

される場合は、一連の地滑り区域とする。 

図 ２-２―１０ 地滑りブロックの形態の違いによる危害のおそれのある土地等の設定例（2/2） 

注）地滑りブロック内も「危害のおそれのある土地」だが、本図では説明上白抜きとしている。 

W 

Ｌ１ 

複合ブロック①  

Ｌ１ 

W 

複合ブロック②  

Ｌ１ 

W 

複合ブロック③   
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隣接するブロックで連動性が把握された地滑りであっても、地滑りブロックの規模が大きく異な

る場合や、移動層厚が大きく異なることが想定される場合には、明らかに土砂が到達しない範囲が

統合することによって大きく変わるため一律に統合は行わず、個々での技術的判断が必要である。

また、地滑り機構が大きく異なる岩盤すべりと崩積土すべりブロックが並列する場合など、地滑り

地塊を構成する地質や現地の地滑り地形条件を考慮して統合の検討を行う。 

■統合により区域全長が変わることによる区域形状の違い

 (1-1) 統合しない場合  (1-2)統合する場合 

■統合により移動層厚が変わることによる区域形状の違い

 (2-1)統合しない場合  (2-2)統合する場合 

 

 

図 ２-２-１１ 地滑りブロック統合の有無による区域形状の違い 

注）地滑りブロック内も「危害のおそれのある土地」だが、本図では説明上白抜きとしている 

滑落崖

外部ブロック

主ブロック

外部ブロック

主ブロック

滑落崖

河
川

外部ブロック

滑落崖

主ブロック

層厚より河川比高が
高い場合、イエロー
は設定されない

河
川

外部ブロック

滑落崖

主ブロック

著しい危害のおそれのある土地の区域

地滑り区域下方の地滑りによる危害の
おそれのある土地の区域

凡　例
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２.３.地滑りブロックの名称 

区域調書に記載する地滑りブロック名は、小文字のａ～ｚをブロック名称とし、地

滑り区域名は大文字のＡ～Ｚを区域名称として表記する。 

【解説】 

単独ブロックを区域とする場合にはブロック名称に対応する大文字のアルファベッ

ト名を区域名称とし（図 ２-３-１ (a)）、統合を実施した区域については統合前の

ブロック名称を合わせた大文字のアルファベット名を区域名称とする（（図 ２-

３-１ (b)）。 

一方、崩積土を主体とする移動層厚の比較的薄い地滑りや、温泉地滑りでは末端部

を共有しながら、地滑りブロックが後退した地形が形成されている場合がある。こう

いった末端部を共有する一連の地滑り地形内のブロックは小ブロックとし、ブロック

名称と数字で表記した小ブロックとする（（図 ２-３-１ (c)）。これらの小ブロッ

クは様式 2-6、様式 4-3 に記載するほか、様式 3-7 の写真コメントを記載する際に活

用する。 

（ａ）単独のブロック  （ｂ）末端部を共有しないブロック （ｃ）末端部を共有するブロック 

図 ２-３-１ 地滑りブロック、区域名称 

Ａ区域 

ＢＣ区域 

Ｄ区域 

ａブロック 

ｄブロック 

ｄ1ブロック 

ｄ2ブロック 

ｄ3ブロック 

ｂブロック 

ｃブロック 
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３. 地質調査

３.１. 土質調査 

地滑りの発生によって生ずる土石等により建築物に作用すると想定される力の大きさを算定

するため、告示式に用いる次の土質定数等を設定する。 

（１）土石等の単位体積重量（γ） 

（２）土石等の内部摩擦角（φ） 

【解説】 

土質定数等は、告示式による土石等により建築物に作用すると想定される力の大きさを計算する

上で重要なパラメータの一つであり、著しい危害のおそれのある土地の区域の把握に影響するため、

以下の基準により設定する。 

（１）土石等の単位体積重量（γ） 

土石等の単位体積重量（γ）は、地滑り防止対策事業が実施されている地滑りブロックでは

設計時に採用されている値を用いる。 

それ以外の地滑り区域は、18kN/m3 を一般値とする。 

【解説】 

地すべり防止対策事業が実施されている地滑りブロックは、対策施設の設計時に地質調査が実施

され、土質定数が設定されている場合が多い。移動による力を算出するための土質定数は、地滑り

が活動して家屋に向かって移動する土塊の物性値であることを踏まえた上で、設計時に調査された

単位体積重量値が採用できる場合は、その値を用いる。 

土質定数を設定できる地質情報がない地滑り区域については、一般値として 18kN/m3 を用いる。

この値は、「建設省河川砂防技術基準（案）計画編（1997）」および｢道路土工のり面工・斜面安定

工指針（1999、（社）日本道路協会）｣を参考にしている。 

（２）土石等の内部摩擦角（φ） 

土石等の内部摩擦角（φ）は、地滑り土塊の土質試験が実施されている場合はその試験値を

用いる。それ以外の地滑り区域は、25° を一般値とする。 

【解説】 

土石等の内部摩擦角は、一般に地滑りの安定計算で用いるすべり面の内部摩擦角とは異なり、土

石等そのものが有する土質定数である。このため，地滑りブロック毎に地滑り地塊の性状（基盤地

質，風化度，固結度，粒度組成，含水状状態等）が異なるため，地滑りブロック毎に室内土質試験

（一面せん断試験または三軸圧縮試験）が地すべり対策調査や工事等の資料やその他事業により実

施されている場合は，その結果を用いて土質定数を設定することが望ましい。 

一般に滑動を繰り返した地滑りは、地滑り地塊自体がかなり揉まれており、脆弱化していること

が知られている。また、すべり面のせん断強度が地質別に異なることから、地滑り地塊のせん断強
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度も地質別に異なるものと考えられる。 

以上の理由により、 

①対象地滑りブロックについて、地塊の土質試験が実施されている場合はその値を用いる。

②既存の調査データが入手できない場合には、一般値φ＝25°を用いることができる。

なお、この一般値は表 ３-１-１より、中・古生層地すべりの平均値を採用した。 

表 ３-１-１ 地滑り地塊の内部摩擦角 
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４.対策施設状況調査

４.１.対象とする対策施設 

対策施設状況調査では、調査対象箇所において土砂災害等を防止する以下の効果を有する施

設を対象とする。 

・地滑り地塊の移動を防止する効果 

・地滑り地塊のすべりに伴って生ずる土石等を保全すべき地域に到達させない効果 

【解説】 

 事業種としては、地滑り対策事業としての施設と他事業の施設に区分される。 

・地すべり防止事業（国（国土交通省、林野庁、農林水産省農村振興局）、県） 

・地すべり以外の砂防事業（急傾斜地法、砂防法） 

・その他の事業 

 対策施設の工種は、表 ４-１-１に示すとおりである。 

表 ４-１-１ 対策施設工種 

区 分 工 種 

地滑り地塊の除去 排土工 

水流の付替え 

地表水排除工 
排水施設 

地下水排除工 

押さえ盛土工 

くい工 

シャフト工 
土留めおよびくい 

アンカー工 

ダム、床固、護岸、導流堤および水制 ダム、床固、護岸、導流堤および水制 

地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等を

堆積させるための施設 
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４.２. 対策施設の調査及び評価 

（１）施設の調査 

調査対象箇所において地すべり対策施設が整備されている場合は、その工種、規模、事業種

別、概成等を調査する。 

【解説】 

地滑り区域を含む地域内に、地すべり対策施設がある場合は、工種(表 ４-１-１参照)、規模、事

業種別を把握する。 

また、地すべり防止事業の場合は、対策施設が概成しているかどうかを資料等より把握する。 

（２）施設の評価 

地すべり対策施設は、地滑りブロックに対する事業の進捗度および変状により効果を評価す

る。 

【解説】 

地すべり対策施設は、地滑りの滑動を防止することを目的として施工される。したがって、対策

施設が施工され当該ブロックに対する対策事業が概成しており、現地調査による対策施設の状況確

認及び観測データ等により、地滑りが活動している兆候が認められなければ、対策施設は効果を発

揮していると評価できる。 

一方、対策施設等に変状が認められる場合は、地滑りの活動兆候を示している可能性があり、そ

の他の活動兆候の有無を考慮して対策施設の変状が地滑りの滑動によるものか否かを判断する。 
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５. 過去の災害履歴に関する調査 

当該地滑り、またはその周辺で発生した地滑りについて、下記に示す調査内容を調査し、地

滑りの規模及び被災状況を把握し、危害のおそれのある土地等の範囲を設定するための基礎資

料を集積する。 

（１）発生日時および発生位置 

（２）地滑りの規模等 

（３）被害の状況 

（４）降雨量 

（５）その他 

 

【解説】 

地滑り地形は、複数回の地滑り滑動を繰り返して形成されているものがほとんどであり、過去の

滑動が災害履歴として残っているものも存在する。過去の滑動履歴は、地滑りの移動速度、移動規

模、滑動が進行する条件（降雨等）など、地滑り機構を検討する上で参考となるデータを含む。 

 

（１）発生日時および発生位置 

①発生年月日 

発生年月日については、西暦を用いる。発生時刻がわかる場合は、それを記録する。 

②発生位置 

災害発生位置については、活動した地滑りブロックの位置（緯度、経度）を記録する。 

 

（２）地滑りの規模等 

地滑りの規模等については、記録資料のある範囲内で表５-１-１の項目について記録する。 
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表 ５-１-１ 地滑りの規模等の記録項目 

項 目 単位 項 目 単位 

地滑りの長さ ｍ 土石等の高さ ｍ 

地滑りの幅 ｍ 地滑りの種類 － 

地滑りの厚さ ｍ 地滑り地塊の種類 － 

面積 ｍ2 基盤地質名 － 

移動土量 ｍ3 単位堆積重量 kN/m3 

土石等の移動距離 ｍ 内部摩擦角 ° 

（３）被害状況 

①人的被害

人的被害については、当該地滑りによる被害人数を記録し、死者、行方不明者、負傷者に区分し

て記録する。 

また、負傷者については、軽傷、重傷に区分し、区分が不可能な場合は一括して負傷者として記

録する。 

②家屋被害

家屋被害については、当該崩壊による被害棟数を記録し、構造による区分（木造、非木造）、被

害程度による区分（全壊、半壊、一部破損）を行い、区分が不可能な場合は、一括して記録する。 

（４）降雨量 

降雨量については地滑り発生までの連続雨量、最大24時間雨量および最大１時間雨量について調

査を行う。また、異常気象名を記録する。 

（５）その他 

当該地滑りにおける伸縮計等の記録がある場合は、その概要について記録する。 
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６. 危害のおそれのある土地等の区域の設定

６.１. 危害のおそれのある土地の設定 

危害のおそれのある土地とは、地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域及びそれら

の区域の末端（特定境界線）から地滑り区域の長さに相当する距離の範囲内の区域である。 

【解説】 

危害のおそれのある土地の定義は、表 ６-１-１に整理した設定条件を満たす区域

であり、設定概念は図 ６-１-１に示したとおりである。 

なお、区域の末端（特定境界線）とは、図 ６-１-１中の接点Ｐと接点Ｐを両端と

する地滑り区域の末端に沿う線である 

表 ６-１-１ 危害のおそれのある土地の設定条件 

区分 設定条件 

地滑り区域 

地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域。 

滑落崖＋地滑り地塊のほか、滑落崖の外側に地滑りの兆候

と考えられる亀裂や段差地形等が認められる場合はこれを範囲

に含める。 

地滑り区域の下方 

地滑り区域の末端（特定境界線）から地滑り区域の長

さに相当する距離の範囲内の区域。 

地滑り区域の長さが 250m を越える場合は地滑り区域の末端

（特定境界線）から 250m までとする。ただし、地形状況によ

り明らかに土石等が到達しないと認められる土地の区域を除

く。 



【本編】 

地-49 

 

 

 

 

 

 

図 ６-１-１ 危害のおそれのある土地等の設定概念図 

【記号の定義】 

危害のおそれのある土地等の区域設定において使用する記号を次に定義する。 

L：地滑り区域の長さ（告示式に基づく＊） 

L１：地滑り区域下方の地滑りによる危害のおそれのある土地の長さ（最大250m） 

L２：地滑りによる著しい危害のおそれのある土地の長さ（最大60m） 

Ｗ：地滑り区域の幅（告示式に基づく） 

Ｄ：地滑り地塊の最大層厚 

＊告示式とは「国土交通省告示第 332 号(平成 13 年 3 月 28 日)」に規定される式をいう。 
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（１） 危害のおそれのある土地の設定手順 

危害のおそれのある土地の区域設定作業は、図 ６-１-２に示す手順で行う。 

 

 

 

 

 

図 ６-１-２ 危害のおそれのある土地の設定手順 

（２） 危害のおそれのある土地の設定方法 

「２.２.地滑り区域の設定」で設定した地滑り区域について、以下の事項を検

討し、危害のおそれのある土地の区域設定を行う。危害のおそれのある土地の区

域設定例を図 ６-１-３、図 ６-１-４に示す。なお、「２.２.（１）地滑りブロ

ック形状の設定」で設定した地滑りブロックのランク区分の結果に基づき、「危

害のおそれのある土地」を設定する。 

①地滑り区域の長さ、幅、末端位置の設定

「２.２.（１）地滑りブロック形状の設定」、「２.２.（２）地滑りブロック末端位置

の設定」により設定した地滑り区域の長さ、幅、末端位置を用いる。 

②地滑り方向の設定

「２.２.（１）地滑りブロック形状の設定」により設定した地滑りの方向を用いる。 

③危害のおそれのある土地の設定

定義に基づき、危害のおそれのある土地の設定を行う。地滑り区域の下方については、

地滑り区域の末端（特定境界線）から地滑り方向に水平距離で L の長さまで（最大 250m）

の範囲とする。 

④縦断図の作成

縦断図は、対象となる地滑り方向と平行の方向に縦断線を設定し、作成する。縦断図の

位置は、最大層厚を表現する位置に設定する。 

・地滑り区域

・地滑り区域下方：地滑り区域末端（特定境界線）

から地滑りの移動方向にLの長さまで。ただしＬ≧

250mの場合はＬ１=250mとする。また、地形状況に

より明らかに土石等が到達しないと認められる土

地の区域は除く。

①地滑り区域の長さ、幅、末端形状の設定

(２.２.（１）～２ .２.（２）参照)

②地滑り移動方向の設定（２.２.（３）参照）

③危害のおそれのある土地の設定
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図 ６-１-３ 危害のおそれのある土地の設定例 

 

 

 

図 ６-１-４ 危害のおそれのある土地の縦断図例 

地滑り区域 Ｌ 

危害のおそれのある土地の区域 Ｌ+Ｌ１ 

地滑り区域下方の地滑りの長さによる 

危害のおそれのある土地の区域 Ｌ1 

Ｌと同じ長さ（最大250m） 

地滑り区域 Ｌ 

危害のおそれのある土地の区域 Ｌ+Ｌ１ 

地滑り区域下方の地滑りの長さによる 

危害のおそれのある土地の区域 Ｌ1 

Ｌと同じ長さ（最大250m） 

　端点（末端･上下端点）

　特定境界線（確定）

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害のおそれのある土地の区域

　地滑り方向（滑動が確認できない）

凡　　例

　地滑り方向（滑動が確認できる）

　地滑り区域

　特定境界線（推定）
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６.２.著しい危害のおそれのある土地の設定 

著しい危害のおそれのある土地とは、「危害のおそれのある土地」のうち、地滑り地塊の滑りに

伴って生じた土石等の移動による力が建築物に作用した時から30分が経過した時において建築物

に作用する力の大きさが、通常の建築物の耐力を上回る土地の区域で、地滑り区域の末端（特定境

界線）から最大で60mの土地の区域とする。 

 

【解説】 

（１）著しい危害のおそれのある土地の設定手順 

著しい危害のおそれのある土地の区域設定作業は、図 ６-２-１に示す手順で

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-２-１ 著しい危害のおそれのある土地の設定手順 

 

 

 

 

危害のおそれのある土地」のうち、地滑り地塊の

滑りに伴って生じた土石等の移動による力が建築物

に作用した時から30分が経過した時において建築物

に作用すると想定される力の大きさが、通常の建築

物の耐力を上回る土地の区域で、地滑り区域の末端

（特定境界線）から最大で60mの土地の区域。

なお、地形状況などにより、明らかに土石等が到

達しないと認められる土地の区域を除く。

①地滑り区域の長さ、幅、末端形状の設定

(２.２.（１）～２.２.（２）参照)

②地滑り移動方向の設定（２.２.（３）参照）

⑦著しい危害のおそれのある土地の設定

③土質定数（γ,φ）の設定

④移動による力（Ｆ１）の算出

⑤通常の建築物の耐力（Ｗ２）の算出

⑥移動による力（Ｆ１）が通常の建築物の

耐力（Ｗ２）を上回る範囲の設定
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（２）著しい危害のおそれのある土地の設定方法 

設定された地滑り区域について、著しい危害のおそれのある土地の区域設定を

行う。 

「２.２. 地滑り区域の設定」で設定した地滑り区域について、以下の事項を検討

し、著しい危害のおそれのある土地の区域設定を行う。著しい危害のおそれのある土

地の区域設定例を図 ６-２-３に示す。 

なお、「２.２.（６）地滑りブロックのランク区分」で設定したランク区分の結果

に基づき、「著しい危害のおそれのある土地」を設定する地滑り区域はランク区分が

Ａとなった地滑り区域とする。 

①地滑り区域の長さ、幅、末端位置の設定

「２.２.（１）地滑りブロック形状の設定」、「２.２.（２）地滑りブロック末端位置

の設定」により設定した地滑り区域の長さ、幅、末端位置を用いる。 

②地滑り方向の設定

「２.２.（１）地滑りブロック形状の設定」により設定した地滑りの方向を用いる。 

③土質定数γ、φの設定

著しい危害のおそれのある土地の設定に必要な土質定数（γ、φ）については、地すべ

り対策調査や工事等の資料やその他事業によって土質試験が実施されている場合には、こ

れを利用した方が良い。しかし、土砂の内部摩擦角は安定解析に用いる内部摩擦角とは異

なるため、安定解析に用いた内部摩擦角の値は土砂災害特別警戒区域の設定には用いない。 

これら資料により土質試験値が入手できない場合には、一般値として下記の値を用いる

ことができる。 

・土石等の単位体積重量（γ） ： 土質に関わらず  18kN／㎥ とする。 

・土石等の内部摩擦角（φ）  ： 土質に関わらず  25 °  とする。 
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④移動による力（Fl）の算出

地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が建築物に作用した時から 30

分間が経過した時において、建築物に作用すると想定される力の大きさ（以下「移動によ

る力（Fl）」という）を設定するために、地滑り地塊の滑りに伴って生じる土石等の移動

による力は、「国土交通省告示第 332号 平成 13年 3 月 28日」に規定された次式に従い

算出する。 

                … (1) 式

ただし、                     を超えないものとする。 

Fl:移動による力が建築物に作用した時から 30 分間が経過した時の建築物に作用すると想定される

力の大きさ（単位 １平方メートルにつきキロニュートン） 

γ：地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の単位体積重量（単位 １立方メー

トルにつきキロニュートン）

L：地滑り区域の長さ（単位：メートル） 

X ：地滑り区域末端から当該建築物までの地滑り方向における水平距離（単位：メートル） 

φ：地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の内部摩擦角（単位：度） 

ここで、告示式の中では示されていないが、以下の３条件が仮定されている。 

z 土砂地表面の傾斜角度：α＝φ 

z 地滑りの末端から先端側で地滑りの移動によって土石等が到達する長さ： 

「地滑り区域の長さ」Ｌ(m)と等しい 

z 地滑りの移動速度：4m/ｈ 

この仮定により、移動による力については図 ６-２-２のような概念となる。 

Fl＝γ(L－X)           tanφ 
cosφ 

１－√2sinφ 

2 

Fl＝2γ          tanφ 
cosφ 

１－√2sinφ 

2 
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図 ６-２-２ 告示式の概念図 

Ｆ１算出の式の右辺は、以下のクーロンの受動土圧式に基づいている。 

pPp γ･Ｈ･Ｋ 

2

2

2

)cos()cos(
)sin()sin(1)cos(cos

)(cosp

¿
¾
½

¯
®


��
��

��

�
 

αθθδ

αφδφ
δθθ

θφ
Ｋ

ここで、γ：土砂の単位体積重量 

Ｈ：構造物の高さ（=土砂が構造物に作用する高さ） 

Ｋp：受動土圧係数 

 

図 ６-２-３ クーロンの受動土圧式の解説 

30分間に土石等
が移動する距離

土石等の移動による力が
建築物に作用する点

土石等の移動
Ｆ

１

地滑りブロッ
クの末端

地滑りブロック

地滑り区域の長さ　Ｌ地滑り区域下端から当該
建築物までの水平距離　Ｘ

土石等の単位体積重量　γ
　　　　  内部摩擦角　　φ

移動による力が建築物に作用し
たときから30分経過したときの
建築物に作用すると想定される
力の大きさ

Ｈ
４

α

土砂地表面の傾斜度
（α＝φと仮定する）

Ｈ４＝（Ｌ－Ｘ）tanα
　　＝（Ｌ－Ｘ）tanφ

土砂が到達する長さ
（＝地滑り区域の長さ　Ｌ）

※定義はされていないが、告示式の
Ｈ
４
＝（Ｌ－Ｘ）tanφ

　より、「土砂が到達する長さ＝Ｌ」
　としているものと考えられる。

（Ｌ－Ｘ）

α：土砂地表面の傾斜度 

φ：土砂の内部摩擦角 

θ：滑り面と現地表面との角度 

δ：構造物と土砂の摩擦角 

Ｗ：土砂の自重 

Pp’：ある高さで構造物から土砂にかかる力
Ｐp：構造物から土砂にかかる力の合力 

Ｒ：抵抗力Ｒ 

θ 

φ δ 

α 

滑り面 
Ｗ 

Ｒ 

Ｐp 

Ｈ 

Pp’
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図 ６-２-３を地滑り土塊が建物に作用する現象に適用すると、図 ６-２-４のようにな

る。 

図 ６-２-４ クーロンの受動土圧と告示式変数との関係 

斜体の部分は告示式で用いられている記号と条件を表す 

これに基づきクーロンの受動土圧式を展開すると、告示式が求められる。 

α＝φ（仮定条件） 

Ｈ＝Ｈ４＝（Ｌ－Ｘ）tanφ
Pp’＝Ｆ１

すべり面（θ＝0） 

δ＝0 

地滑りによる

土石等の動き 
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⑤通常の建築物の耐力（Ｗ2）の算出

地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動による力に対する通常の建築物の耐力は、

「国土交通省告示第332号 平成13年3月28日」に規定された次式に従い算出する。 

    … (2) 式

ここで、 

Ｗ2：通常の建築物の耐力（単位 １平方メートルにつきキロニュートン） 

Ｈ4：地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動による力が通常の建築物に作用する場合の

土石等の高さ（単位：メートル） 

そのとき、Ｈ4は、以下の式で示される。 

Ｈ4＝（L－X）tanφ 

ただし、Ｈ4＝２tanφを越えないものとする。 

図 ６-２-５ 土石等の高さ（Ｈ4）の設定 

⑥移動による力（Fl）が通常の建築物の耐力（Ｗ2）を上回る範囲の設定

地滑り地塊の滑りに伴って生じる土石等の移動による力（Fl）が、通常の建築物の耐力

(W2)を上回る土地の区域を設定する。 

⑦著しい危害のおそれのある土地の設定

①～⑥の検討結果をもとに、著しい危害のおそれのある土地の設定を行う。なお、著し

い危害のある土地は地滑り区域の末端（特定境界線）から地滑り方向に、水平距離で⑥設

定した長さの範囲とし、地滑り区域の末端から最大60mまでとする。 

W2＝ 
106.0 

H4(8.4－H4) 

X 

Ｈ４ 

L 

Ltanφ 

２tanφ 

φ
０ 

（L－X）tanφ 
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⑧縦断図の作成

縦断図は、対象となる地滑り方向と平行の方向に縦断線を設定し、作成する。縦断図の

位置は、最大層厚を表現する位置に設定する。 

地滑り区域の下方に明らかに土石等が到達しないと認められる土地が存在する場合（例

えば、対岸の斜面が逆勾配であり、土石等の乗り上げ範囲を検討する必要がある場合）等、

特に区域設定上必要と判断した場合には、主測線以外の断面図も作成する。なお、縦断図

には地質構造等を考慮した想定滑り面を記入するものとする。 

⑨著しい危害のおそれのある土地の長さ(L2)の表示方法

土石等の移動による力(F1)は、0.5m 間隔のＸに対して計算することとし、著しい危害の

おそれのある土地の長さ(L2)を小数点以下第一位まで表示する。 

設定例を図 ６-２-６に示す。 

図 ６-２-６ 著しい危害のおそれのある土地の設定例 

　端点（末端･上下端点）

　特定境界線（確定）

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害のおそれのある土地の区域

　地滑り方向（滑動が確認できない）

凡　　例

　地滑り方向（滑動が確認できる）

　地滑り区域

　特定境界線（推定）

著しい危害の

おそれのある

土地の区域 

Ｌ２ 

地滑り区域 Ｌ 

危害のおそれのある土地の区域 Ｌ+Ｌ１ 

地滑り区域下方の地滑りの長さによる 

危害のおそれのある土地の区域 Ｌ1 

Ｌと同じ長さ（最大250m） 
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６．３．明らかに土石等が到達しないと認められる土地の設定 

「危害のおそれのある土地等」のうち、地形条件によって「明らかに土石等が到達しないと認め

られる土地」が存在する場合は、その範囲を危害のおそれのある土地等の設定範囲より除外するこ

とができる。 

【解説】 

地滑り区域の下方に明らかに土石等が到達しないと認められる土地が存在する場合

（例えば、対岸の斜面が逆勾配であり、土石等の乗り上げ範囲を検討する必要がある

場合）等、特に区域設定上必要と判断した場合には、主測線以外の断面図も作成する。

なお、縦断図には地質構造等を考慮した想定すべり面を記入するものとする。 

「危害のおそれのある土地等」のうち、地形条件によって「明らかに土石等が到達

しないと認められる土地」が存在する場合は、その範囲を危害のおそれのある土地等

の設定範囲より除外する。「明らかに土石等が到達しないと認められる」条件として

は、以下のものがあげられる。 

（１） 地滑り区域の側方が尾根や谷によって規制される場合（図 ６-３-１参照） 

（２） 地滑り方向に河川や谷が存在する場合（図 ６-３-２参照） 

（３） 滑落崖が地滑り地塊よりも幅が広い場合（図 ６-３-４参照） 

次ページ以降に、それぞれの場合の「明らかに土石等が到達しないと判断される範

囲」の設定例を示す。 
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（１） 地滑り区域の側方が尾根や谷によって規制される場合（地形要素による移動方向の規制） 

地滑り区域の側方が谷や尾根で規制されており、危害のおそれのある土地等の範囲内に土石等の

到達しない範囲が含まれると想定される場合には、地滑り地塊の移動する区域を十分考慮して危害

のおそれのある土地等を設定する。図 ６-３-１のように途中で曲がっていたり、末端部が狭まって

いない（地滑り地塊の移動を妨げない）地形であれば、地滑り地塊が隣接する尾根（岩盤の露出が

多い場合）へ移動する可能性がないと判断できる。これらの箇所については、「地形の状況により

明らかに地滑り地塊の滑りに伴って生じた土砂等が到達しないと認められる土地の区域」として良

い。 

 

 

図 ６-３-１ 地形によって地滑り方向が規制されている場合 

（２） 地滑り方向の下方に河川や谷が存在する場合 

地滑り区域の下方が谷地形を呈しており、対岸の斜面が逆勾配である場合、地滑りによって発生

した土砂の乗り上げ範囲を検討する必要がある。現実には地滑りの規模、対岸斜面の勾配、地滑り

から発生した土砂の流動性など、様々な条件を考慮しなくてはならないが、ここでは汎用性を考慮

し、以下の方法によって対岸への乗り上げ高さを推定する。 

土砂の到達する範囲は、河床または谷地形の底点＋最大地滑り層厚分の高さとする。 

最大地滑り層厚（Ｄ）は、既往調査等によって滑り面を表記した断面図等がある場合には、その

図からの読み取り値を採用する。滑り面の深度が不明の場合には、縦断図を作成し、地質構成や周

辺でのボーリング調査結果などを参考にし、想定滑り面を設定し地滑り層厚を推定する。 

＜地形（尾根）によって地滑り方向が規制されている場合＞

地滑り区域の移動方
向は末端部の方向と
同じになる

Ｗ

Ｌ
明らかに土砂が到達し
ない範囲として、区域
設定から除外する

地滑り方向は
尾根に規制さ
れる
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図 ６-３-２ 地滑り区域下方の対岸に逆勾配の斜面がある場合の土石等の到達範囲 

ブロック統合の方法によっては河川を越える場合の土石等の到達範囲が変わる場合がある。現地

状況、土地利用状況などに応じて、考慮して設定する。 

(1) 統合しない場合  (2)統合する場合 

 

図 ６-３-３ 地滑りの統合の有無による河川越えの場合の土石等の到達範囲 

河
川

外部ブロック

滑落崖

主ブロック

層厚より河川比高が
高い場合、イエロー
は設定されない

河
川

外部ブロック

滑落崖

主ブロック

著しい危害の

おそれのある

土地の区域

Ｌ３

地滑り区域 Ｌ

地滑りの滑動による発生土石等

発生予想土石等

Ｌ２

Ｌ１

地滑り地塊の最大深さＤ

明らかに土石等が到達しない土地の区域を除いた

危害のおそれのある土地の区域

Ｌ３： 

「明らかに土石等が到達しない土地の区域」

として、区域の設定から除外する。

発生予想土石等 

の到達範囲（Ｄ）

＜地滑り区域下方の対岸に逆勾配の斜面がある場合の土石等到達範囲＞
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（３）滑落崖が地滑り地塊よりも幅が広い場合 

地滑り地塊の側方に滑落崖が認められる場合、特定境界線の範囲から危害のおそれのある土地の

区域を設定すると、地滑り地塊のない滑落崖下方にも区域が設定されるため、これらの範囲につい

ては明らかに土砂等が到達しない範囲として区域から除外する（下図青色塗色部分）。 

図 ６-３-４ 滑落崖が地滑り地塊よりも幅が広い場合 

地滑り地塊の幅 

地滑りブロックの幅（W） 

地塊の幅＜滑落崖の幅 

明らかに土石等が到達

しない範囲 
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Ⅱ.資料編 

 1.地滑り基礎調査（机上～現地調査）チェックリスト 

【箇所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　】

危害のおそれのある土地等の区域設定のための調査[区域設定前]

A.調査前準備

1.地形図の収集

□ 1. DM(1/2,500)→都市計画図(1/2,500)→都市計画図(1/10,000)で収集し基盤図とする。

2.既往資料の収集

□ 1. 地すべり危険箇所の場合、カルテを収集し対象範囲を確認したか。

□ 2. 地すべり防止区域の場合、施工図面等を収集し対象範囲を確認したか。

3.地形調査

□ 1. 既往資料で地滑りブロックの形状や地滑り方向、末端位置を確認したか。

□ 2. 空中写真で地滑りブロックの形状や地滑り方向を確認したか。

□ 3. 3次元地図で地滑りブロックの形状を確認したか。

□ 4. 現地調査時に問題となる点、確認すべき事項をリストアップしたか。

4.地質調査

□ 1. 調査地の地質を既往資料、文献などで調べ、概ねの①単位体積重量②内部摩擦角を調べたか。

5.対策施設状況調査

□ 1. 対策施設の施工年度、工種、規模、事業種別について調べたか。

6.過去の災害履歴に関する調査

□ 1. 発生年月日、発生時刻、発生位置について調べたか。

□ 2. 地滑りの規模（地滑りの長さ、幅、厚さ、面積等）について調べたか

□ 3.
人的被害の状況（死者・負傷者数）、被災家屋の構造（木造・非木造）、被災程度（全壊・半壊・一部損壊）な
どを調べたか。

□ 4. 降雨量は地滑り発生までの連続雨量、最大24時間雨量および最大1時間雨量について調べたか。

□ 5. 伸縮計等の観測記録がないか調べたか

B.現地調査

1.調査位置の確認

□ 1. 既往危険箇所、地すべり防止区域であれば標識によって調査位置を確認したか。

□ 2. 既往危険箇所、地すべり防止区域でない場合、周辺地形や建物配置等から調査位置を確認したか。

2.地形・地質調査

□ 1. 地滑りブロックの輪郭を調査し、頭部、左右側方部、末端部で地滑り地形の有無を確認したか。

□ 2. 地滑りブロックの滑動性を示す変状を確認したか。

□ 3. 地滑り方向を示すような滑動現象の有無は確認したか。

□ 4. 複数の地滑りが隣接する場合、それらの連動性について推定したか。

□ 5. 対象区域の地盤の状況や風化の度合いは確認したか。

4.下方の土地の調査

□ 1. 地滑り地塊の移動方向に影響すると判断される地形の有無や規模を確認したか。

□ 2. 明らかに土石等が到達しないと想定される地形の有無や比高を確認したか。

5.対策施設状況調査

□ 1. カルテに記載されている内容と大きく異ならないか確認したか。

□ 2. カルテにない、または異なる施設があった場合はその状況を調べ、状況を確認できる写真を撮影したか。

□ 3. 概ねの構造寸法が確認できるようポールまたはスタッフを使用して写真を撮影したか。

□ 4. 施設の構造、材質は現地で確認したか。

□ 5. 対策施設の変状の有無を確認し、変状が認められた場合、地滑り滑動によるものか確認したか。

□ 6. 伸縮計等が設置され、現在も継続的に観測されていないか。

地滑りの基礎調査のチェックリスト

危害のおそれのある土地等の区域設定のための調査[区域設定前]

（ 対策工： 有 ・ 無 ）

（ 災害履歴： 有 ・ 無 ）

（ 対策工： 有 ・ 無 ）

（ 伸縮計： 有 ・ 無 ）
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危害のおそれのある土地等の調査[区域設定後]

A.調査前準備

1.危害のおそれのある土地の区域（以下、YZ）

□ 1. 設定したYZを住宅地図に転記したか。

□ 2. YZ内の公共施設および公共的建物を把握したか。

□ 3. 警戒避難体制の整備状況を把握したか。

□ 4. 関係諸法令（災害防止、開発規制、土地の現状など）の指定状況を把握したか。

2.著しい危害のおそれのある土地の区域（以下、RZ）

□ 1. 設定したRZを住宅地図に転記したか。

□ 2. RZ内の人家、公共的建物、公共施設を把握したか。

B.現地調査

1.危害のおそれのある土地の区域（以下、YZ）

□ 1. 土地利用状況（新規住宅の有無、造成など）に変化がなかったか。

□ 2. YZ内の人家戸数（共同住宅含む）を調査したか。

□ 3. YZ内の公共施設の種類（道路、水路、鉄道など）およびその数と延長を調査したか。

□ 4. YZ内の公共的建物とその内の災害時要援護者施設の種類・構造・名称を調査したか。

□ 5. 区域内の構造物による落差をポール、スタッフなどで確認し、その状況を写真撮影したか。

2.著しい危害のおそれのある土地の区域（以下、RZ）

□ 1. RZ内の人家戸数（共同住宅含む）を木造・非木造に区分して調査したか。

地滑りの基礎調査のチェックリスト

危害のおそれのある土地等の調査チェックリスト[区域設定後]

（ 設定： 有 ・ 無 ）

（ 設定： 有 ・ 無 ）
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 2.地滑り調書作成要領 

　表紙  位置、位置図 A4横 公示図書：位置図

  様式０  調査理由及び調査関係者リスト A4横 同一項目、関係者等括り

  様式１－１  公示履歴等 A4横 箇所一括

  様式２－１  地滑り区域の特定図 A4横 地滑り区域毎

　様式２－２ (1)、(2)  地形・地質状況等 A4横 地滑りブロック毎

  様式２－３  過去の災害実態 A4横 〃

　様式２－４  資料調査結果図 A4横 箇所一括

　様式２－５  地形調査結果図 A4横 〃

  様式２－６  現地調査結果図 A4横 〃

  様式２－７  地形及び人工構造物等の状況図 A4横 〃

  様式３－１  危害のおそれのある土地等の設定図及び建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 A4横 地滑り区域毎、公示図書：区域図

  様式３－２ (1)、(2)  危害のおそれのある土地等の調査等 A4横 地滑り区域毎

  様式３－３  人家等の建築構造状況図 A4横 〃

  様式３－４  土地利用状況図 A4横 〃

  様式３－５  宅地開発の状況および建築の動向 A4横 〃

  様式３－６  現地写真・スケッチ等の位置図 A4横 〃

  様式３－７  現地写真・スケッチ等 A4横 地滑り区域毎

  様式４－１  地滑り区域設定根拠 A4横 〃

  様式４－２  危害のおそれのある土地等の設定根拠 A4横 地滑り区域毎

  様式４－３
 地滑りが発生した場合において、地形の状況により明らかに地滑り地塊の滑りに伴って
 土石等が到達しないと認められる土地の区域の設定図

A4横 〃

  様式４－４  危害のおそれのある土地等の設定断面図 A4横 〃

  様式４－５  著しい危害のおそれのある土地等の設定に関する計算結果 A4横 〃

様式番号 名　　称

土砂災害防止に関する基礎調査   地滑り編

様式一覧

備考サイズ

・様式1-1 

調査対象箇所を一括して作成する様式。 

・様式2-1 [記入する地滑りの単位：地滑り区域毎が基本] 

様式 3-1 以降で設定される地滑り区域毎に作成する様式。複数の地滑り区域が設定される場合

は複数枚で作成することが基本であるが、１枚で全ての地滑りブロックが表現可能であり、かつ

ブロック名の判読が可能であれば１枚でも良い。 

・様式2-2、様式2-3 [記入する地滑りの単位：地滑りブロック毎] 

 地滑りを判読、特定した最小単位となる地滑りブロック毎に作成する様式。 

・様式2-4～2-7 

 調査対象箇所を一括して作成する様式。ただし、図が小さすぎる場合は、複数枚に分割。 

・様式3-1以降 [記入する地滑りの単位：地滑り区域毎] 

 地滑りブロックを統合した結果に基づく、地滑り区域毎に作成する様式。 
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基礎調査・調書作成要領（地滑り） 

様式名 調書作成要領 

表紙 

位置，位置

図 

①自然現象の種類：「地滑り」と記載する。

（土砂災害防止法においては、「地すべり」ではない） 

②箇所番号：地すべり危険箇所番号を記入する。

③箇所名 ：地すべり危険箇所名を記入する。

④所在地 ：地すべり危険箇所の所在地を記入する。

（大字・字のあり・なし、漢字等を正確に記入する） 

⑤調査機関：振興局等・土木センター名を記入する。

⑥左右の位置図に調査対象範囲を正しく示す。

⑦左右の位置図と縮尺の整合に留意する。

（左：1/200,000程度 右：1/50,000以上の縮尺図面） 

⑧方位を明示する。

様式１－１ 

公示履歴等 

(1)公示履歴 

すでに公示が実施されている場合に記入する。 

(2)基礎調査履歴 

基礎調査の実施履歴について，回数，調査年月，理由を記入する。 

(3)地すべり防止区域 

地すべり防止区域の指定状況について，指定年月日，告示番号，区域名称，

指定面積，所管を記入する。 

(4)地すべり危険箇所・危険地区  

地すべり危険箇所カルテに基づき，危険箇所番号，箇所名，箇所区分，箇所

面積，所管を記入する。 

(5)砂防基盤図 

基礎調査に使用する砂防基盤図について，写真撮影年度，図化年度，種類，

縮尺，新規・修正の区分，準拠しているガイドライン名を記入する。 

(6)土砂災害警戒区域等の重複 

土砂災害防止法における他現象の区域が重複している場合に，箇所番号，箇

所名，自然現象の種類，種類（土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区

域）について記入する。 

様式２－１ 

地滑り区域

の特定図 

地滑り区域(単一，複合ブロック)の位置図を図示する。(様式2-2以降に掲載

する地滑りブロック等のインデックス図的な様式) 

また，必要に応じて地滑り区域として特定する前の地滑りブロック名や複合

後の地滑り区域名を記入する。 
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様式２－２

（ １ ） 地

形・地質状

況等 

(1)資料調査結果 

既往調査資料から，既往調査，対策施設，災害履歴の有無を明記する。動態

観測については種類と変動状況について記入する。 

(2)地形調査・現地調査結果（地滑りブロックの明瞭性・滑動性に関する事項） 

 地形調査については机上調査から頭部，側方部，末端部について明瞭，不明

瞭 

いずれかを記入する。 

 現地調査結果から地滑りブロックの明瞭性，活動性に関する項目について，

頭部，側方部，末端部それぞれ有無を記入する。 

(3)地滑りブロックの明瞭性の判定 

 全体の輪郭，末端部について明瞭性について確定できる，確定できない 

のいずれかを記入する。 

(4)地滑りブロックの活動性の判定 

 動態観測結果で過去一年以内に累積変動があり，現地調査での地滑り活動の

兆候が認められる場合，活動が確認できるとする。 

(5)地滑りブロックの形状 

 地滑りブロックの形状を記入する。 

地滑りブロックのランク区分は，本編のランク区分一覧表を用いて，地滑り

ブロックの活動性，明瞭性から区分わけを行う。 

(6)地滑り方向の設定根拠 

 地滑り移動方向の設定根拠について記入する。 

(7)地滑りブロック下方斜面の状況 

 地滑りブロック下方斜面において地滑り地塊の移動に影響すると判断される

起伏，盛土等について記入する。 

※区域設定対象地滑り区域が複数に渡る場合，それぞれの区域を別々に作成。 

様式２－２ 

（ ２ ） 地

形・地質状

況等 

(1)地表水・地下水の状況 

 湧水，湿地，池，沼の有無について記入する。 

(2)植生状況  

 主な植生の種類について記入する。 

(3)土地利用状況 

 土地の利用状況について記入する。 

(4)地形・地質状況 

 基盤岩の地質時代，地質名，種類について記入する。 

(5)対策施設の状況 

対策施設の変状の有無を確認し，変状がある場合は地滑り活動によるものか

どうかに着目し状況を記入する。 
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様式２－３ 

過去の災害

履歴 

(1)災害履歴がある場合に作成する。主に災害報告を参考に記入する。調書に

は，崩壊発生日時，場所（緯度・経度），崩壊の規模を記入する。 

(2)災害発生状況には空中写真，災害概況図，写真等を表示する。 

(3)被害 

死者，行方不明者，負傷者（重傷者・軽傷者数），被災家屋（全壊流出・半

壊・一部損壊数)，被災家屋の構造（木造・非木造）を記入する。被災家屋の構

造については，該当する構造に○を記入する。 

(4)気象 

連続雨量，最大24時間雨量，最大時間雨量，雨量観測所の名称，異常気象名な

どを記入する。 

様式２－４ 

資料調査結

果図 

 既往調査資料より，動態観測，地滑り現象，対策施設の位置，地すべりブロ

ックについて整理する。 

様式２－５ 

地形調査結

果図 

 地形調査（空中写真判読，地形図判読，3 次元モデル）による地滑りブロッ

ク，地滑り滑り方向等について整理する。 

様式２－６ 

現地調査結

果図 

 現地調査で確認した現象，地滑りブロックについて整理する。この図による

地滑りブロックが基礎的な資料で，『明瞭』『不明瞭』の最終判断を整理した

ものとなる。 

様式２－７ 

地形及び人

工構造物の

状況図 

主に地滑り末端より下方の斜面（河川，渓流の有無，対岸の地形など)，およ

び地滑り方向を規制するような側方部の尾根などについて注記する。 

また，砂防基盤図で表現されていない微地形及び人工構造物の分布状況等に

ついて，概要を記入する。 

(1)区域設定結果の入っていない地形図（白図）に記入する。図面の縮尺は，必

要に応じて拡大する。 

(2)危害のおそれのある土地等周辺の小山，盛土，河川，用水路，割堀構造・盛

土構造をなす鉄道・道路等の人工構造物を記入する。また，人工構造物の高さ

（比高差）を記入する。 

(3)地形図と大きく異なる改変があった場合はその状況を記入する。 

様式３－１ 

地滑り区域

設定図 

 地滑り区域（統合した地滑りブロック）の長さ，幅について記入する。 
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様式３－１ 

（１）危害

のおそれの

ある土地等

の設定図及

び建築物に

作用すると

想定される

衝撃に関す

る事項 

(1)縮尺1/2,500以上の図面を使用する。 

(2)以下の項目について表示する。 

①地滑り区域（区域を橙色の斜線ハッチング）

②地滑り方向（赤実線，滑動が確認できない場合は破線）

③特定境界線（赤実線，境界線が推定の場合は破線）

④地滑り区域の端点（赤丸）

⑤危害のおそれのある土地の区域（黒線，区域を黄色で着色する）

⑥著しい危害のおそれのある土地の区域（黒線，区域を赤色で着色する）

※区域設定対象地滑り区域が複数に渡る場合，それぞれの区域を別々に作成。 

様式３－２ 

（１）危害

のおそれの

ある土地等

の調査等 

(1)土地利用，人家戸数，公共施設等の状況，公共的建物・災害弱者関連施設の

項目については，危害のおそれのある土地と著しく危害のおそれのある土地に

ついてそれぞれ記入する。 

(2)土地利用 

道路，水路，池沼，宅地，農地，山林，その他の有無について記載する。施

設等がある場合は「有」，施設が無い場合は「－」を記入する。また，様式３

－５に土地利用状況図を作成する。 

(3)人家戸数 

人家戸数について，全戸数，構造（木造・非木造）を記入するとともに，人

家等の建築構造状況図（様式３－４）を作成する。 

(4)公共施設等の状況 

道路，鉄道，水路等について種類別に延長又は数を記入する。 

(5)公共的建物・災害弱者関連施設 

①種類，構造，施設数を記入する。備考欄に，具体的な名称，定員等を記載

すること。 

②所在位置は，人家等の建築構造状況図（様式3-4）に図示する。

(6)警戒避難体制 

地域防災計画への記載，自主防災組織，計器設置状況，基準雨量の設定状

況，予警報等情報伝達システム設置状況，避難路の設定，住民への防災情報周

知状況，防災訓練等の実施状況について，その有無を記入する。また，最寄の

雨量計の位置等について記入する。  

様式３－２ 

（２） 危

害のおそれ

のある土地

等の調査等 

関係諸法令の指定状況 

当該区域の法規制状況（災害の防止に関する事項，土地の現状に関する事

項，建築や開発の動向に関する事項）について記入する。法規制がある場合は

「有」を記入し，無い場合は「無」を記入する。 
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様式３－３ 

人家等の建

築物構造状

況図 

危害のおそれのある土地等における人家，公共的建物，災害弱者関連施設の

位置及び構造を，区域設定結果図上に図示する。凡例を下表に示す。人家等の

構造については，著しい危害のおそれのある土地の区域内のみ調査する。 

種  類 
危害のおそれのあ

る土地 

著しい危害のお

それのある土地 

戸建住宅 青色(丸印) 青色(丸印) 人

家 共同住宅 水色(丸印) 水色(丸印) 

公共的建物 橙色(丸印) 橙色(丸印) 

災害時要援護者関連施設 緑色(丸印) 緑色(丸印) 

木 造 － 赤色（縁取） 構

造 非木造 － 青色（縁取） 

様式３－４ 

土地利用状

況図 

道路，水路，池沼，宅地，農地，山林，空地，山林等の土地利用状況が分か

るように，危害のおそれのある土地の区域，著しい危害のおそれのある土地の

区域を表示する。なお，オルソフォトを使用する場合，写真と現地が異なる箇

所や写真で確認しづらい部分については図示する。 

様式３－５ 

宅地開発の

状況図及び

建築の動向 

以下に示す資料を基に記入する。資料が無い場合は，不明と記入する。 

(1)人口の経年変化：都市計画年報及び国勢調査(H12以前は組み替え人口) 

(2)都市計画区域の変遷：開発許可制度事務ハンドブック，都市計画年報 

(3)地価の経年変化：地価公示，標準地価 

地価は市町村の平均価格を記入する。 

(4)建築確認申請の状況：建築確認申請数データ，都市計画基礎調査報告書 

(5)農地転用の状況：市町村資料，都市計画基礎調査報告書 

様式３－６ 

現地写真・

スケッチ等

の位置図 

様式３－７にまとめた現地写真・スケッチ等の位置図を掲載する。図上には，

撮影方向を示す矢印と写真・スケッチ番号を記載する。 

様式３－７ 

現地写真・

スケッチ等 

(1)写真・スケッチ等の留意点 

①遠景・全景写真（斜面および保全対象の状況把握）

②地滑りブロックの輪郭（頭部，末端，左右側部）を示す写真

③地滑りブロックの活動性を示す写真

④その他，区域調書の利用を考えて必要があると考えられる場合の現地状況写

真，スケッチ等 

(2)写真撮影位置を様式３－６に図示する。 

(3)下段に具体的，定量的にコメントを記入する。 

※対策施設状況写真は，必要に応じて添付する 

様式４－１

地滑り区域

設定根拠 

 地滑りブロックの統合結果を記入し，地滑り区域それぞれについてシートを

作成する。地滑りブロックの統合がない場合には，「統合なし」と記入する。 

※区域設定対象地滑り区域が複数に渡る場合，それぞれの区域を別々に作成。 
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様式４－２ 

危害のおそ

れのある土

地等の設定

根拠 

(1)地滑り区域の地形状況 

 地滑り区域の長さ，幅，層厚，地滑り方向（北 0°時計回り）について記入

する。 

(2)地滑り区域の地質状況 

 地滑りの分類，地滑り地塊の土質，基盤岩の地質，地滑り地塊のγ，φの設

定値と設定根拠について記入する。 

(3)危害のおそれのある土地等の設定 

 地滑り方向，末端位置，境界線投影された危害のおそれのある土地等の設定

規模について記入する。 

※区域設定対象地滑り区域が複数に渡る場合，それぞれの区域を別々に作成。 

様式４－３ 
地滑りが発生

した場合にお

いて，地形の

状況により明

らかに地滑り

地塊の滑りに

伴って土石等

が到達しない

と認められる

土地の区域の

設定図 

地滑り区域の側方が尾根や谷によって規制され，あるいは地滑り方向下方に

河川や谷，山が存在すること等により，地滑りが発生した場合において，これ

ら地形の状況により明らかに地滑り地塊の滑りに伴って土石等が到達しないと

認められる土地の区域について記入する。 

様式４－４ 

危害のおそ

れのある土

地等の設定

断面図 

 代表断面に以下の項目を記入する。 

(1)地滑り区域の下端 

(2)著しい危害のおそれのある土地の下端 

(3)危害のおそれのある土地の下端 

(4)計算結果により著しい危害のおそれのある土地の下端 

(5)計算結果による危害のおそれのある土地の下端 

※区域設定対象地滑り区域が複数に渡る場合，それぞれの区域を別々に作成。 

様式４－５ 
著しい危害
のおそれの
ある土地等
の設定に関
する計算結
果 

 危害のおそれのある土地等の設定に関する計算結果を記入する。 

※区域設定対象地滑り区域が複数に渡る場合，それぞれの区域を別々に作成。 

参考資料 地滑り区域の設定根拠図，地滑り移動方向の設定根拠図などを必要に応じて添

付する。 
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 3.地滑り概説 

-------------------------------------------------------------------------------- 

１．地滑りの定義と分類 

１．１ 地滑りの定義 

表３－１－１ 文献にみる地滑りの定義 

出   典* 定    義 

地学事典 特別な地質条件のところで、特殊な地すべり粘土を作りながら、基盤の岩石を含

めたある地塊が移動する現象。 

土質工学用語解説集 傾斜した土地の一部が、スベリ面に沿って緩慢にすべる現象 

全国地すべり対策協

議会 

特別な地質状態の地域にある土地の一部が、地下水などに起因して移動する現象

を山崩れと分けてよんでいるもので、両者はいずれも土地の移動する現象ではあ

るが、地すべりはまず最初に緩慢な現象があらわれ、これが次第に加速度を増

し、ときには急激な土地の移動を起こすこともある。この点が突発的で急激に崩

壊する山崩れと区別されるところである｡ 

治山技術基準 土地の一部が地下水等に起因してすべる現象（土中のせん断抵抗の弱い部分に沿

って上部の土塊が比較的ゆっくり滑り落ちるもの）または、これに伴って移動す

る現象をいい（後略）、 

地すべり等防止法 土地の一部が地下水等に起因してすべる現象、またはそれに伴って移動する現象 

地形学辞典 マスムーブメントの一種であるが、移動形式や構成物質の型から、さまざまな使

用がなされている（中略）。現象的には山崩れと地すべりを区別することはでき

ないが、移動形式として、後方回転（slump）、平面的岩塊のすべり（glide）や

滑動（slide）で下方へ移動するものが狭義の地すべりである。明瞭なすべり面を

もつこと、土塊の移動に継続性があること、特定の地質や地質構造の部分に集中

すること、移動土塊が比較的原形をとどめていることなどが特徴である｡ 

砂防用語集 山腹または斜面を構成している土地の一部が、ある程度原形を保って徐々に低地

に向かって移動する減少をいう。しかしながら現象的には山崩れと区別できない

場合が多く、また研究者によって解釈を異にしており現在まだ定説はないといえ

る｡ 

土木用語事典 大地の一部が相当広い地域にわたって、重力の作用をうけて緩慢な運動をおこす

現象 

現代用語の基礎知識 （地すべり、山くずれ、崖くずれ）いずれも土壌層あるいは風化物の層が、その

下の基盤岩石から離れて低い方へ移動する現象で、動きの速さと発生機構により

分類される。地すべりは速さのもっとも遅いもので、1日数㎝ないし数mくらいず

つ数日または数十日つづく（中略）。緩傾斜斜面上の水を含みやすい土層が、多

量の降雨のあとに滑る場合、あるいは地下に挟在する粘土層の上に集中した地下

水が、その上方の土壌ないし風化層を滑走させる場合が多い｡急斜面では起こらな

い。地すべりは周期的に同じ場所で発生する性質がある｡ 
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斜面安定工法 地表の一部が重力によって緩慢にすべり動く現象。地すべり粘土の生成環境地域

や地下水のあるところでは、発生しやすい。山クズレと明確に区別できないが、

一般に山クズレは山腹の急斜面上の岩石や土層が安定を失い、急速にくずれ落ち

る現象をいう。 

砂防工学 地すべりとは、主として土壌層あるいは岩砕層の山腹などが徐々に低地に向って

移動する現象であって、山崩れは山地の急斜面を構成する基岩や、土壌層あるい

は岩砕層が急激に崩れ落ちる現象をいうのである。 

水災害の科学 地すべりは、広義の山崩れの中の特別な運動形態を行うものをさす。つまり山崩

れは名前のごとく崩れる形であるが、地すべりは山崩れのごとく瞬間的時間内の

運動ではなく、時間的にはある瞬間ごとには静止して見えるくらいゆっくりとし

た運動をする｡しかし、地すべり粘土の存在の有無で、地すべりとそうでない土塊

移動現象とを区別した地すべり性崩壊などといわれる現象が見出されるようにな

り、地すべりと山崩れの境界が非常にあいまいになってきた（後略）。 

地すべりと防止工法 山腹または谷壁斜面の一団の範囲が摩擦抵抗を排し、すべりによって安定化しよ

うとする現象を地すべりという｡ 

地すべり・斜面崩壊

の実態と対策 

地すべりと崩壊の区別であるが、現象あるいは機構的にみれば両者の区別は厳密

にはつけ難いものである｡地すべりとは『山地や丘陵の斜面で、これを構成する地

塊の一部が、降雨や融雪や地下水の急激な増加等の原因によって平衡を破り、下

方に移動する現象をいう』と定義づけられているが、山地、丘陵等の斜面でおこ

る現象には地すべり以外に、崩壊、崖くずれ、河岸決壊、土石流等いろいろな用

語があって、その判別が非常に困難である｡ 

「空中写真による地すべり調査の実際」(1984)日本測量調査技術協会 編．より引用 
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１．２ 地滑りの分類 

 

表３－１－２ 地滑りの型分類*（渡、酒井(1975)）に修正、加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類

特徴

出現頻度の多い平
面形***

馬蹄形、角形 馬蹄形、角形
馬蹄形、角形、沢形、ボトル
ネック系

沢形、ボトルネック形

地形形状*** 凸状尾根地形
凸状台地地形、単丘状凹状
台地地形

多丘状凹状台地地形 凹状緩斜面地形

すべり面形*** 椅子型、舟底型 椅子型、舟底型 階段状、層状 階段状、層状

主な土塊の性質
（頭部）

未風化岩、または弱風化岩、
透水性は良好

風化岩、亀裂が多く、透水性
は良好

礫混じり土砂、透水性はやや
不良

礫混じり土砂、透水性は不良

主な土塊の性質
（末端部）

風化岩（移動量が小さい場
合）

巨礫混じり土砂 礫混じり土砂、一部粘土化 粘土または礫混じり粘土

運動速度 2㎝/day以上 1.0～2.0㎝/day程度 0.5～1.0㎝/day 0.5㎝/day以下

運動の継続性 短時間、突発的
ある程度継続的（数十～数百
年に1度）

継続的（5～20年に1回程度） 継続的（1～5年に1回程度）

すべり面の形状 直線状
直線状（頭部と末端がやや円
弧状）

円弧と直線状、末端が流動化 頭部が円弧状

ブロック化 概ね1ブロック
末端、側面に2次的な地すべ
りが発生する。

頭部がいくつかに分割され2
～3ブロックになる｡

全体が多くのブロックに分か
れ相互に関連しあって運動す
る。

一般的な斜面形

一般に台地部があるが不明
瞭である｡
凸型斜面に多く、鞍部から発
生する例が多い｡

明瞭な段落ち、帯状の陥没地
と台地を有する。大きく見れば
凹型だが、主要部は凸型であ
る。

滑落崖を形成し、その下に
池、湿地等の凹地があり、頭
部にはいくつかの残丘があ
る。凹形斜面に多い。

頭部に不明瞭な台地を残し、
大部分は一様な緩斜面で、沢
状を呈することが多い｡

*　　表2.2は型分類ごとの平均的な概念を示したものである｡

**　岩盤地すべりには、これと異なる特徴を有するものもある。

「貯水池周辺の地すべり調査と対策」建設省河川局開発課監修．より引用

***地すべりの平面形、地形形状、すべり面形はそれぞれ参図1-2～1-5を参照。なお、参図1-2～1-5は各々の型分類ごとの地すべりの平均的
な概念を模式的に示したものである｡

岩盤地すべり** 風化岩地すべり 崩積土地すべり 粘質土地すべり

図３－１－１ 地滑りの進化と型分類 

表　　　　地すべりの進化と型分類

「貯水池周辺の地すべり調査と対策」(1995)建設省河川局開発課監修．より引用

健全岩盤

岩盤地すべり（初生）

（地質構造)

風化岩地すべり

崩積土地すべり

粘質土地すべり

滑
動
の
反
復

初生風化岩地すべり

崩積土地すべり

粘質土地すべり

風
化

初生粘質土地すべり粘質土地すべり

崩落（2次移動）

初生崩積土地すべり
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１．３ 地滑りのすべり面形状 

（１）椅子形すべり面 

・地滑りが一つの明瞭なブロックをなす。 

・岩盤やこれに近い性状を持つ土塊では折線状をなすが、礫混じり土砂や粘質土の場合、上

部では曲線状で中部以下は直線状をなす。 

・末端部では勾配が急になるため、小崩壊、落石等が発生する。 

・頭部では陥没が生じることが多く、地盤の沈下よりも水平変位の方が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２ 椅子形すべり面 

（２）舟底形すべり面 

・椅子形の地滑りの下部に隆起を伴うものである。 

・岩または岩に近い場合は船底のような断面形状を呈するが、土砂の場合は 2つの曲線が 1

つの直線を挟んだような形をしている。 

・地滑り末端の隆起部は多くの場合平坦部や緩斜面で発生し、時には河川をまたいで対岸に

まで達するものもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－３ 舟底形すべり面 

（３）階段形すべり面 

・地滑りの発生に伴い上部斜面が不安定化し、新たに移動した時には階段形のすべり面とな

る。 

・初生的な地滑りは少なく、土塊は攪乱されて礫混じり土砂または粘土に変化している。 

・階段状の地形（段差地形、ステップ地形）を呈することが多い。 
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図３－１－４ 階段状すべり面 

 

 

（４）層状すべり面 

・同一地層面に後退性の地滑りが発生した場合に多く、直線部の非常に長いすべり面となる。 

・初生の地滑りには見られず、滑動を繰り返した地滑りに多く見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－５ 層状すべり面 
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２．地滑りの地形 

２．１ 地滑り地形の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図３－２－１ 地滑り各部位の名称（Varnes(1950)を大八木が加筆修正(1982)） 

 

表３－２－１ 地滑りの変形構造の概要（大八木(1982)） 

 領域区分 輪郭構造 内部構造 

不動域 斜面の構造(地質構成、地質構造、風化作用・侵食作用

等による構造、土層構成など) 

亜不動域 側背後の亀裂 

後背亀裂 

 

 

削剥域（崩壊源） 冠頂 

滑落崖 

側方崖 

側方亀裂、側方凹地 

側方リッジ 

側方崩壊（押出し、押被

せ） 

脚(部)又は剥離面域下限 

末端隆起 

副次滑落崖、亀裂(横断亀

裂、縦断亀裂、放射状亀

裂、引張亀裂) 

凹状(陥)・凸状地 

圧縮リッジ 

 

流送域 押出剥離面の輪郭 押出剥離面 

 

 

 

 

 

 

 

地表面 

 (変形

構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

変

動

域 

 

押出域 堆積域 末端肥厚部 

尖端部 

尖端 

放射状亀裂 圧縮リッジ

横断亀裂 

縦断亀裂、 
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削剥域（崩壊源） 主すべり面、又は層 

崩壊面 

側方すべり面 

側方亀裂 

副すべり面 

すべり面以外の剪断面 

地滑りによる褶曲 

亀裂 

流送域   

 

 

変

動

域  

堆積域 

 

 押出下底面→二次 

      すべり面 

亜変動域   

 

 

 

地中 

 (変形

構造) 

不動域 斜面の構造  

 

２．２ 空中写真判読と現地観察による情報量の差異 

表３－２－２ 空中写真（広義）と現地観察における情報の差異 

ヘリコプター 固定翼機

斜面の高低 ◎ ○ ○ △

斜面の奥行き × ◎ ◎ △

斜面形 ○ ◎ ◎ ×

地表面の状態 ◎ ○ ○ ○

リル・ガリーの分布・規模 ◎ ◎ ○ △

落石経路 ○ ◎ ◎ ×

落石堆の分布・規模 ◎ ◎ ○ △

落石のブロックの数 ◎ ○ ○ ×

オーバーハングの状態 ◎ ○ × ○

落石堆内の不安定地形 ◎ ○ ○ △

斜面の起伏 △ ◎ ◎ △

落石予備物質の分布・規模・位置 ◎ △ × △

地質構成 ○ △ △ ○

成層状況 ○ × × ○

岩石の堅硬性 ○ × × ◎

節理・き裂の分布 ◎ × × ○

風化変質状況 ○ × × ◎

堆積物の固結度 ○ ○ ○ ◎

落石堆内の構造物質 ◎ × × ◎

湧水地点 ◎ △ △ ◎

崖面の全体像 ○ ◎ ◎ ×

写真計測 ◎ ◎ ◎ －

◎：よくわかる △：何ともいえない

○：わかる ×：わからない

判読項目
斜め写真

垂直写真 現地観察

「空中写真による地すべり調査の実際」(1984)日本測量調査技術協会編．より引用

地
形
条
件

地
質
条
件

そ
の
他
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２．３ 空中写真判読による地滑り地形の判読ポイント 

 
表３－２－３ 地滑り地の形態的特徴と判読の鍵の例 

（出典：空中写真による地すべり調査の実際 日本測量調査技術協会(1984)） 

判読の鍵 形    態 説  明  図 

滑落崖また

はクラック 

１） 滑落崖は図 2.1に示すように、その上

下斜面にくらべ、急斜料の直線～円弧状

の急崖をなす。 

２） 地滑り変動あるいはその前兆（前駆）

現象として、地表面にクラックが生ずる

ことが多い。 

３） 地滑り変動が初期の段階では、滑落崖

が微小であったり、クラック地形のみで

あることが多く、一般に小規模である。

このため、写真の精度・縮尺によって判

読の限界があるが、山腹斜面のはらみ出

しなどによって確認できることもある。 

４） 地滑りがおこると滑落崖が形成される

ことが多いが、単に”みぞ状”であった

り崖錐クリープタイプのもののように不

明瞭なことも多いので注意を要する。 

 

 

 

 

地 

 

滑 

 

り 

 

地 

 

形 

 

の 

 

直 

 

接 

 

的 

 

特 

 

徴 

移動ブロッ

ク 、 凹 陥

地、小丘 

１） 滑落崖前面には地滑りの押し出しによ

る移動ブロック（土塊）がみられる。 

２） 移動土塊中には大小さまざまな崖や地

割れ、凹陥地や小丘（地滑り小丘）があ

ることが多く、これらを指標に数個の移

動ブロックに分割することができる。 

３） 移動ブロックは移動過程で破砕されて

脆弱になっており、二次的地滑りが発生

していることも多い。 

４） 斜面に多量の崖錐堆積物がある場合、

地滑りによる押し出し堆積物であること

が多く、地滑りの存在を示唆することが

ある。 
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判読の鍵 形    態 説  明  図 

地

滑

り

地

形

の

直

接

的

特

徴 

傾   斜 

地滑り斜面における斜面縦断の傾斜頻度分

布をとってみると、滑落崖と移動ブロック

（押し出し）をあらわす急、緩の二つのピー

クが現われる。これは上方における大規模な

削剥（滑落崖の形成）と下方における大規模

な堆積（移動ブロックの形成）の結果を示し

ている。 

これに対し、非地滑り斜面では一般に傾斜

の頻度分布が単一のピークをもつ凸型とな

る。 

 

 

 

 

 

水  系 

 

 

谷の規模 

 

 

谷の配置 

地滑り斜面では、水系網が破壊されること

が多く、周辺の非地滑り斜面にくらべ、谷密

度が非常に小さい。 

地滑り地形をなす斜面では、谷の規模がき

かったり、逆に貧弱であったりする。これに

対し、非地滑り斜面では、一般に谷の規模と

集水面積との間には正の相関がある。 

地滑り斜面では亀裂に起因する沢が多くそ

れに沿った谷やガリーが形成され、しばしば

最大傾斜方向と直交することがある。非地滑

り斜面では一般に最大傾斜方向に流下する場

合が多い。 

 

 

 

 

 

 

地

滑

り

地

形

の

間

接

的

特

徴 

斜面基部の 

河幅、河道

形状 

地滑りは、河川の側方浸食や下刻作用が起 

因となって河川（または沢）沿いに発生する 

場合が多い。河川沿いに発生した地滑りで 

は、周囲にくらべて河幅が不自然に狭くなっ 

ていたり、移動ブロックの押し出しにより河 

道の平面地形が押しやられた形状を示す例が 

みられる。 

移動部が谷に到達しない場合やその土砂量が 

少ない場合、あるいは地滑り地形の破壊が 

著しい場合は、かならずしも谷幅が狭くなら 

ない。 
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判読の鍵 形    態 説  明  図 

ガ リ ー 

ガリーの存在は、地質が脆弱であることを示

す場合が多い。地滑りの移動部では地質状況

が脆弱で、ガリーが形成されやすい。また土

砂生産が激しいことを反映し、ガリー下端に

沖積錐の形成をみることがある。地滑り初期

の段階では、図 2.4に示すようにクラックに

沿ったガリーの発達がみられることが多い。 

 

土地利用 

１）地滑り地では、周囲にくらべて構成物質

（崖錐堆積物であることが多い）や水文環

境が異なること、移動部が緩斜面であるこ

とを反映し、土地利用や植生に特徴がみら

れる。 

２）地滑り地内では保水能が良好であるた

め、水田（千枚田あるいは棚田）や植林地

として利用されることが多い。したがって

山間部の斜面内に水田が存在する場合、地

滑り地形である疑いがある。また、スギ植

林などでは、保水が良好な崖錐堆積物の厚

い箇所に植林が行われることが多く、地滑

り地も同様の土地条件からなるため、植林

地となっていることが多い。特に、植林の

パターンとして、一般斜面では斜面の上下

方向になされることが多いのに対し、地滑

り地では段状地形、凹陥地を反映し植林帯

はそれに沿って等高線と並行する形で配列

することがある。 

地 

 

滑 

 

り 

 

地 

 

形 

 

の 

 

間 

 

接 

 

的 

 

特 

 

徴 

崩壊地の 

分布 

１）移動ブロック尖端斜面には、崩壊地、崩

壊跡地が分布されることが多い。これは、 

移動部が破砕され脆弱になっていることと 

対応する。 

２）地滑りの前兆（前駆）現象として崩壊現

象がみられることもある。このため崩壊

地、崩壊跡地の存在が地滑りの存在を示唆

することがある。特に山腹斜面のはらみ出

しのみられる斜面で崩壊が多発している場

合、地滑り地であることが多い。 
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２．４ 地滑り地形とその成因 

表３－２－４ 基本単位地形の形態・構造・成因 

運動様式
支配域に
おける支
配的な力

1引張クラック 移動方向に直交する方向にのびる。 引張

2圧縮クラック 移動方向に平行、放射状、まれに直交する。 圧縮

3滑落崖 concaveな断面形。 slump 引張

直線状の断面形。

平面形も直線状であることが多い。

底面が広い。

移動方向に直交する方向にのびる。

隣接斜面との不連続性。

移動方向の斜面の一部を保持している。

concaveな断面形。

周囲の斜面との間に明瞭な傾斜変換線を伴う。

concaveな断面形。 slump

平面形は移動方向に直交する長円形を示す。 or

周囲の斜面との間に明瞭な傾斜変換線を伴わない。 glide

8
debris-flow-
redge

移動方向に平行な細長い尾根状の地形。 引張

9
debris-flow-
cone

前面が急、背面が緩やかな火山泥流の流れ山
状の地形。

圧縮

（木全ほか、1985を一部補足）

構　　造

本来の構造が変形、
変質、破砕され、小
規模な褶曲・スラス
ト・正断層が発達す
る。

glide 引張

6block
不動域の構造を保持
し、破砕されていな
い。

Slide

二次堆積物によ
り埋積されてい
ることが多い。

引張

引張

形態的特徴

成　　因

7Pressure-ridge 圧縮

溝状凹地5

「ランドスライド」(1996)古谷尊彦．より引用

単位地形

4分離崖

flow
分級の悪い破砕
物や風化物。

glide
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３．地滑りによる変状と構造物 

 

表３－３－１ 建物・構造物等の地滑りによる変動状況 

建物・構造

物 

変動・変状・破壊の状況 

建物 
①壁にクラックの発生 ②壁の剥落 ③床下やタタキにクラックや段差（落差）

の形成 ④建物の傾動 ⑤建物の土台（地盤）に段差 

擁壁 

土止壁 

①縦方向クラックの形成  

②縦方向段差の形成 

③水平方向クラックの形成 

④水平方向段差の形成 

⑤壁面全体の傾動（脚部の動く方向が地滑りの動きの方向） 

⑥壁面全体の沈下 

側溝 

①横断方向にクラック形成 

②横断方向に段差形成    圧縮によるもの（地滑り末端付近に多い） 

③側溝の圧損* 

道路 

①路面がある幅にわたって帯状に隆起もしくは沈降（起伏形成） 

②路面横断方向にクラック形成 ③切土のり面にクラック形成 

④路面の水平移動（線形のはらみ出し） ⑤切土のり面から湧水  

⑥山側端部舗装のもり上り 

トンネル 

①横断方向にクラック形成 

②横断方向に段差（落差）形成   圧縮によるもの（地滑り先端付近に多い） 

③側溝の圧損 

④水路トンネルからの水もれ 

電柱 

①電線の弛緩 － 地盤の圧縮による（地滑り末端部に多い） 

②電線の緊張 － 地盤の引張による（地滑り頭部に多い） 

③電柱の傾動 － ふつう地滑りの移動方向と反対に傾動 

耕地 
①棚田の分布 ②畦畔にクラック ③畦畔の移動 ④水田の傾斜 ⑤湧水田 

⑥水ぬけ田 ⑦荒地化 ⑧ヨシ等湿生植物の侵入 

井戸 

①井戸にクラック形成 ②井戸の切断 ③井戸の傾動  

④地下水位の変動（急増や急激） ⑤井戸水の濁り（白濁、赤褐色、臭気） 

 

その他 
①砂防ダムの袖部にクラック形成 ②砂防ダムの破損 ③溜池の減水 

④墓石の傾動 ⑤用水の濁り ⑥局地的隆起・陥没 

「空中写真による地すべり調査の実際」(1984)日本測量調査技術協会編．より引用 

-------------------------------------------------------------------------------- 

圧縮クラック（地すべり末端付近に多い） 

引張クラック（地すべり頭部付近に多い） 
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 4.岩手県の地滑り概要（既往文献資料） 

以下に、斜面防災技術 Vol.18, No1 (52号) 1991年に掲載された岩手県の地滑りに関する既往文

献資料を示す。 
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おわりに 

本基礎調査マニュアル（案）は、土砂災害防止法施行に伴う「土砂災害警戒区域、土

砂災害特別警戒区域」設定のための基礎調査について、その内容や手順を、岩手県県土

整備部砂防災害課が整理したものである。 

岩手県では、基礎調査実施にあたっては、「土砂災害防止法に使用する数値地図（図

化縮尺：1/2,500）」（以下、「３次元地図」という）を用いて実施する方針であり、

このマニュアル（案）は、これら「３次元地図」を使用して行う設定手順を基本として

いる。 

土砂災害防止法では、基礎調査結果の品質確保、再現性、住民等への説明などこれま

で以上に重要とされ、求められている。そこで、本基礎調査マニュアル（案）では、調

査結果の再現や説明出来る資料整理となるように、その手順や方法をまとめた。特に

「３次元地図」上での区域設定結果の再現性や説明（理由つけ）など、市町村や住民対

応の基礎資料となりうることを前提としてマニュアル（案）を作成した。 

土砂災害防止法の基礎調査では、今後、より新しい技術や新たな取り決め事項によっ

て区域設定手法やその手順、内容等の変更や改善がされることも予想される。その際に

は、よりよい技術を用いた取り組みが必要で、新しい技術・手法による新しいマニュア

ル（案）として、適宜改訂が必要と思われる。 

最後に、土砂災害防止法の精神を鑑みて適正に本マニュアル（案）が運用され、土砂

災害の軽減に結びつけば幸いである。 

－以上－ 
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